
[資料] 特定兵器の使用の禁止又は制限に関する国
際法の現行規則（四・完） : 国連事務局による研
究

その他のタイトル [Material] Existing rules of international law
concerning the prohibition or restriction of
use of specific weapons, Survey prepared by
the Secretariat of the United Nations. (4)

著者 竹本 正幸, 糟谷 英之, 坂元 茂樹
雑誌名 關西大學法學論集
巻 25
号 3
ページ 486-545
発行年 1975-09
URL http://hdl.handle.net/10112/00026661



〔
資
料
〕

ー
国
連
事
務
局
に
よ
る
研
究
ー
_
ー

目

次

序

論
第
一
章
条
約
（
以
上
本
誌
第
二
四
巻
第
六
号
）

第
二
章
国
家
の
実
行
と
学
説

第
一
節
そ
の
性
質
に
も
と
づ
く
兵
器
の
区
別

第
一
款
毒
及
び
毒
を
施
し
た
兵
器

第
二
款
化
学
細
菌
学
兵
器

第
三
款
各
種
の
投
射
物

第
四
款
焼
夷
兵
器
（
以
上
本
誌
第
二
五
巻
第
一
号
）

関

法

第

二

五

巻

第

三

号

坂

元

茂

樹

糟

谷

英

之

竹

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る

国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

本 ニニ〇

正
（
四
八
六
）

幸



第

五

款

核

兵

器

第
六
款
空
、
陸
及
び
海
か
ら
の
砲
爆
撃

第

七

款

破

砕

兵

器

第
八
款
地
雷
と
擬
装
兵
器

第

九

款

ミ

サ

イ

ル

第
一
〇
款
時
限
兵
器
（
以
上
本
誌
第
二
五
巻
第
二
号
）

第

一

―

款

海

軍

用

兵

器

第

一

項

国

家

の

実

行

S

機

雷

向

潜

水

艦

第

二

項

学

説

S

機

雷

向

潜

水

艦

第

―

二

款

気

象

変

更

第

一

項

国

家

の

実

行

第

二

項

学

説

第
二
節
そ
の
効
果
に
も
と
づ
く
兵
器
の
区
別

第
一
三
款
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器

第

一

項

国

家

の

実

行

第

二

項

学

説

第
一
四
款
無
差
別
の
効
果
を
も
つ
兵
器

第
一
五
款
背
信
行
為
に
よ
っ
て
殺
害
す
る
兵
器

第

一

項

国

家

の

実

行

第

二

項

学

説

第
一
一
＿
章
裁
判
判
決

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

口
（
四
八
七
）



立
国
の
権
利
へ
の
干
渉
、
戦
闘
禁
止
区
域
及
び
封
鎮
等
の
関
連
問
題
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
七
〇

海
戦
に
お
け
る
機
雷
の
使
用
に
関
し
て
諸
国
の
最
近
の
見
解
を
示
す
証
拠
は
、
乏
し
い
。
ま
た
、
水
雷
の
使
用
が
合
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
中

第
一
項

、̀
jイ

,1. 

機

雷

第

一

―

款

海

軍

用

兵

器

関
法

第

二

五

巻

第

三

号

国

家

の

実

行

／ 

第
一
款
国
際
裁
判
所
の
判
決

第
一
項
国
際
司
法
裁
判
所

第
二
項
モ
ロ
ッ
コ
請
求
仲
裁
裁
判
所

第
三
項
ギ
リ
シ
ア
・
ド
イ
ッ
混
合
仲
裁
裁
判
所

第
二
款
国
内
裁
判
所
の
判
決

第

一

項

フ

ラ

ソ

ス

第

二

項

ド

イ

ツ

第

三

項

日

本

第

四

項

オ

ラ

ソ

ダ

第
三
款
軍
事
裁
判
所
の
判
決

第
一
項
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
所

第
二
項
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所

第
三
項
戦
争
犯
罪
人
審
理
の
た
め
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
英
国
軍
事
裁
判
所

第
四
項
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
合
衆
国
軍
事
裁
判
所

第
五
項
プ
リ
モ
リ
ニ
軍
区
の
ソ
ビ
エ
ト
軍
事
裁
判
所

付

録一
、
兵
器
及
び
そ
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
総
会
決
議

二
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
、
一
九
四
九
年
八
月
ご
一
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
追
加
議
定
書
案

（
四
八
八
）



一
七
四

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
中
に
、
合
衆
国
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
の
ハ
イ
フ
ォ
ン
港
に
機
雷
を
敷
設
し
た
。
合
衆
国
政
府
は
、
と
く
に
、
ヘ
ー

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

れ
た
理
由
の
一
っ
は
、
英
国

(397) 

こ
と
で
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
諸
国
家
の
実
行
の
記
録
は
、
新
し
い
型
の
磁
気
機
雷
、
圧
力
作
動
機
雷
及
び
音
響
機
雷
を
含
め
て
、
主
要
海
軍
国

が
防
衛
及
び
攻
撃
の
目
的
の
た
め
に
機
雷
を
き
わ
め
て
広
範
に
使
用
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
自
国
の
水
域
、
敵
の
領
海
、
船
舶
が
使
用

(393) 

す
る
海
峡
そ
の
他
の
航
路
、
及
び
公
海
に
敷
設
さ
れ
た
。

証
明
す
る
の
は
、

一
七
三

（湖）
れ
た
。
若
干
の
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
は
、
機
雷
は
交
戦
国
の
領
水
内
で
の
み
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
公
海
で
は
中
立
船
舶
の
自
由
を
妨
害
す
る
こ

(395) 

と
に
な
る
の
で
使
用
で
き
な
い
、
ま
た
機
雷
は
防
衛
目
的
の
み
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
外
務
大
臣
は
、
「
も

っ
ぱ
ら
商
業
船
舶
を
遮
断
す
る
目
的
で
機
雷
を
敷
設
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
機
雷
が
全
く
軍
事
目
的
を
有
し
な
い
こ
と
を

実
際
に
は
不
可
能
で
詐
。
」
と
述
べ
た
。

＿七

（
四
八
九
）

機
雷
の
使
用
に
関
し
て
海
軍
へ
与
え
ら
れ
た
訓
令
が
、
自
動
触
発
海
底
水
雷
の
敷
設
に
関
す
る
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
の
締
約
国
で

(388)

（

389)

（

390) 

(
3
8
5
)
(
3
8
6
)

（

387) 

あ
る
諸
国
に
若
干
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ギ
リ
シ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
合
衆
国
の
訓
令
は
、
こ
の
条
約
に
従

う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
提
要
は
、
公
海
及
び
中
立
船
舶
に
開
放
さ
れ
て
い
る
航
路
に
機
雷
を
敷
設
す
る
に
は
通
告
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、

団

391)

慣
習
国
際
法
の
一
部
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
っ
て
遠
隔
操
作
さ
れ
る
機
雷
に
も
適
用
さ
れ
う
る
、
と
付
言
し
て
し
る
。
合
衆
国
の
提
要
の
注
解
は
、

条
約
第
二
条
及
び
第
三
条
に
含
ま
れ
る
条
件
は
条
約
が
実
際
に
中
立
船
舶
に
保
護
を
与
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
重
大
な
う
た
が
い
を
生
じ
さ
せ
る
の
に

十
分
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
ー
提
要
が
述
ぺ
て
い
る
疑
い
は
、
二
度
の
世
界
大
戦
の
出
来
事
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、

「
こ
れ
ら
の
規
定
が

（笠）

…
…
新
し
い
種
類
の
機
雷
（
磁
気
椴
雷
・
音
響
機
雷
）
敷
設
の
た
め
の
航
空
機
の
使
用
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
う
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
」

て
い
る
。

一
七

と
付
言
し

第
二
次
世
界
大
戦
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
機
雷
原
敷
設
に
つ
い
て
適
当
な
通
告
が
中
立
国
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
非
難
が
な
さ

一
九
三
九
年
―
一
月
二
八
日
の
最
初
の
英
国
復
仇
命
令
を
正
当
化
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ

連
合
国
及
び
中
立
国
の
船
舶
が
「
無
差
別
か
つ
通
告
な
し
に
」
ド
イ
ツ
に
よ
り
敷
設
さ
れ
た
機
雷
に
よ
っ
て
沈
め
ら
れ
た

： 



一
七
六

第
二
五
巻
第
三
号

ニニ四

（
四
九
0
)

グ
第
八
条
約
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
行
動
を
弁
護
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
，

「
…
…
使
用
さ
れ
て
い
る
機
雷
は
、
ヘ
ー
グ
条
約
第
一
条
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
浮
遊
機
雷
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
条
約
第
二
条
に
よ
っ
て

禁
止
さ
れ
て
い
る
『
単
に
商
業
上
の
航
海
を
遮
断
す
る
目
的
』
を
有
し
て
い
な
い
。
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
和
的
航
海

(398) 

を
安
全
な
ら
し
め
る
た
め
一
切
の
な
し
う
べ
き
予
防
手
段
が
通
告
そ
の
他
の
方
法
を
通
じ
て
と
ら
れ
た
。
」

こ
の
法
が
か
か
る
情
況
の
下
で
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
合
衆
国
が
こ
の
条
約
を
慣
習
国
際
法
の
一
部
を
な
す
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

一
九
七
二
年
五
月
―
一
日
、
ソ
連
政
府
は
声
明
を
発
表
し
、
と
く
に

「
.
J…
•
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
が
他
の
諸
国
と
樹
立
し
て
い
る
経
済
上
、
通
商
上
そ
の
他
の
関
係
を
破
壊
し
、
同
国
が

そ
の
人
民
に
対
す
る
援
助
を
受
け
…
…
平
和
的
人
民
の
た
め
の
食
料
そ
の
他
の
供
給
品
を
受
け
る
機
会
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
…
…

そ
の
結
果
、
ヴ
戸
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
多
く
の
諸
国
の
利
益
が
ま
す
ま
す
重
大
な
影
響
を
受
け
る
と
い
う
性
格
を
帯
び
つ
つ
あ
る
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
の
諸
港
へ
入
る
す
べ
て
の
道
に
機
雷
を
敷
設
し
外
国
船
舶
が
そ
の
領
水
と
内
水
に
入
る
の
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
、

同
国
の
人
民
の
た
め
に
貨
物
を
運
ん
で
い
る
多
く
の
国
の
船
舶
並
び
に
そ
れ
ら
諸
国
の
船
員
の
生
命
に
対
す
る
直
接
の
脅
威
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
何
人

も
合
衆
国
に
対
し
て
公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
を
制
限
す
る
権
利
を
与
え
て
は
い
な
い
。
合
衆
国
が
と
っ
た
措
置
は
、
…
…
一
般
に
承
認
さ
れ
た
航

・
（
憩
）

行
自
由
の
原
則
に
対
す
る
重
大
な
違
反
を
構
成
す
る
。
」

中
国
政
府
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
こ
の
よ
う
な
戦
争
拡
大
行
為
は
、
…
・
・
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
の
領
域
と
主
権
の
重
大
な
侵
害
で
あ
り
、
国
際
的
航
行
と
通
商
の
自
由
を
著
る

し
く
侵
害
し
、
国
連
憲
章
と
国
際
公
法
を
恣
に
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
民
の
み
な
ら
ず
全
世
界
人
民
に
対
す
る
挑

発
で
知
這
。
」

一
七
五

ハ
イ
フ
ォ
ン
港
へ
の
機
雷
敷
設
は
、
多
く
の
国
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
た
。

関
法



諸
国
の
実
行
1

そ
の
最
新
の
も
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
始
ま
る
|
ー
は
、
戦
争
の
兵
器
そ
の
も
の
と
し
て
の
潜
水
艦
の
合
法
性
で
は

な
く
て
潜
水
艦
の
使
用
方
法
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
は
、
他
の
諸
問
題
1

中
立
通
商
の
妨
害
、
戦
時
に
お
け
る
乗
組
員
及
び
乗
客
の
安
全
、
商

船
の
武
装
、
戦
争
区
域
の
設
置
、
経
済
戦
、
臨
検
捜
索
の
権
利
、
及
び
復
仇
—
~
と
ほ
と
ん
ど
切
り
離
し
が
た
い
程
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

則
に
従
う
こ
と
を
要
す
る
」
こ
と
、
及
び
一
般
に
潜
水
艦
は
抵
抗
が
な
い
時
は
ま
ず
乗
客
と
船
員
を
安
全
な
場
所
に
置
く
の
で
な
け
れ
ば
商
船
を
沈
め
て

（戦）

は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
「
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
則
」
で
あ
る
と
宜
言
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
時
の
立
場
が
ど
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
一
九
三
九

年
及
び
一
九
四

0
年
に
お
け
る
海
上
戦
闘
の
激
化
は
、
武
装
商
船
及
び
護
衛
船
団
は
無
警
告
に
攻
撃
す
る
旨
の
指
斜
を
ド
イ
ッ
か
ら
引
き
出
す
る
こ
と
に

（縣）

な
り
、
次
い
で
ド
イ
ッ
海
軍
に
英
国
周
辺
水
域
に
お
け
る
作
戦
行
動
の
完
全
な
自
由
を
与
え
る
一
九
四

0
年
五
月
二
四
日
付
の
総
統
指
令
を
も
た
ら
し
た
。

砿）、

ス
カ
ゲ
ラ
ッ
ク
海
峡
で
の
ド
イ
ッ
商
船
に
対
す
る
潜
水
艦
攻
撃
の
制
限
は
、
一
九
四

0
年
五
月
に
英
国
に
よ
っ
て
撤
廃
さ
れ
そ
の
後
一
九
四

0
年
及
び

（邸

一
九
四
一
年
に
は
他
の
水
域
に
お
い
て
も
商
船
に
対
す
る
潜
水
艦
攻
撃
の
制
限
が
取
り
除
か
れ
た
。
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の
措
置
を
正
当
化
す
る
た
め
に
復

（仰）

仇
の
権
利
が
暗
黙
に
奉
仕
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
合
衆
国
は
、

一
九
四
一
年
に
戦
争
に
参
加
し
た
時
、
日
本
に
対
し
て
無
制
限
の
潜
水
艦
戦
に
乗

（佃）

り
出
し
た
。
し
か
し
、
復
仇
の
権
利
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
と
は
主
張
し
な
か
っ
た
。

一
八
〇

一
七
九

一
七
八

プ
ル
ガ
リ
ア
政
府
が
一
九
七
二
年
五
月
―
二
日
に
発
表
し
た
声
明
に
は
、

違
反
す
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
独
立
主
権
国
家
で
あ
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
と
正
常
な
関
係
を
維
持
し
て
い
る
プ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
及
び
そ

の
他
多
く
の
諸
国
の
通
商
上
、
経
済
上
そ
の
他
の
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
罪
な
き
人
民
に
対
し
て
現
実
の
危
険
を
与
え
て

(401) 

い
る
。
」
と
い
う
見
解
が
含
ま
れ
て
い
た
。

―
つ
の
重
要
な
舞
台
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

＿
七
七

潜
水
艦
が
そ
れ
自
体
兵
器
と
み
な
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
、
当
然
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
潜
水
艦
が
兵
器
体
系
の
た
め
の

一
九
三

0
年
の
ロ
ソ
ド
ン
海
軍
条
約
第
二
二
条
は
、

「
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
航
行
の
自
由
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に

「
潜
水
艦
は
、
商
船
に
対
す
る
行
動
に
つ
い
て
は
、
水
上
艦
船
が
従
う
べ
き
国
際
法
の
規

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

＠

潜

水

艦

二
二
五

（
四
九
一
）



一
八
一
戦
争
に
潜
水
艦
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
諸
国
の
現
在
の
態
度
に
関
す
る
証
拠
は
、
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
潜
水
艦
は
、

（佃）

商
船
に
対
す
る
行
動
に
つ
い
て
は
水
上
艦
船
に
適
用
さ
れ
る
と
同
一
の
国
際
法
規
則
に
従
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
海
戦
に
関
す
る
合
衆
国
の
提
要

(410) 

一
九
三
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
議
定
書
に
編
入
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
第
二
二
条
が
、
慣
習
国
際
法
の
宜
言
と
み
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

第
二
項

り
一
機

一
八
二
か
な
り
多
く
の
学
者
は
、
平
和
的
航
海
の
安
全
を
規
定
す
る
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
が
効
果
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
。

T
u
c
k
e
r
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
交
戦
国
は
、
自
国
の
行
動
を
条
約
の
禁
止
に
該
当
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
自
国
の
機
雷
敷
設
が
平
和
的

し
う
べ
き
予
防
手
段
」
を
と
る
義
務
は
、

航
海
を
妨
害
す
る
こ
と
を
「
唯
こ
の
目
的
と
し
て
い
な
い
と
宜
言
す
れ
ば
よ
い
。
第
三
条
の
い
う
「
平
和
的
航
海
を
安
全
な
ら
し
む
る
た
め
一
切
の
な

「
繋
維
自
動
触
発
機
雷
を
使
用
す
る
と
き
」
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

Tucker
は
、
こ
の
規
定
を
「
交
戦
国
は

繋
維
自
動
触
発
機
雷
を
公
海
の
ど
の
よ
う
な
場
所
に
も
敷
設
し
う
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
し
か
も
、
機
雷
原
敷
設
を
中
立
国
に
通

週

告
す
べ
き
絶
対
的
義
務
は
存
在
し
な
し
こ
の
よ
う
な
考
え
と
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
交
戦
国
の
実
行
は
、
多
く
の
学
者
を
し
て
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
は
も

(412} 

は
や
廃
れ
て
し
ま
い
効
力
が
な
く
そ
し
て
将
来
遵
守
さ
れ
そ
う
に
な
い
も
4
の
、
と
主
張
せ
し
め
る
に
至
っ
た
。

＿
八

l-
―
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
音
響
機
雷
と
磁
気
機
雷
の
開
発
は
、
若
干
の
学
者
に
、
こ
れ
ら
の
機
雷
が
「
自
動
触
発
機
雷
」
の
み
に
適
用
さ
れ
る
ヘ
・

（

息

、

（

嘩

）

ー
グ
第
八
条
約
に
よ
っ
て
は
規
制
さ
れ
て
い
な
し
と
主
張
せ
し
め
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
見
解
が
、
普
遍
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
し

一
八
四

ま、＇ 

関
法

学

雷
説

第
二
五
巻
第
三
号

こ
の
問
題
を
論
じ
た
若
干
の
学
者
は
、
公
海
に
お
け
る
機
雷
の
使
用
が
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
の
で
合
法
で
あ
る
と

(416) 

明
確
に
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
相
対
的
で
あ
り
、
機
雷
の
敷
設
が
公
海
に
お
け
る
中
立
船
舶
の
航
行
の
権
利
を
不
当
に
妨
害
し
て
は
な
ら

（切）

な
い
と
い
う
条
件
が
、
と
き
に
は
付
加
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
を
も
つ
人
々
の
中
に
は
、
社
会
主
義
諸
国
の
学
者
が
あ
り
、
彼
等
は
、
公
海
に
機
雷

を
敷
設
す
る
交
戦
国
の
権
利
の
問
題
は
、
特
に
条
約
に
よ
っ
て
は
決
定
さ
れ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
際
法
は
機
雷
を
敷
設
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域

(418) 

に
特
に
言
及
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
第
三
条
の
要
件
が
み
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
公
海
に
お
け
る
機

二
二
六

（
四
九
二
）



一
九
〇

(419) 

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
無
差
別
な
機
雷
の
敷
設
は
、
中
立
国
の
権
利
に
対
す
る
違
法
な
介
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
ヘ

（伽）

ー
グ
第
八
条
約
は
、
そ
の
欠
陥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
効
力
を
有
し
て
い
る
と
若
干
の
学
者
に
よ
っ
て
み
な
さ
れ
、
ま
た
慣
習
国
際
法
に
な
っ
た

（仙）

と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。

潜
水
艦
を
兵
器
そ
の
も
の
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
合
法
で
あ
る
か
否
か
は
、
学
者
達
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
潜
水
艦
が
考
察
さ
れ

る
法
的
文
脈
は
、

一
九
三

0
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
と
一
九
三
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
議
定
書
の
下
で
の
商
船
の
破
壊
と
い
う
文
脈
並
び
に
無
制
限
潜

一
八
七
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
交
戦
国
の
実
行
、
商
船
団
が
交
戦
国
の
軍
事
的
努
力
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
大
規
模
な
戦
争
で
は
交
戦
国
が

敵
の
経
済
を
破
壊
し
よ
う
と
企
て
る
の
が
不
可
避
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
た
め
に
、
学
者
達
の
見
解
に
は
、
若
干
の
不
一
致
が
生
じ
た
。
彼
ら
は
、
通
商
を

阻
止
す
る
た
め
に
潜
氷
艦
を
使
用
す
る
こ
と
が
価
値
が
あ
る
こ
と
．
、
拿
捕
で
き
な
い
船
舶
を
交
戦
国
が
破
壊
す
る
の
を
排
除
す
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
る

(422)

（駆）

こ
と
、
を
述
べ
て
い
る
。
復
仇
が
こ
の
法
に
対
し
て
不
十
分
な
効
果
し
か
有
し
な
い
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

一
八
八
若
干
の
者
は
、
事
実
の
力
に
よ
っ
て
こ
の
法
が
変
化
し
た
と
結
論
を
下
す
に
至
っ
て
お
り
、
ま
た
敵
国
へ
又
は
敵
国
か
ら
物
品
を
運
ぶ
船
舶
を

（倣）

潜
水
艦
が
無
警
告
で
攻
撃
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
え
主
張
し
て
い
る
。

M
c
D
o
u
g
aー
は
、
と
り
う
る
措
置
の
強
さ
は
紛
争
の
規
模
に
よ
り

（硲）

異
な
る
こ
と
、
制
限
戦
争
に
お
い
て
は
一
九
三

0
年
の
ロ
ソ
ド
ン
海
軍
条
約
の
よ
う
な
伝
統
的
な
規
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
を
示
唆
し
て
い
る
。

一
八
九
潜
水
艦
戦
の
問
題
を
考
察
し
た
か
な
り
多
く
の
人
々
は
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
の
要
請
が
そ
の
効
力
を
失
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
要
請
は

(426) 

実
際
に
慣
習
国
際
法
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
二
度
の
世
界
大
戦
に
お
け
る
交
戦
国
の
行
動
は
、
海
上
戦
闘
を
行
な
う
者

に
対
す
る
法
の
拘
束
力
の
否
定
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
法
の
侵
害
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

（紐）

「
イ
ギ
リ
ス
の
武
装
商
船
に
対
す
る
潜
水
艦
戦
の
実
施
に
つ
き
デ
ー
ニ
ッ
ツ
提
督
に
責
任
が
あ
る
と
判
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
し
」
と
し
た
、

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

水
艦
戦
の
実
施
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。

l

八
六

＠

潜

水

艦

一
八
五

雷
の
敷
設
は
国
際
法
上
許
さ
れ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

ニニ七

（
四
九
三
）



一
九
ニ
―
年
か
ら
一
九
二
二
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
文
書
、

か
ぎ
り
制
限
す
る
方
向
で
強
化
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
「
平
和
的
人
民
」
の
概
念
は
、
海
戦
と
の
関
連
で
は
交
戦
国
並
び
に
中
立

国
の
商
船
の
す
べ
て
の
乗
組
員
と
乗
客
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
平
和
的
航
海
を
保
護
す
る
必
要
は
、
公
海
と
く
に
商
船
が
最
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
利

用
す
る
公
海
の
区
域
を
中
立
化
す
る
た
め
の
決
定
的
な
論
拠
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
社
会
主
義
諸
国
の
学
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
専
横
な
行
為
が
可
能
で
あ
る

い
わ
ゆ
る
「
戦
闘
区
域
」
を
設
定
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
際
に
は
、
こ
れ
は
公
海
自
由
の
違
反
に
等
し
い
か
ら
で

あ
る
。
国
際
的
な
法
文
書
と
国
家
の
実
行
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
、
社
会
主
義
国
の
学
者
達
は
、
商
船
を
軍
艦
に
変
更
す
る
こ
と
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
第
七

条
約
の
諸
規
定
を
無
視
し
て
商
船
を
武
装
す
る
こ
と
（
そ
の
よ
う
な
船
舶
に
は
平
和
的
船
舶
の
法
的
地
位
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
要
求
し
て
い
る
）

は
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
物
と
の
区
別
を
な
く
す
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
船
舶
は
、
非
戦
闘
船
と
も
合
法
な
戦

闘
船
と
も
み
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
国
際
法
の
保
護
も
受
け
な
い
。

社
会
主
義
諸
国
の
大
多
数
の
学
者
は
、

（
商
船
の
無
警
告
撃
沈
を
含
む
）
ー
|
が
国
際
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
留
保
し
な
が
ら
、
潜
水
艦
を
水
上
艦
船
と
同
様
に
合
法
な
兵
器
で
あ
る
と
結
論
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
彼
ら
は
、

七
年
の
ニ
ョ
ン
協
定
を
引
用
す
る
。
海
戦
法
に
つ
い
て
著
し
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
学
者
達
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
現
行
の
諸
協
定
、
特
に
、
ヘ
ー

（細）

グ
条
約
を
支
持
し
て
い
る
。

＿九

一
九
三
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
議
定
書
及
び
一
九
一

現
行
の
国
際
文
書
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
、

一
九

第
二
五
巻
第
三
号

（
四
九
四
）

ニ
ュ
ー
ル
ソ
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
所
の
判
決
は
、
一
九
三

0
年
の
ロ
ソ
ド
ソ
海
軍
条
約
及
び
一
九
一
―
―
六
年
の
ロ
ン
ド
ソ
海
軍
議
定
書
の
現
在
の
地
位
を

い
く
ら
か
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
所
は
、
商
船
を
軍
事
行
動
に
統
合
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
が
と
っ
た
措
置
に
ふ
れ
、
そ
れ
が

デ
ー
ニ
ッ
ツ
提
督
の
と
っ
た
措
置
を
正
当
化
す
る
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
デ
ー
ニ
ッ
ツ
が
作
戦
区
域
で
警
告
な
し
に
中
立
国
船
舶

を
沈
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
彼
に
条
約
違
反
の
罪
が
あ
る
と
判
決
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
証
拠
に
よ
っ
て
ロ
ン
ド
ソ
条
約
及
び
ロ
ン
ド
ン
議
定
書
が
引
き
続

（倣）

き
効
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(429) 

い
く
ら
か
の
社
会
主
義
諸
国
で
発
表
さ
れ
た
著
作
は
、
海
戦
に
関
す
る
現
行
の
原
則
と
規
則
を
海
上
の
武
力
紛
争
の
破
壊
的
な
影
響
を
で
き
る

関
法

若
干
の
使
用
方
法
ー
ー
例
え
ば
、

ニ
ニ
八

無
制
限
な
潜
水
艦
戦



(385)

仔
ott,
op. 
cit., 
p. 
252.

前
の
第
一
章
を
見
よ
。
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
で
審
議
さ
れ
た
条
約
案
か
ら
機
雷
を
ど
こ
に
敷
設
し
う

る
か
を
取
り
扱
っ
て
い
る
条
項
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
英
国
は
、
「
こ
の
条
約
が
特
定
の
行
為
又
は
手
続
を
禁
止
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
英

国
政
府
が
そ
の
正
統
性
を
争
う
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」
旨
宣
言
す
る
留
保
を
付
す
に
至
っ
た
。

I
b
民．＂
p.
3
4
5

に

は
、
こ
の
条
約
に
対
す
る
他
の
留
保
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
条
約
の
起
草
史
は
、

L
”
v
i
e
,
'
M^
i
n
e

W
a
r
f
a
r
e
 
a
n
d
 
International 
L
a
w
,
"
 

N
a
v
a
l
 
Wa`•College 

R
e
v
i
e
e
"
v
o
l
.
 2
4
 
(
1
9
7
2
)
,
 
N
o
.
 8, 
p. 
2
7

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
3
8
6
)
I
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
d
u
 
M
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
s
 
A
r
m
e
e
s
 
s
u
r
 
l'application 
d
u
 droit 
international 
e
n
 c
a
s
 d
e
 g
u
e
r
r
e
,
 

d
u
 3
1
 
d
e
c
e
m
b
r
e
 

1964,
甘

K
i
s
s
,
0
p
.
a
t
t
.＂
vol.
6, 
p. 
2
5
7
 
(
し
か
し
、
か
〈
戦
国
の
す
べ
て
が
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
こ
と
と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
）
・

命）

K

e
唸
g
l
k
e
r
r
e
c
h
t
:
 Le
i
t
s
a
t
z
e
 f
a
r
 d
i
e
 all唸
m
e
i
n
e
A
u
s
b
i
l
d
目
g
o
p
.
c
i
t
.＂
pp.
35136. 

(
3
8
8
)
M
z祠
d
b
o
o
k
o
f
t
h
e
p
u
b
l
i
c
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
困
l
L
e
o
f
t
h
e
 
S
e
a
 a
n
d
 P
r
i
z
e
 
L
a
e
"
2
5
.
 N
o
v
e
m
b
e
r
 1949, 
art. 
25, 
H
e
c
k
e
r
 a
n
d
 

J
o
h
n
s
o
n
,
 eds•Volkerrecht 

u
n
d
 P
r
i
s
e
n
r
e
c
淀
:
N
a
t
i
o
恙
K
u
n
d
I這
e
r
n
a
t
i
o
n
K
T
e
ぃte
z
u
m
 S
e
e
k
r
i
e
g
s
r
e
c
h
t、
F
orschungsstelle 

fiir 
V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
 
u
n
d
 ausliindisches 
offentliches 
Recht・ 
d
e
r
 Universitiit 
H
a
m
b
u
r
g
,
 D
o
k
u
m
e
n
t
e
,
 vol. 
3
9
 
(1965), 
p. 
168. 

(
3
8
9
)
J
i
i
g
e
r
s
k
i
o
l
d
 a
n
d
 W
u
l
f
,
0
p
.
d
t
.＂
pp. 
7
9ー

80.

(
3
9
0
)
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 
N
a
v
y
,
 L
a
w
 o
f
 N
a
1
1
a
l
 W
a
r
f
a
r
e
,
 p. 
613. 

面）

K
r
i
e
g
s
v
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
Leitsiitze 
fiir 
d
i
e
 
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
,
0
p
.
d
t
.＂
p. 
36. 

(
3
9
2
)
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 
N
a
v
y
,
 L
a
w
 o
f
 N
a
v
a
l
 W
a
r
f
a
r
e
,
 
p. 
6ー

8
"
n
o
t
e
3.

同
様
に
、
前
の
注
(388)
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア

の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
音
響
機
雷
及
び
磁
気
機
雷
が
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

(
3
9
3
)
R
o
s
k
i
l
l
,
 
T
h
e
 W
a
r
 a
t
 S
e
a
,
 
4
 vols. 
(
1
9
5
4ー

1961),
vol. 
1, 
pp. 
4
4
-
4
5
,
 
5
5
|
5
6
,
 
87-89, 
9
5ー

102,
126, 
143, 
2
8
0ー

281,
3
2
6ー

327,

4
9
8
 a
n
d
 5
3
9
 ;
 vol. 
2, 
p
p
.
 
1
6
6ー

168,
2
5
5
-
2
5
6
,
 
3
9
2
-
3
9
4
 a
n
d
 4
3
4
 ;
 vol. 
3ー

1,
pp. 
95-96, 
2
8
8
-
2
8
9
,
 
3
5
2
 a
n
d
 3
5
3
 ;
 vol. 
3-2, 
pp. 

19-20, 
1
4
0
-
1
4
2
,
 
163, 
181, 
2
3
1ー

232,

2
5
8ー

259,

2
6
7
-
2
7
1
,
 
274, 
3
7
0
 a
n
d
 371. 
(
畢
巫
総
区
の
J
も

の

2料

13*LL如
心
ナ
9

ス3

「
細
5
砕
5
」
作
げ
幽

fiに一ー―
U

乃｛

し
て
い
る
）
;
a
n
d
 M
o
r
i
s
o
n
,
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
N
a
v
a
l
 O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 i
n
 
W
o
r
l
d
 W
a
r
 II, 
1
5
 vols. 
(
1
9
4
8ー

1962),
vol. 
1, 

p
p
.
 
1
3
6
-
1
3
7
 ;
 vol. 
2, 
pp. 
7
8
1
7
9
 ;
 vol. 
4, 
pp. 
2
2
9ー

2
3
0
;
 vol. 
6, 
pp. 
1
1
0
-
1
1
6
 ;
 vol. 
7, 
pp. 
6
3
-
6
4
 ;
 vol. 
8; 
pp. 
3
2
-
3
3
 ;
 vol. 
9, 

pp. 
4
4ー

45,
7
8
-
7
9
,
 
3
4
0
-
3
4
2
,
 
a
n
d
 3
4
6ー

3
4
8
;
vol. 
11, 
pp. 
4
1
-
4
6
,
 
1
7
1ー

173,
3
7
2
 a
n
d
 373. 

(
3
9
4
)
T
h
e
 N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
,
 
O
v
e
r
z
i
c
h
t
 v
a
n
 d
e
g
o
r
n
a
a
m
s
t
e
 
i
n
尽
e
r
b
a
祠
i
m
e
t
d
e
n
o
o
r
b
唸
t
o
e
s
t
a
n
d
d
o
o
r
 
h
e
t
 
lvlinisteriegan 

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

ニニ九

（
四
九
五
）
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B
u
i
t
e
n
k
u
R
b
.
C
h
e
Z
k
e
n
b
e
h
a
え
e
配
e
e
、N
t
o
o
r
o
P
e
n
b
a
r
i
宦
g
geschikte a
a
肴

l
e唸
n
h
e岱
g
(
1
9
4
0
)
•
p
p
.

1
4
-
1
7
 ;
 H
a
c
k
w
o
r
t
h
,
 

op. 
cit., 
vol. 10•p. 

681.

フ
ラ
ソ
ス
は
、
フ
ラ
ソ
ス
船
及
び
中
立
船
が
通
告
な
し
に
ド
イ
ツ
の
敷
設
し
た
機
雷
に
よ
っ
て
沈
め
ら
れ
た
と
主
張

し
た
。

R
a
p
p
o
r
t
a
u
 President 
d
e
 la 
R
e
p
u
b
l
i
q
u
e
 F
r
a
n
l
,
l
l
i

器

•
D
e
c
r
e
tdu
 2
7
 n
o
v
e
m
b
r
e
 1939•in 

Kiss,0p.dt••p. 

258. 

(395)

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
及
び
ベ
ネ
ゼ
ラ
、

W
h
i
t
e
m
a
n
,
D
i
g
e
s
t
 o
f
 International L
a
w
 (1968), 
vol. 10•p. 

681.

し
か
し
な
が
ら
、
米
州
中

立
委
員
会
が
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
規
則
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

F
e
n
w
i
c
k
,

＾^T
h
e

I
n
t
e
r
-
A
m
e
r
i
c
a
n
 
Neutrality 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
"
 A
m
e
r
i
c
a
n
 J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 l
n
t
e
r
m
N
t
i
o
m
l
L
a
g
v
o
l
.
 3
5
 
(1941), 
pp. 
3
1ー

33.

(
3
9
6
)
W
h
i
t
e
m
a
n
,
 op. 
cit., 
p. 
681.

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
提
要
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
機
雷
の
投
下
は
国
際
法
規
則
に
合
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
て
い
る
。

Jiigerskiold
a
n
d
 Wulff,,op. 
cit., 
p. 
79. 

(
3
9
1
)
S
t
a
t
u
t
o
r
y
 R
u
l
e
s
 a
n
d
 Orders, vol.
〔

1
9
3
9〕

2,
p. 
3
6
0
6
 
(
N
o
.
 1709). 

(398)

合
衆
国
国
務
省
法
律
顧
問
の
一
九
七
二
年
六
月
六
日
の
書
簡
、

A
m
e
r
i
c
a
n
J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 l
n
t
e
r
m
笠
S
§
i
L
g
)
,
vol. 
6
6
 
(1972), 
p. 
838. 

(
3
9
9
)
p
r
a
尽食
1
2
M
a
y
 1972. 

(
4
0
0
)
R
e
n
m
i
n
R
i
b
a
o
"
1
2
 M
a
y
 1972. 

(401)

プ
ル
ガ
リ
ア
人
民
共
和
国
国
連
常
駐
代
表
部
の
一
九
七
二
年
五
月
―
二
日
の
新
聞
発
表
。

(402)

に
a
g
u
e
of 
Nations, 
T
r
e
a
t
y
 Series, 
vol. 
C
X
I
I
,
 p. 
65, 
as 
incorporated 
in 
the 
L
o
n
d
o
n
 N
a
v
a
l
 
P
r
o
t
8
o
l
 of 
6
 N
o
v
e
m
b
e
r
 

1936, 
ibid., 
vol. 
C
L
X
X
I
I
I
,
 p. 
353. 

(
4
0
3
)
F
i
i
h
r
e
r
'
s
 Directive, 
3
0
 S
e
p
t
e
m
b
e
r
 1939, 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
n
 G
e
r
m
a
n
 F
o
r
e
i
g
n
 Policy 
1
9
1
8
-
1
9
4
5
,
 
Ser•D"vol. 

8
 (1954), 

p. 
176, 
W
h
i
t
e
m
a
n
,
 op. 
cit., 
pp. 
6
5
4
ふ
5
5
;
Circular 
t
e
l
e
g
r
a
m
 of t
h
e
 
State 
Secretary, 
G
e
r
m
a
n
 
F
o
r
e
i
g
n
 Office, 
1
9
 
O
c
t
o
b
e
r
 

1939, 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
n
 G
e
r
m
a
n
 F
o
r
e
i
g
n
 
Policy 
1
9
1
8
-
1
9
4
5
,
 
Ser. 
D
,
 vol. 
8
 (1954), 
pp. 
3
1
9ー

320,

W
h
i
t
e
m
a
n
,
 op. 
cit., 
p. 

6
5
6
;
 
G
e
r
m
a
n
 N
a
v
a
l
 O
r
d
e
r
s
 of 4
 O
c
t
o
b
e
r
 
1
9
3
9
 a
n
d
 7
 N
o
v
e
m
b
e
r
 1939, 
ibid., 
pp. 
656-657. 

(
4
0
4
)
N
o
.
 13, 
2
4
 M
a
y
 1940, 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
n
 G
e
r
m
a
n
 F
o
r
e
i
g
n
 Policy 
1
9
1
8
-
1
9
4
5
,
 
Ser•D"vol. 

9
 (1956), p. 
427, 
W
h
i
t
e
m
a
n
,
 

0p.cit.＂
p. 
658. 

(405)

一
九
四

0
年
五
月
八
日
の
チ
ャ
ー
チ
ル
演
説
、

G
r
e
a
t

Britain, 
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
Debates, 
H
o
u器

of
C
o
m
m
o
n
s
 (5th 
Ser.), 
vol. 

3
6
0
 
(1940), 
col. 
1351, 
W
h
i
t
e
m
a
n
,
0
p
.
c
i
t
.＂
p. 
660. 

（
四
九
六
）



（睾）
Roskill,

op. 
cit., 

vol. 
1, 

pp. 
172, 

334 a
n
d
 439. 

（
国

G
e
r
m
a
n

"
B
l
o
c
k
a
d
e
"
 
A
n
n
o
u
n
c
e
m
e
n
t
,
 
17 

A
u
g
u
s
t
 
1940, 

U
n
i
t
e
d
 
States 

N
a
v
a
l
 
W
a
r
 College, 

International 
L
a
w
 

D
o
c
u
m
e
n
t
s
 
(1940), 

p. 
48. 

嘩
）

T
u
c
k
e
r
,
lac. 

cit., 
pp. 

66-67, n. 
47, 

q
u
o
t
e
d
 
in 

W
h
i
t
e
m
a
n
,
 op. 

cit., 
p. 

661. 

（呈）
Instructions

d
u
 
Ministre 

des 
A
r
m
もes

sur 
!'application 

d
u
 droit 

international 
e
n
 t~

m
ps d

e
 guerre, 

31 
D
e
c
e
m
b
r
e
 

1964, 
in 

Kiss, 
op. 

cit., 
vol. 

6, 
p. 

261. 

（号）
U
n
i
t
e
d
States 

D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of 

the 
N
a
v
y
,
 L

a
w
 o
f
 N
,
⑪

al 
W
a
r
f
a
r
e
,
 p. 

5-119, 
n. 

22. 

(
;
)
 
T
u
c
k
e
r
,
 lac. 

cit., 
pp. 

303-305. 

（
;
)
 
Stone, 

op. cit., 
p. 

5
8
4
;
 
M
c
D
o
u
g
a
l
 a
n
d
 Feliciano, 

op. 
cit., 

p. 
495, 

n. 
271; 

Sereni, 
op. 

cit., 
p. 

1984. 

ぼ
）

F
e
n
w
i
c
k
,

International 
L
a
w
,
 4th 

ed., 
(1965), 

p. 
6
9
9
;
 C
o
l
o
m
b
o
s
,
 
op. 

cit., 
p. 

533. 

（
ま

Stone,
op. 

cit., 
p. 

5
8
4
;
 
G
u
g
g
e
n
h
e
i
m
,
 op. 

cit., 
p. 

45, 
n. 

4; 
Smith, 

T
h
e
 L

a
w
 a
n
d
 C
u
s
t
o
m
 of the 

Sea, 
3
d
 ed. 

(1959), 

pp. 
121-122. 

（:;;;:) 
Rousseau, op. 

cit., 
p. 

6
0
8
 ;

 Mo
n
a
c
o
,
 op. 

cit., 
p. 

452, 
note 

51. 

（号）
Delbez,

op. 
cit., 

p. 
5
4
7
;
 
M
c
D
o
u
g
a
l
 a
n
d
 Feliciano, 

op. 
cit., 

p. 
4
9
5
;
 Kruse, "

M
i
n
e
n
,
"
 in 

Strupp-Schlochauer, op. 
cit., 

vol. 
2, 

p. 
539; 

Balladore 
Pallieri, 

op. 
cit., 

p. 
2
4
4
;
 
P
o
w
e
r
s
,
 
"International 

L
a
w
 a
n
d
 O
p
e
n
-
O
c
e
a
n
 M
i
n
i
n
g
,
"
 J

A
G
 Journal, 

vol. 
15 

(1961), 
p. 

7
1
;
 
Scott; 

T
h
e
 H
a
g
u
e
 P
e
a
c
e
 C:inferences 

o
f
 1
8
9
9
 a
n
d
 1
9
0
7
 (1911), 

vol. 
1, 

p. 
583; 

Levie, loc. 
cit., 

p. 
42. 

（:;;:) 
M
c
D
o
u
g
a
l
 a
n
d
 Feliciano, 

op. 
cit., 

p. 
2; 

Kruse, loc. 
cit., 

p. 
71. 

ぼ
）

巡
〇
俎
（
翠
）
船
訳
吋゚

（三）
Cansacchi,

op. 
cit., 

pp. 
133-134; 

Accioly, 
op. 

cit., 
p. 

326. 

(~
) 

Ibid., 
op. 

cit., 
pp. 

751-752. 

ぽ
）

G
u
g
g
e
n
h
e
i
m
,

op. 
cit., 

p. 
405. 

（翠）
M
o
r
e
n
o

Quintana, op. cit., 
vol. 

2, 
p. 

6
8
2
;
 T
u
c
k
e
r
,
 Zoe. 

cit., 
pp. 

64-66, 
68-69; Stone, 

op. 
cit., 

pp. 
606-607; 

M
c
D
o
u
g
a
l
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蕗
迅

撼
II

 
ftj;!lf!J

撼
11
ln¥t' 

a
n
d
 Feliciano, 

op. 
cit., 

pp. 
565 a

n
d
 628; 

Rousseau, op. 
cit., 

pp. 
614-616. 

(
5
)
 
Tucker, loc. 

cit., 
p. 

65; 
M
o
r
e
n
o
 Quintana, op. 

cit., 
p. 

680. 

1111111 
（
国
兵
く
）

(~
) 

Stone, 
op. 

cit., 
pp. 

606-607; 
M
c
D
o
u
g
a
l
 a
n
d
 Feliciano, 

op. 
cit., 

pp. 
626-630(..)

和
ぷ

紐
饂

齢
砂

紐
俎

饂
暉

ヤ
鞣

恕
以

痘
叫

ぷ
会

＇
抱

怜
幽

訊
叔

妍
心

娯
V
⇒

終
ニ
廿
』
＾
心
叡
n
如
母
心
＇
心
蜘
封

n⇒
¥..J

ニ
心
）

；
Taylor, 

op. 
cit., 

pp. 
37-38; 

Burke, 

"
S
u
b
m
a
r
i
n
e
 W
a
r
f
a
r
e
 a
n
d
 International 

L
a
w
,
"
 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 o

f
 W
o
r
l
d
 Policy, 

vol. 
2

 (1960), 
pp. 195-198.

撼
1
1
~
$
1
砥
米
釜
仕

旦
乙
ャ
へ
e
J

図
鋸

蘊
忍

喋
や

尖
心

、
4
二^

～
胆
悪
渥
旦

0
2¥..J

迂
Sohler,

U-Bootkrieg u
n
d
 Volkerrecht 

(1956) 
~
試
ザ
゜

（送）
M
c
D
o
u
g
a
l
a
n
d
 Feliciano, 

op. 
cit., 

p. 
632. 

（思）
Castren,

op. 
cit., 

pp. 
285 

a
n
d
 289; O

p
p
e
n
h
e
i
m
,
 op. 

cit., 
p. 

490; 
Balladore 

Pallieri, 
op. 

cit., 
p. 

285 ;
 Cansacchi, 

op. 

cit., 
p. 

124; 
Podesta Costa, 

op. 
cit., 

p. 
130. 

(~
) 
~
Q
撼

111輯
心
眠
サ
゜

（翌）
O
p
p
e
n
h
e
i
m
,
op. 

cit., 
pp. 

492-493; Tucker, loc. 
cit., 

pp. 
67-70; 

Robertson, 
"
S
u
b
m
a
r
i
n
e
 
Warfare," 

J
A
G
 Journal, 

vol. 
10 

(1956), 
p. 

3, 
quoted in 

W
h
i
t
e
m
a
n
,
 op. 

cit., 
vol. 

10 
(1968), 

pp. 
665-666. 

ぼ
）

K
r
u
s
m
e
z
h
d
u
n
a
r
o
d
n
o
即

p
r
a
v
a

(1969), 
vol. V

,
 p. 

285; F. I. 
K
o
z
h
e
v
n
i
k
o
v
,
 ed., 

K
u
r
s
 m
e
z
h
d
u
n
a
r
o
d
n
o
g
o
 prava, p. 

368; 

G
.
 M

.
 M
e
l
k
o
v
,
 N
e
k
o
t
o
r
y
e
 p
r
o
b
l
e
m
y
 polnoi demilitarizatsii 

m
o
r
s
k
o
即

d
n
a

(1972); 
A. 

S. 
B
a
k
h
o
v
,
 
ed., 

Voenno-morskoi 

m
e
z
h
d
u
n
a
r
o
d
n
o
-
p
r
a
v
o
v
o
i
 spravochnik (1956) ;

 G. A
.
 Antselevich, N

e
k
o
t
o
r
y
e
 p
r
o
b
l
e
m
y
 m
e
z
h
d
u
n
a
r
o
d
n
o
g
o
 prava, kasayush-

chiesya reglamentatsii v
o
e
n
n
y
k
h
 deistvii 

n
a
 m
o
r
e
 (1970) ;

 L. A
.
 O
v
a
n
a
s
h
c
h
e
n
k
o
,
 !vfezhdunarodnoe m

o
r
s
k
o
e
 p
r
a
v
o
 (1961) ;

 

V
.
 F. 

M
o
s
h
e
r
a
,
 
"
P
r
o
b
l
e
m
a
 neitralizatsii 

otkrytogo m
o
r
y
a
,
'
'
U
c
h
,
 
Zap, 

L
 V
I
M
U
,
 N
o
.
 XI, 

1958; S. V
.
 Molodtsov, M

e
z
h
-

dunarodno-pravovoi r
e
z
h
i
m
 otkrytogo-morya i

 kontinentalnogo shelfa 
(1961) ;

 A. 
L. 

Kolodkin, 
P
r
a
r
a
v
o
i
 
r
e
z
k
i
m
 
terri-

torialnykh v
o
d
 i

 otkryto
即

99t09ッ
a
(1961) ;

 G. 
F. 

Kalinkin, 
"Zapretit 

ispolzovanie 
m
o
r
s
k
o
g
o
 d
n
a
 v

 v
o
e
n
n
y
k
h
 tselyakh," 

M
e
z
h
d
u
n
a
r
o
d
n
a
y
a
 zhizn, 

1961, 
N
o
.
 2; V

.
 S. 

Vereshchetin, 
M
e
z
h
d
u
叩

r
o
d
n
o
p
r
a
v
o
v
o
i

r
e
z
h
i
m
 
otkryto

即
m
o
r
y
a

(1968) ;
 

A
.
 
P. 

Kositsin, 
V
o
o
r
u
z
h
e
n
n
y
e
 
sily 

i
 sposoby 

voiny 
n
a
 
m
o
r
e
 
p
o
 
m
e
z
h
d
u
n
a
r
o
d
n
o
m
u
 
p
r
a
v
u
 
(1955); 

S. 
Stefanova, 

l'vlezhdw
iarodn~ p

r
a
v
o
v
o
i
 r
e
z
h
i
m
 otkrytogo 

11101-ya; 
p
r
a
℃
ovoi r

e
z
h
i
m
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o
r
s
k
i
k
h
 prosh"anstr i
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e
n
n
y
k
h
 korablei (

S
b
o
m
i
k
 

p
e
r
e
v
o
d
o
v
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D
R
)
 (1967); K. Biatkowski, 

"
W
o
j
n
a
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o
d
w
o
d
n
a
 
w

 
swietle 

w
y
r
o
k
u
 
M

T
W

 w
c
h
o
r
y
n
m
b
e
r
d
z
e
,
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一九五

気
象
変
更
を
戦
争
兵
器
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
険
は
、
少
な
く
と
も
二

0
年
も
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
が
。
時
の
経
過
と
気

象
変
更
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
試
み
ら
れ
た
と
い
う
報
告
の
流
布
と
と
も
に
、
合
衆
国
の
若
干
の
学
者
は
、
ま
す
ま
す
緊
迫
感
を
持
っ
て
、
気
象
変
更
を

（低）

戦
争
中
に
管
理
す
る
た
め
の
措
置
を
要
請
し
て
い
る
。
技
術
の
状
態
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
注
意
を
気
象
変
更
に
向
け
た
人
々

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

第

二

項

学

説

M
g
y因
え
汰

Wojennej,
1966, N
.
 3
;
N
.
 Rotocki,'
M^
i
e
d
z
y
n
a
r
o
d
o
w
o
-
p
r
a
w
n
e
 aspekty w
o
j
n
y
 p
r
o
d
w
o
d
n
e
z
,
"
N
e
s
z
y
t
y
 N
a
u
k
o
w
e
 

Universytetu Lodzkiego, 
1964, 
vol. 3
7
;
 

E. 
G
l
a
s
e
r
,
'
^
E
x
p
l
o
z
a
z
e
a
 
in 
scopuzi 
pasnice 
a
 spatilor 
submarine," 
Studii 
si 

cercetari jミ
1
d
i
c
e
"
1
9
6
9
,
N
.
 1. 

(
4
3
0
)
J
.
 Andrassy, 
"
H
a
s
k
e
 konvencije," 
P
o
m
o
r
s
k
a
 encikfupedi;a (1956) ;
 V. Brajkovic, 
"
R
a
z
v
o
k
 m
e
d
j
u
n
a
r
o
d
n
o
g
 p
o
m
o
r
s
k
o
g
 

ratnog 
p
r
a
v
a
 
(
d
o
 H
a
s
k
i
h
 konvencija),̀
"Jugvsl,ovenska rei.ぶ
Ja
z
a
 m
e
d
j
u
n
a
r
o
d
n
o
 pravo; 
2/1958. 

第
―
二
款

一
九
三

国

家

の

実

行

他
の
ど
こ
よ
り
も
合
衆
国
に
お
い
て
、
将
来
の
戦
争
兵
器
と
し
て
の
気
象
変
更
ー
ー
．
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
、
霧
を
作
り
出
す
こ
と
、
台
風
の
進

路
を
変
え
る
こ
と
な
ど
に
大
き
な
注
意
が
向
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
戦
争
兵
器
と
し
て
の
環
境
変
更
と
い
う
一
層
大
き

な
問
題
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

一
九
七
三
年
七
月
―
一
日
、
合
衆
国
議
会
は
、
次
の
よ
う
な
議
会
の
意
見
を
表
明
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。

「
合
衆
国
政
府
は
、
国
際
連
合
の
安
全
保
障
理
事
会
の
す
べ
て
の
常
任
理
事
国
を
含
め
て
他
の
政
府
と
、
戦
争
兵
器
と
し
て
の
環
境
的
又
は
地
球
物
理

学
的
変
更
活
動
の
研
究
、
実
験
、
及
び
利
用
の
全
面
的
中
止
を
規
定
す
る
条
約
に
合
意
す
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
叫
）
。
」

(432) 

合
衆
国
政
府
の
執
行
部
は
、
こ
の
決
議
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
そ
の
前
年
、
合
衆
国
海
洋
気
象
国
家
諮
問
理
事
会
は
、
そ
の
最
初
の
報
告
書
に
お
い
て

(433) 

「
気
象
変
更
の
敵
対
的
利
用
を
避
け
る
た
め
に
」
国
際
協
定
を
締
結
す
べ
き
で
あ
る
、
と
勧
告
し
て
い
た
。

一
九
四

第
一
項

気

象

変

更

>
（
四
九
九
）



と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
兵
器
は
主
と
し
て
人
間
環
境
を
変
え
る
こ
と
1

言
い
換
え
れ
ば
、
風
土
に
著
し
く
不
利
な
影
響
を
与

え
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
に
無
差
別
に
影
響
を
与
え
る
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
ー
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ら
の
状
態
で
そ
の
よ
う
な
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
現
行
国
際
法
ー
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
規
則
第
二
二
条
、
第
二
三
条
及
び
第
二
五
条
、
並
び

に
戦
時
に
お
け
る
文
民
の
保
護
に
関
す
る
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
ー
に
反
し
て
お
り
、
又
、
そ
の
使
用
に
対
す
る
特
別
な
禁
止
が
必
要
で
あ

(438) 

る
、
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。

a

)

0

ミ
r,-essional
Record, vol. 
119 
(1973), 
P. 
S.-13102 
(daily ed., 
11 
July 
1973). 

(
m
)
H
e
a
d
点
r,s
o
n
 S. 
Res. 
2Co1 
before 
th
、S
u
b
,
0
m
m
ぎ
e
o
n
o
c
e
a注
ミ

遠
i
I這
3
甘
注
0
遠
z
i
E
mさ
m
o
m
m
e
ミ

o
f
the 
Senate 

G
m
m
t
t
e
e
g
F
9息
m
R
e
K
5
且
-
9
2
d
o
点
F
"
2
d
Sess. 
(1972), 
p. 
3. 

（知）

IHd.＂
p.
155. 

a
)
H
.
 Taubenfeld, 
・̂^
W
e
a
t
h
e
r
 
M&ification a
n
d
 
C
o
n
g
o
l
"
S
o
m
e
 
International 
Legal 
Implications,'̀
California 
L
a
g
 

R
さ

i
g
•
v
o
l
.
55 
(1967), 
p. 
495. 

食）

R.
T
a
u
b
e
n
f
e
l
d
 a
n
d
 H
.
 Ta
ub
en
fe
ld
,'
S^
g
e
 International 
Implications 
of 
W
e
a
t
h
e
r
 
Modification 
Activities,'; 
Inter' 

因
t
i
l
o
品
ait柊足。
n,
vol. 
23 
(1969), 
pp. 
832-833_; 
F
a
l
k
,
^
^
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 
W
a
r
f
a
r
e
 
a
n
d
 
E
8
c
i
d
eー

Facts,
A
p
p
r
a
i器
l-

目
d
P
r
o
p
o器
ls̀
"
in 
H
e
a
r
i
n
g
s
 o
n
 S. 
Res. 
2
8
1
 bef01̀
e 
the 
Sub,('.ommittee o
n
 
O
c
e
a注

a笞
N
I
謎
S
7
8
i
o
m
z
i
E
n
g
h
n
n
m
e
m
o
f

苦
Senate
C
o
m
m
ぽ
ee
o
n
 Foreign 
Relatio
負
゜
p
.
g
.、
p.
143, 
a
n
d
甘

0slo
Bulletin o
f
 Peace 
Proposals, 
1973, 
N
o
.
 1̀
p. 

90; 
Davis̀

＾^W
e
a
t
h
e
r
 W
a
r
f
a
r
e
"
L
a
w
 a
n
d
 Policỳ
" 
A
r
i
z
o
n
a
 L
a
w
 R
e
v
i
e
w
`
v
o
l
.
 
14 
(1973), 
p. 
688. 

(
4
3
6
)
F
a
l
k
,

＾̂E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 W
a
r
f
a
r
e
 a
n
d
 E
c
o
c
i
d
e
:
・
9
_＿

b
c
.
g
;
 Davis, 
Zoe. 
cit., 
p. 
676. 

@）
Davis, 
ibid., 
pp. 
687
ふ
88.

＿
九
六

社
会
主
義
諸
国
の
学
者
の
間
で
は
、

関
法

第
二
五
巻
第
三
号

二
三
四

（五

0
0
)

（総～

は
、
い
く
ら
か
の
措
置
が
無
差
別
の
危
害
、
監
理
不
能
兵
器
、
及
び
不
必
要
な
苦
痛
の
禁
止
に
反
す
る
、
と
示
唆
で
き
る
だ
け
で
あ
る
軍
事
活
動
を
隠

（赳

す
た
め
に
雨
を
降
ら
す
こ
と
は
、
煙
幕
の
使
用
に
類
似
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
違
法
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る

「
気
象
変
更
」
の
よ
う
な
兵
器
の
使
用
は
国
際
法
の
馘
点
か
ら
探
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
が



0
ガ
ラ
ス
を
充
填
し
た
投
射
物

(449) 

〇
銃
弾
の
表
面
に
切
れ
目
を
入
れ
る
こ
と
又
は
硬
い
筒
の
先
を
や
す
り
で
と
が
ら
す
こ
と

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

0
不
規
則
な
形
を
し
た
弾
丸

砿）

0

一
定
の
型
の
曳
光
弾

(441) 

0
か
か
り
の
つ
い
た
銃
剣
又
は
槍

(448) 

〇
毒
兵
器

(442) 

0
防
守
さ
れ
て
い
な
い
場
所
を
砲
撃
す
る
こ
と

第
一
項

国

家

の

実

行
（紐）

大
多
数
の
軍
事
法
提
要
は

第
ニ
―
一
款

一
九
七

「
不
必
要
な
苦
痛
（
フ
ラ
ン
ス
語
正
文
で
は
"
m
a
u
x
superflus "
)
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
兵
器
、
投
射

(440) 

物
そ
の
他
の
物
質
」
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
ヘ
ー
グ
規
則
第
二
三
条
⑮
の
文
言
を
と
り
入
れ
て
い
る
。

一
九
八
そ
れ
ら
の
提
要
は
、
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
又
は
そ
の
使
用
の
例
と
し
て
、
次
の
も
の
を
掲
げ
て
い
る
。

(441) 

〇
散
弾
銃
の
弾
丸

(443) 

0
四
0
0グ
ラ
ム
以
下
の
重
巌
の
爆
発
性
及
び
焼
夷
性
の
投
射
物

砿）

〇
傷
の
炎
症
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
に
し
た
物
質
を
塗
っ
て
あ
る
投
射
物

(445) 

0
ダ
ム
ダ
ム
弾

第
二
節
そ
の
効
果
に
も
と
づ
く
兵
器
の
区
別

（但）

不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器

F. I•Kozhevnikov, 

ed•Kurs 

m
e
z
h
d
u
n
a
r
o
dき
唸

P
a
g
(
1
9
7
2
)
,
chap. 
X
I
V
を
見
よ
。二

三
五

（五

0
一）



(457) 

0
文
民
に
対
す
る
砲
爆
撃

ヘ
ー
グ
規
則
第
二
三
条
困
中
の
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
の
使
用
の
禁
止
は
、
普
通
、
戦
争
法
の
兵
器
に
関
す
る
部
分
を
書
い
て
い
る
す

べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
禁
止
の
適
用
に
条
件
が
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
規
則
が
慣
習
国
際
法
の
一
部
を
な
す
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
、
第
二
三
条
側
の
規
則
は
、
他
の
兵
器
に
関
す
る
条
約
上
及
び
慣
習
法
上
の
禁
止
と
並
ん
で
言
及

(453) 

、
る
。

(452) 

さ
れ
て
い
る
。
若
干
の
著
者
は
、
こ
の
規
範
の
一
般
性
、
及
び
そ
れ
を
特
定
の
状
況
と
兵
器
に
適
用
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
ふ
れ
て
し

S
e
r
e
n
i
は、

「
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
実
際
的
な
価
値
を
ほ
と
ん
ど
有
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
し
ば
し
ば
、
最
も
大
き
な
苦
痛
を
与
え
る
手
段
が
最
も
大
き
な
軍
事

恩

的
効
果
を
も
つ
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
他
の
若
干
の
学
者
に
よ
っ
て
も
と
ら
れ
て
い
る
見
解
で
あ
る

二
0
二
し
か
し
、

P
i
n
t
o

は
「
疑
い
も
な
く
、
禁
止
兵
器
の
拡
大
は
、
結
果
的
に
、
余
分
の
危
害
又
は
無
差
別
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
兵
器
を
禁
止
す

（低）

る
一
般
原
則
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
国
際
法
学
者
は
、
特
定
兵
器
の
禁
止
の
多

く
は
第
二
三
条
⑮
に
含
ま
れ
る
、
と
み
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
第
二
三
条
⑮
は
、
他
の
条
約
又
は
慣
習
規
則
の
中
で
特
に
扱

わ
れ
て
い
な
い
型
の
兵
器
を
取
り
扱
う
た
め
の
補
助
的
規
則
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
一
般
的
な
包
括
的
原
則
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

多
く
の
学
者
が
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
と
考
え
て
い
る
も
の
に
は
、
次
の
兵
器
が
あ
る
。

（邸）

〇
核
兵
器

二
0

第

二

項

学

一
九
九

関
法

説

第
二
五
巻
第
三
号

そ
れ
ら
の
提
要
は
、

一
般
に
、
あ
る
特
定
の
兵
器
が
、
必
要
な
苦
痛
と
は
別
の
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
規
準
を
示
し

て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
提
要
は
、
不
必
要
な
苦
痛
と
は
敵
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
絶
対
的
に
必
要
で
な
い
力
を
用
い
る
こ
と
に
よ

(450) 

っ
て
生
じ
、
又
は
そ
の
兵
器
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
軍
事
的
利
益
に
不
釣
合
な
苦
痛
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。

二
0
0
兵
器
が
使
用
さ
れ
る
時
に
、
生
命
の
損
失
及
び
財
産
に
対
す
る
損
害
が
得
ら
る
べ
き
軍
事
的
利
益
に
不
釣
合
い
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

(451) 

見
解
は
、
若
干
の
国
の
宣
言
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

二
三
六

（五

0
二）



(5) 

（邸）

0
セ
ソ
ト
・
ビ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
グ
宣
言
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
四

0
0グ
ラ
ム
以
下
の
爆
発
性
及
び
焼
夷
性
の
投
射
物

函）

0
ダ
ム
ダ
ム
弾

⑲
 

0
ナ
バ
ー
ム
弾
そ
の
他
の
焼
夷
兵
器

(461) 

〇
毒
及
び
毒
を
施
し
た
兵
器

(462) 

〇
化
学
及
び
細
菌
学
剤(463) 

0
の
こ
ぎ
り
状
の
銃
剣

二

0
三

あ
る
兵
器
が
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
様
々
の
基
準
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

軍
事
的
効
果
が
な
い
に
拘
ら
ず
敵
の
戦
闘
能
力
を
破
壊
す
る
形
で
文
民
に
危
害
を
加
え
る
兵
器
は
、

（悩）

は
不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
に
つ
い
て
の
規
則
で
あ
る
）
を
侵
害
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（佃）

②
非
人
道
的
な
傷
を
加
え
る
こ
と
及
び
死
を
も
た
ら
す
非
人
道
的
な
方
法
が
、
と
き
ど
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
核
兵
器
及
び
焼
夷
兵
器

は
、
長
い
苦
痛
の
後
に
死
に
致
ら
せ
る
た
め
、
遣
伝
性
の
影
署
が
あ
る
た
め
、
そ
の
影
響
が
長
い
間
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
た
め
、
又
は
放
射
能
に

(468)

、（469)

さ
ら
さ
れ
る
た
め
に
生
じ
る
苦
痛
の
故
に
、
非
難
ざ
れ
て
い
る
。
但
し
、
他
の
学
者
は
、
こ
れ
ら
の
規
準
を
、
は
っ
き
り
と
拒
否
し
て
し
る
。

⑧
兵
器
は
、
少
な
い
被
害
で
敵
を
行
動
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
よ
う
に
作
る
こ
と
が
で
き
祖
。
他
方
、
若
干
の
学
者
は
、
兵
器
が
死
を
不
可
避
な
ら

（佑）

し
め
る
た
め
に
違
法
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
疑
念
を
示
し
て
い
る
。

④
も
し
も
一
定
の
軍
事
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
兵
器
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
少
の
被
害
を
与
え
る
兵
器
を
選
ば
な
い
こ
と
は
、
不
必

(572) 

要
な
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
を
用
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(1) 

(573) 

そ
の
よ
う
な
兵
器
と
は
、
苦
痛
の
た
め
に
苦
痛
を
与
え
る
兵
器
で
あ
る
。

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

ニ―――七

（五

01―
-
）

「
人
道
の
原
則
」

（悩）

〇
釘
や
ガ
ラ
ス
片
を
充
填
し
た
兵
器(465) 

0
長
い
鋼
鉄
の
槍
を
埋
め
た
落
し
穴

（
こ
れ
は
、
他
の
破
壊
で
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怨
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e
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n
e
Ausbildung, 

op. 
cit., 

p. 
31 ;

 Austria, 

Bundesministerium 
fiir 

Landesverteidigung, 
op. 

cit., 
p. 

253, 
a
n
d
 Krivinyi, 

op. 
cit., 

p. 
10; 

France, Decret N
o
.
 66-749 

d
u
 
!er 

octobre 
1966 

portant 
reglement 

d
e
 
discipline 

generale 
dans 

Jes 
armees, 

art. 
34, 

para. 
2, 

we. cit., 
p. 

8860; 

Netherlands, Rules o
f
 the L

a
w
 o
f
 W
a
r
,
 chap. III, 

para. 
14, 

a
n
d
 M
a
n
u
a
l
 f
o
r
 the Soldier, 

chap. 
7, 

para. 
10; Switzerland, 

A
r
m
e
e
 suisse, 
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cit., 

p. 
5; 
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w
e
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e
n
,
 
Jiigerskiold 

a
n
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Wulff, 

op. 
cit., 

p. 
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Italy, 
L
e
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e
 di 

Guerra, 
art. 

35, 
Zoe. 

cit., 

p. 
4307; U
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i
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 States 

A
r
m
y
 Field 

M
a
n
u
a
l
,
 op. 

cit., 
p. 

18, 
a
n
d
 L

a
w
 o
f
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v
a
l
 W

a
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f
 are, 

p. 
6-8，
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e
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 King-

d
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,
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e
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a
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f
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a
r
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n
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 op. 

cit., 
p. 
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op. 

cit. 
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（S
)
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t
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e

妬
Landkriegfilhrung,

op. 
cit., 

p. 
16. 

（:;il) 
Ibid., 

p. 
20. 
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）

Ibid.,
p. 

16. 

(：：：
)
I
b
i
d
.
,
 p. 

16; 
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n
i
t
e
d
 States A

r
m
y
 Field 

M
a
n
u
a
l
,
 op. 

cit., 
p. 

18, 
a
n
d
 
L
a
w
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f
 N
a
v
a
l
 W
a
r
f
a
r
e
,
 op. 

cit., 
p. 

6-8, 
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T
h
e
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a
w
 o
f
 W

a
r
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n
 L
a
n
d
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cit., 
p. 

41. 

（:S) 
Austria, 

Bundesministerium 
fiir 

Landesverteidigung, 
op. 

cit., 
p. 

253 a
n
d
 
Krivinyi, 

op. 
cit., 

p. 
10; 

Netherlands, 

M
a
n
u
a
l
 f
o
r
 the 

Soldier, 
chap. 

7, 
para. 

10, 
a
n
d
 
Rules o

f
 the 

L
a
w
 o
f
 
W
a
r
,
 chap. 

Ill, 
para. 

14; 
Federal 

Republic of 

G
e
r
m
a
n
y
,
 
Volkerrechtliche 

G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
 d
e
r
 
Landkriegfilhrung, op. 

cit., 
p. 

16. 

（号）
Netherlands,

Rules o
f
 the 

L
a
w
 o
f
 W
a
r
,
 chap. 

IV, para. 
14. 

(~
) 

Netherlands, ibid., 
a
n
d
 M
a
n
u
a
l
 f
o
r
 the 

Soldier, 
chap. 

7, 
para. 

10; U
n
i
t
e
d
 States 

A
r
m
y
 Field 

Manual, op. 
cit., 

p. 

18, 
a
n
d
 L

a
w
 o
f
 N
a
v
a
l
 W
a
r
f
a
r
e
,
 p. 

6-8; U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 
T
h
e
 L

a
w
 o
f
 W

a
r
 o
n
 L

a
叫
，

op.
cit., 

p. 
41. 

(~
) 

Netherlands, 
M
a
n
皿

l
f
o
r
 the 

Soldier, 
ch_ap. 

7, 
para. 
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S
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r
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C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 
5

 April 
1971, 

International 
L
e
g
a
l
 Materials, 

vol. 
1
0
 
(1971), 

p. 
1302. 

嘩
）

蝦
~
0
1
1
1
0
0
志
迂
＇
桓
旦
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定
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函
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＇
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6
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G
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e
p
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e
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D
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K
e
n
n
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 Journal o
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 International L
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pp. 
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 ;
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p. 
1982. 

A
n
d
 see 

G
u
g
g
e
n
h
e
i
m
,
 op. 

cit., 
p. 

3
9
0
 
(
>
J
 0

駆
宝

紀
沢

翌
的

山
訟

鱈
姻

畔
吋

°
臼

遁
託

＃
1--'
俎

辱

旦
0

二
1--'lllIn

函
,...)¥J

~
!{.J

)0
 
S
t
o
n
e

迂
「
艇
窓
終゚

<11"'-';,..
"ヽ

K
以

.>-,I
I'1--''

海
』
＜
蔀

0
器

蓋
兵

〇
誤

認
冷

匹
庄

惑
栽

区
吐

怜
蘇

惑
葱

旦
吋

心

欅
flill10

眠
郎
〈
国
＾
＾
以

0
兵

1--',
it'〇

隣
薔
忌
袋
囲
廷
＇
垣
-
<
旦
岨
此
ふ
菜
母
胆
栗
冷
（
隣
薔
正
晦
や
）
怜
遠
献
終
…
•
•
心
二
心
兵
終
；
並
以
悩
や

密
k

ヤ
心

」
心

策
て

1--'
今

!{.J0
O
p
.
 cit., 

p. 
560. 

（選）
O
p
.
cit., 

p. 
308. 

（毎）
Menzel,

Legalitat 
o
d
e
r
 Illegalitat 

d
e
r
 A

n
w
e
n
d
u
n
g
 v
o
n
 
A
t
o
m
w
a
f
f
e
n
,
 
pp. 

45ff.; 
Menzel, 

"
A
t
o
m
w
a
f
f
e
n
,
"
 loc. 

cit., 
p. 

104; 
Scheuner, 

"
D
i
e
 Stellung der 

Streitkriifte 
i
m
 m
o
d
e
r
n
e
n
 
Volkerrecht," 

B
u
n
d
e
s
w
e
h
e
r
 u

n
d
 Recht, 

1965, 
pp. 

5
2
 a

n
d
 

5
5
;
 Spetzler, 

op. 
cit., 

p. 
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Q
袋

眠

如
把

ヤ
心

心
◎

撼
11111

啜
怠
旦
蝶
凶
ヤ
肉
や
蕊
炉
八
刈
二
＾
可
誤
眺
如
嵌
寄

...).;..!0
O
p
.
 cit., 

pp. 
9
7
 a
n
d
 100. 

嘩
）

Castren,
op. 

cit., 
p. 

189. 

嘩
）

Ibid.
;

 Op
p
e
n
h
e
i
m
,
 op. 

cit. 
p. 

3
4
0
 ;

 Greenspan, op. 
cit., 

p. 
353. 

（器）
Spetzler,

op. 
cit., 

p. 
97. 

澤
）

V
o
n
der 

Heydte, 
Volken・echt, 

vol. 
2, 

p. 
243. 

海
）

Lubrano-Lavadera,
L
e
s
 lois 

d
e
 la 

guerre et 
!'occupation 

militaire 
(1956), 

p. 
28. 

（翌）
Euler,

op. 
cit., 

p. 
151; 

R
a
n
d
e
r
m
a
n
n
,
 op. 

cit., 
p. 

144; 
Czesany, 

op. 
cit., 

p. 
168 ;

 Spaight 
op. 

cit., 
p. 

275; 
W
i
l
h
e
l
m
,
 

"
L
e
s
 conventions d

e
 g
e
n
e
v
e
 et 

la 
guerre 

aerienne," 
R
e
v
u
e
 Internationale d

e
 la 

Croix-Rouge, vol. 34 (1952), 
p. 

4, 
note 1. 

澤
）

Schwarzenberger, op. 
cit., 

p. 
49; 

Spetzler, 
op. 

cit., 
pp. 

98-99
（
紫
慾
出
澤

u0::-1-1).

（邑）
W
e
n
g
l
e
r
,
op. 

cit., 
p. 

1395. 

C
S
)
 

O'Brien, 
"Biological/Chemical 

W
a
r
f
a
r
e
 a
n
d
 the 

International 
L
a
w
 of 

W
a
r
,
"
 
loc. 

cit., 
p. 

18; Spetzler, 
op. 

cit., 
p. 

91. 

(~
) 

Brungs, loc. 
cit., 

p. 
92. 

(S
);

~S
petzler, 

op. 
cit., 

p. 
97, 

n. 
63. 



二
0
六

二
0
五

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
提
要
だ
け
が
背
信
の
行
為
を
以
て
殺
害
す
る
兵
器
（
人
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
）
に
言
及
し
て

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

第
一
項

海
軍
用
兵
器

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
そ
の
議
論
を
く
り
返
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

背
信
行
為
に
よ
っ
て
殺
害
す
る
兵
器

国

家

の

実

行

（愈

ヘ
ー
グ
規
則
第
二
三
条
に
は
、
敵
国
又
は
敵
軍
に
属
す
る
者
を
背
信
の
行
為
を
以
て
殺
害
す
る
こ
と
、
を
禁
じ
て
い
る
。

第
一
五
款

時
限
兵
器

、
サ
イ
ル

地
雷
及
び
擬
装
兵
器

破
砕
爆
弾

(
m
)
O
p
.
 cit., 
p. 
6
1
6
,
 
citing 
S
p
a
i
g
h
t
,
 
W
a
r
 R
i
g
h
t
s
 o
n
 L
a
n
d
,
 p. 
7
6ー

7
7
(
1
9
1
1
)
 ;
 Hall, 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
w
,
 8
t
h
 ed., 
(
1
9
2
4
)
,
 

p
p
.
 
8
3
6ー

8
3
7
;
H
y
d
e
,
0
p
.
c
i
t
.＂
p. 
1
8
1
4
 ;
 a

n
d
 O
p
p
e
n
h
e
i
m
,
 o
p
.
 
cit., 
p. 
3
4
0
.
 

軍
人
及
び
軍
事
目
標
と
一
般
市
民
と
に
無
差
別
の
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
兵
器
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
種
類
の
兵

器
に
関
す
る
国
家
の
実
行
と
学
説
に
関
連
し
て
、
す
で
に
考
察
し
て
き
た
。

通
常
の
空
中
爆
撃

核
兵
器

焼
夷
兵
器

化
学
及
び
細
菌
学
兵
器

二
0
四

第
一
四
款
無
差
別
の
効
果
を
も
つ
兵
器

ニ
四

（五

0
七）



第
二
五
巻
第
三
号

ニ
四
二

い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
提
要
で
は
、
毒
及
び
毒
を
施
し
た
兵
器
、
細
菌
学
的
化
学
的
兵
器
と
ペ
ン
や
お
も
ち
ゃ
に
爆
弾
を
仕
込
ん
で
い
る
よ
う
な
擬
装

(416) 

兵
器
は
、
そ
の
た
め
に
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
提
要
は
、
（
飛
行
機
か
ら
投
下
さ
れ
た
り
又
は
撤
退
す
る
軍
隊
が
後
に
残
す
）
爆
薬
、

(471) 

腐
食
性
又
は
可
燃
性
の
物
質
を
入
れ
た
類
似
の
人
目
を
ひ
く
物
に
言
及
し
て
い
る
。

説

学
者
は
、
時
た
ま
、
あ
れ
こ
れ
の
型
の
兵
器
の
使
用
を
背
信
的
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
広
島
と
長
崎
に
投
下
さ
れ
た
原
子
爆
弾
に
よ
っ
て

(418)

（

479) 

放
射
さ
れ
る
目
に
見
え
な
い
ガ
ソ
マ
線
は
、
背
信
的
殺
害
の
例
と
よ
ば
れ
て
き
た
。
あ
る
種
の
空
襲
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。

（伽）

時
限
兵
器
と
地
雷
の
使
用
は
、
背
信
的
殺
人
の
禁
止
に
違
反
す
る
、
と
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
き
た
。

あ
る
学
者
は
、
も
し
も
「
交
戦
者
間
に
黙
示
的
又
は
明
示
的
な
信
頼
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
背
信
行
為
の
観
念
を
破
壊
手
段
に
適
用
す
る

(481) 

正
当
性
を
見
い
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

品
）

S
8
t
t
,
0
p
.
g
.
,
p. 
2
1
9
.

前
の
第
一
章
を
見
よ
。

(
4
7
6
)
B
u
n
d
e
s
m
i
n
s
t
e
r
i
u
m
 fiir 
Landesverteidigung, 
op. 
cit., 
p. 
2
5
2
 ;
 Krivinyi, 
op. 
cit., 
p. 
10. 

(
m
)
K
r
i
e
g
s
v
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
"
L
e
i
t
s
i
:
i
t
z
e
 j
き
~
d
i
e
a
u陥
m
i
e
i
n
eAusbildung, 
op. 
cit., 
p. 
3
1
 ;
 
Volk<irrechtliche 

Grz̀笞
dsaE終

4
r

L
a祠
d
k
r
i
e
g
f
u
h
r
u
n
g
,
o
p
.
g
.＂
p. 
1
6
.
 

(
m
)
C科
器
ny,
op. 
cit., 
p. 
1
6
6
.
 

(m)
思
d
s
p
.
24・

例
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

(480)

前
の
第
一
〇
款
を
見
よ
。

（飢）

0'Brien,
"Biological/Chemical W
a
r
f
a
r
e
 a
n
d
 the 
International 
L
a
w
 of W
a
r
,
"
 loc. 
cit., 
p. 
3
9
.
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報
告
者
フ
ー
・
ハ
ー
は
、

第
二
項
ス
ペ
イ
ン
領
モ
ロ
ッ

n
請
求
仲
裁
裁
判
所

第
三
章

国
際
裁
判
所
の
判
決

国
際
司
法
裁
判
所

第
一
項

一
九
四
六
年
、
二
隻
の
英
国
軍
艦
に
対
す
る
損
害
と
英
国
人
の
殺
傷
を
も
た
ら
し
た
ア
ル
バ
ニ
ア
領
海
内
に
敷
設
さ
れ
た
自
動
機
雷
の
爆
発
に
関
す

る
コ
ル
フ
海
峡
事
件
。
英
国
政
府
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
と
く
に
次
の
こ
と
を
判
決
し
宜
言
す
る
よ
う
に
求
め
た
。

「
ア
ル
バ
ニ
ア
政
府
が
国
際
法
と
人
道
の
一
般
原
則
に
従
い
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
機
雷
の

(
1
)
 

存
在
の
通
告
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
」

一
九
四
九
年
四
月
九
日
の
判
決
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
と
く
に
次
の
よ
う
に
述
ぺ
た
。

「
ア
ル
バ
ニ
ア
当
局
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
は
、
船
舶
航
行
一
般
の
利
益
の
た
め
に
、
ア
ル
バ
ニ
ア
領
海
に
機
雷
原
が
存
在
す
る
こ
と
を
通
告

す
る
こ
と
、
ま
た
接
近
し
つ
つ
あ
る
英
国
軍
艦
に
対
し
て
機
雷
原
が
そ
れ
ら
の
軍
艦
を
さ
ら
し
て
い
る
切
迫
し
た
危
険
に
つ
き
警
告
す
る
こ
と
、
で

(
2
)
 

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
義
務
は
、
戦
時
に
適
用
さ
れ
る
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
八
条
約
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、

一
般
的
で
充
分
に
承
認
さ
れ

た
次
の
諸
原
則
に
基
礎
を
お
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
時
よ
り
も
平
時
に
お
い
て
な
お
さ
ら
必
要
な
人
道
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
慮
、
海
上
交

通
自
由
の
原
則
、
そ
の
領
域
を
他
国
の
権
利
に
反
す
る
行
為
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
許
可
し
て
は
な
ら
ぬ
す
べ
て
の
国
の
義
務
、

(
3
)
 

で
あ
る
。
」

ス
ペ
イ
ン
領
モ
ロ
ッ
コ
請
求
仲
裁
裁
判
所
（
英
国
対
ス
ペ
イ
ン
）
に
か
か
わ
る
個
別
請
求
の
一
事
件

(
B
e
n
i
,
M
a
d
a
n
,
Rzini C
l
a
i
m
)
に
お
い
て
、

一
九
二
四
年
一

0
月
二
三
日
の
報
告
書
の
中
で
一
九

0
七
年
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
の
第
三
条
を
論
じ

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

第
一
款

裁

判

判

決

ニ
四
三

（五

0
九）



四

第
二
五
巻
第
三
号

た
。
そ
の
条
項
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（五一

0
)

「
前
記
規
則
ノ
条
項
二
違
反
シ
タ
ル
交
戦
当
事
者
ハ
、
損
害
ァ
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヵ
賠
償
ノ
責
ヲ
負
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
交
戦
当
事
者
ハ
、
其
ノ
軍

(
4
)
 

隊
ヲ
組
成
ス
ル
人
員
ノ
一
切
ノ
行
為
二
付
責
任
ヲ
負
フ
。
」

「
本
報
告
者
は
、

一
部
隊
又
は
孤
立
し
た
兵
士
達
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
行
為
が
そ
の
国
家
に
国
際
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
第
三
条
は
、
ま
さ
に
最
も
重
大
な
出
来
事
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
責
任
の

原
則
を
定
め
て
い
る
。
疑
い
も
な
く
、
こ
の
条
約
は
、
本
報
告
書
が
関
係
す
る
い
ず
れ
の
事
態
に
も
直
接
に
適
用
し
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の

条
約
が
定
め
て
い
る
原
則
は
、
厳
密
に
い
え
ば
戦
争
以
外
の
軍
事
行
動
の
事
件
に
お
い
て
も
維
持
す
る
に
値
す
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、

し
か
し
、
こ
の
条
項
が
付
さ
れ
て
い
る
規
則
は
、
軍
事
的
必
要
に
大
き
く
道
を
譲
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
軍
事
的
必

要
の
評
価
は
、
困
難
な
状
況
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
せ
ら
れ
る
人
々
並
び
に
軍
司
令
官
に
、
大
部
分
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
非
軍
事

的
裁
判
権
、
と
く
に
国
際
裁
判
権
は
、
判
決
自
由
の
明
白
な
乱
用
の
場
合
を
除
い
て
は
、
こ
の
領
域
に
介
入
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
い
わ

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
国
家
は
軍
隊
構
成
員
が
軍
法
や
規
律
に
反
し
て
犯
罪
を
行
う
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、

第
三
項

一
層
強
く
警
戒
す
べ
き
義
務

が
あ
る
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
等
し
く
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
特
別
警
戒
の
要
求
は
、
軍
隊
階
層
組
織
の
命
令
権
及
び
規
律

(
5
)
 

権
を
補
完
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
」

ギ
リ
シ
ア
・
ド
イ
ツ
混
合
仲
裁
裁
判
所

コ
ニ
ン
コ
兄
弟
対
ド
イ
ツ
（
C
o
e
n
c
o
B
r
o
t
h
e
r
s
 v. 
G
e
r
m
a
n
y
)

請
求
事
件
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
・
ド
イ
ッ
混
合
仲
裁
裁
判
所
は
、

一
九
二
七

年
―
二
月
一
日
の
判
決
の
中
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
サ
ロ
ニ
カ
に
対
し
て
一
九
一
六
年
に
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
爆
撃
が
国
際
法
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
を
検

討
し
た
。
当
時
、
ギ
リ
シ
ア
は
公
式
に
は
中
立
国
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
軍
が
サ
ロ
ニ
カ
を
占
領
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
裁
判
所
は
、
•
•
…
•
サ
ロ
ニ
カ
爆
撃
が
国
際
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
そ
の
爆
撃
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

報
告
者
の
報
告
書
の
中
で
関
連
す
る
部
分
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

関
法

ニ
四
四



ニ
四
五

い
。
ギ
リ
シ
ア
が
な
お
中
立
国
で
あ
っ
た
一
九
一
五
年
秋
の
連
合
軍
に
よ
る
サ
ロ
ニ
カ
の
占
領
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
中
立
の
侵
犯
と
な
る
。
ギ
リ
シ
ア

政
府
が
、
明
示
的
に
あ
る
い
は
黙
示
的
に
、
こ
の
占
領
に
同
意
し
た
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
お
い
て
も
、

サ
ロ
ニ
カ
占
領
は
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
、
違
法
な
行
為
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
領
土
で
あ
ろ
う
と
も
、
ド
イ
ツ
に
、
自
国
防
衛
に
必
要
な
す
べ
て
の

軍
事
的
手
段
を
と
る
権
利
を
与
え
た
。
連
合
軍
の
サ
ロ
ニ
カ
占
領
に
対
し
て
ド
イ
ツ
が
自
国
防
衛
の
た
め
に
と
る
権
利
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
確
立

し
て
い
る
諸
規
則
を
遵
守
す
る
義
務
か
ら
、
ド
イ
ツ
を
免
除
し
な
か
っ
た
。
証
拠
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
六
年
一
月
の
サ
ロ
ニ
カ
爆
撃
が
、
ド
イ
ッ
当

局
に
よ
る
事
前
の
警
告
な
し
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
攻
撃
が
夜
間
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
爆
弾
を
投
下
し
た
飛
行
船
が
お
よ
そ
三

0
0
0
メ
ー
ト
ル

の
高
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
が
明
ら
か
で
あ
る
。
交
戦
者
が
、
で
き
う
る
限
り
、
文
民
及
び
文
民
の
財
産
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
国
際

法
に
よ
っ
て
一
般
に
承
認
さ
れ
た
原
則
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
の
原
則
か
ら
着
想
を
得
た
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
条
約
は
、
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す

「
攻
撃
軍
隊
ノ
指
揮
官
ハ
、
強
襲
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
、
砲
撃
ヲ
始
ム
ル
ニ
先
チ
其
ノ
旨
官
憲
二
通
告
ス
ル
為
、

施
シ
得
ヘ
キ
一
切
ノ
手
段
ヲ
尽
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
は
っ
き
り
規
定
し
て
い
る
。
条
約
の
起
草
者
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
危
険
が
迫
っ
て
い
る
都

市
の
当
局
に
、
降
伏
を
提
示
し
て
砲
撃
を
回
避
す
る
か
、
あ
る
い
は
文
民
を
危
険
地
帯
か
ら
疎
開
さ
せ
る
か
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
意
図
し
た
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
六
条
は
、
陸
戦
の
場
合
の
み
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
。
（
し
か
し
）
こ
の
条
項
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
共
通
意
見
を

表
明
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
陸
戦
に
お
け
る
砲
撃
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
た
規
則
が
、
同
様
に
空
襲
に
適
用
さ
れ
て
な
ら
な

い
理
由
は
、
ど
こ
に
も
な
い
。
被
告
は
、
空
襲
が
奇
襲
の
効
果
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
前
も
っ
て
予
告
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
た
と
え
、

被
告
に
よ
る
こ
の
申
立
て
が
、
軍
事
的
見
地
か
ら
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
警
告
な
し
の
爆
撃
が
合
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
反
対

一
般
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
禅
く
だ
ろ
う
。
被
告
は
、
サ
ロ
ニ
カ
を
爆
撃
し
た
飛
行
船
の
乗
員
が
要
塞
や
弾
薬

庫
や
他
の
軍
事
施
設
の
位
置
を
知
っ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
夜
の
闇
と
、
三

0
0
0
メ
ー
ト
ル
の
高
度
と
、
占
領
期
間
中
サ
ロ
ニ

力
が
灯
火
管
制
中
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
民
の
住
宅
や
商
業
施
設
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
正
確
さ
で
爆
弾
を
照
準
す
る
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め

(
6
)
 

た
。
以
上
述
べ
た
す
ぺ
て
の
点
か
ら
、
問
題
の
爆
撃
は
、
国
際
法
に
反
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

に
、
こ
の
よ
う
な
爆
撃
は
、

る
規
則
の
第
二
六
条
に
お
い
て
、

（
五
―
一
）



五
(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

特
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
防
守
都
市
ブ
カ
レ
ス
ト
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
飛
行
機
が
行
な
っ
た
一
九
一
六
年
の
攻
撃
に
関
し
て
、

日
裁
判
所
に
よ
っ
て
判
決
さ
れ
た
キ
リ
ア
ド
ル
ー
対
ド
イ
ッ
請
求
事
件

(Kiriadolou
v. 
G
e
r
m
a
n
y
 claim)
。
裁
判
所
は
、
一
九

0
七
年
ヘ
ー
グ
第
四

(
7
)
 

条
約
に
付
属
す
る
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
規
則
第
二
六
条
お
よ
び
戦
時
海
軍
力
を
も
っ
て
す
る
砲
撃
に
関
す
る
一
九

0
七
年
ヘ
ー
グ
第
九
条
約
第
六

(
8
)
 

条
の
適
用
可
能
性
の
問
題
に
言
及
し
た
。
判
決
の
関
連
部
分
に
は
、
次
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

「
一
般
に
承
認
さ
れ
た
原
則
に
よ
る
と
、
非
戦
闘
員
の
生
命
と
財
産
は
、
で
き
う
る
限
り
、
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
グ
規
則
の
第
二
六

条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
例
外
的
性
質
の
規
則
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
一
般
原
則
を
適
用
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
…
…
た
し
か

に
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
陸
軍
砲
撃
と
海
軍
砲
撃
に
の
み
言
及
し
て
い
る
が
、
第
二
回
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
の
審
議
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
規
定
を
航

空
に
拡
大
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
平
和
会
議
の
開
か
れ
た
一
九

0
七
年
に
お
い
て
は
、
航
空
は
そ
の
発
展
の
初
期
に
あ
り
、
誰
も
将

来
の
戦
争
に
お
い
て
、
交
戦
者
が
飛
行
船
及
び
飛
行
機
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
。
占
領
の
た
め
の
砲
撃
と
破
壊
の
た
め
の

砲
撃
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
何
ら
の
法
的
基
礎
を
も
た
な
い
し
、
空
軍
を
事
前
通
告
を
与
え
る
義
務
か
ら
放
免
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
爆
撃
の

脅
威
を
う
け
て
い
る
都
市
の
上
空
を
数
千
メ
ー
ト
ル
の
高
度
で
、
夜
間
に
し
ば
し
ば
飛
行
す
る
航
空
機
は
、
非
戦
闘
員
の
生
命
や
財
産
を
害
す
る
こ

と
な
く
、
要
塞
や
軍
需
品
の
み
に
命
中
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
に
、
爆
弾
の
降
下
を
正
確
に
方
向
づ
け
る
立
場
に
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
な
お

さ
ら
で
あ
る
。
裁
判
所
が
下
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
決
定
は
、
い
わ
ゆ
る
化
学
戦
に
関
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
予
告
の
免
除
は
、
死
を
ま

き
ち
ら
し
又
は
回
復
で
き
な
い
病
気
を
ひ
き
お
こ
す
窒
息
性
ガ
ス
を
充
満
し
た
爆
弾
を
、
夜
間
に
無
警
告
で
投
下
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
9
)
 

飛
行
機
や
飛
行
船
が
敵
の
都
市
の
非
戦
闘
員
を
毒
殺
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
」

C
o
r
f
u
 C
h
a
n
n
e
l
 Case, 
J
u
d
g
e
m
e
n
t
 o
f
 9
 
A
p
r
i
l
 1
9
4
9
:
 1. 
C. J. 
Reports, 1
9
4
9
,
 
p. 
10. 

上
の
第
一
章
を
見
よ
。

C
o
、:Ju
C
h
a
n
n
e
l
 C
t
g
e
"
J
u
d
唸
m
e
n
t
o
f
 9
 
A
p
r
i
l
 1
9
4
9
:
 I. 
C. 
J. 
R
念
orts,
1
9
4
9
,
 
p. 
2
2
.
 

上
の
第
一
章
第
一
節
の
付
録
を
見
よ
〔
但
し
、
省
略
〕
。

関
法
第
二
五
巻
第
一
一
一
号

ニ
四
六

（
五
―
二
）

一
九
三

0
年
五
月
一
〇



(
5
)
L
.
 C
.
 
Green, 
International 
L
a
w
 throu箋～

t
h
e
G
g
e
s
,
first 
edition, 
(London, 
Stevens, 1
9
5
1
)
,
 
pp. 6
6
3
-
6
6
4
.
 

Official 

F
r
e
n
c
h
 text :
 Reports o
f
 International 
Arbitral 
A
w
a
r
d
s
,
 vol. 
II 
(
U
n
i
t
e
d
 Nations publication, 
Sales 
N
o
.
 :
 
1
9
4
9
.
 

V. 1
)
,
 

p. 
6
1
5
.
 

(
6
)
L
.
 C. 
Green, op. 
cit., 
pp. 6
6
8

ふ
6
9
.

Authentic F
r
e
n
c
h
 text :
 Recueil des 
Decisions des 
T
r
i
b
u
n
a
u
x
 A
r
b
i
t
r
a
u
x
 Mixtes, 

vol. 7
,
 
p. 
6
8
3
.
 

(
7
)

上
の
第
一
章
を
見
よ
。

(
8
)

上
の
第
一
章
を
見
よ
。

(
9
)
A
n
n
u
a
l
 D
i唸
st
o
f
 Public 
International 
L
a
e
G忽
s,
1
9
2
9
1
1
9
3
0
(
H
.
 
Lauterpacht, 
ed.), 
pp. 5
1
6ー

5
1
7
.

Authentic 

F
r
e
n
c
h
 t
e
x
t
"
R
e
c
u
e
i
l
 des 
Decisions 
des 
T
r
i
b
u
n
a
u
x
 A
r
b
i
t
r
a
u
x
 Mixtes, vol. 
10, 
p. 
100. 

国
内
裁
判
所
の
判
決

院
（
刑
事
部
）

「
グ
ロ
ス
・
プ
ラ
ウ
ク
マ
ン
事
件
」

(In
re 
G
r
o
s
s
,
B
r
a
u
c
k
m
a
n
n
)
と
題
さ
れ
た
事
件
は
、
と
く
に
戦
時
海
軍
力
を
も
っ
て
す
る
砲
撃
に
関
す
る

(10) 

一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
九
条
約
が
、

人
が
破
壊
し
た
建
物
は
、

一
九
四
五
年
ド
イ
ツ
軍
艦
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
灯
台
の
破
壊
に
よ
っ
て
侵
犯
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
問
題
を
取
り
扱
っ

一
九
四
八
年
―
二
月
二
九
日
の
判
決
に
お
い
て
、
と
く
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
一
九

0
七
年
一

0
月
一
八
日
の
ヘ
ー
グ
条
約
第
一
条
及
び
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
防
守
さ
れ
て
い
な
い
港
、
都
市
、
村
落
、
住
宅
又
は
建
物
の
海

軍
力
に
よ
る
砲
撃
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
軍
事
上
の
工
作
物
、
陸
海
軍
建
設
物
、
武
器
又
は
軍
用
材
料
の
貯
蔵
所
、
敵
の
艦
隊
又
は
軍
隊
の
用

に
供
せ
ら
れ
る
工
場
又
は
施
設
は
、
そ
の
禁
止
に
含
ま
れ
な
い
。
国
際
条
約
は
、
締
約
国
に
よ
っ
て
の
み
解
釈
さ
れ
う
る
高
度
の
行
政
行
為
で
あ
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
条
約
の
意
味
が
全
く
あ
い
ま
さ
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
条
約
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
に
お
い
て
上
告

『
敵
の
艦
隊
又
は
軍
隊
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
』
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
破
壊
は
ヘ
ー
グ
条
約
第
一
条
に
よ
っ
て
禁

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

た
。
破
毀
院
（
刑
事
部
）
は
、

六

第
一
項

ヽ`＇’イヽ＼

破

第
二
款

毀
フ

ラ

ン

ス

ニ
四
七

（五―――-）



九 八

A
n
c
i
e
n
s
 Etablis咎
m
e
n
t
s
<;;raf 
F
r
e
r
e
s
 
v. 
societe 
la 
M
u
r
e
事
件
に
お
け
る
一
九
五
一
年
一
月
一
五
日
の
判
決
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
破

(12) 

一
九

0
七
年
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
の
「
総
加
入
条
項
」

「
ヘ
ー
グ
条
約
第
二
条
は
、
そ
の
実
施
を
、
す
べ
て
の
交
戦
者
が
そ
の
条
約
の
当
事
国
で
あ
る
こ
と
と
い
う
条
件
に
服
せ
し
め
て
い
る
。

0
年
六
月
一

0
日
に
一
九

0
七
年
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
イ
タ
リ
ア
が
参
戦
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ソ
ス
と
ド
イ
ツ
の
間
に
さ
え
、
そ
の
条
約
を
適

(13) 

用
で
き
な
い
も
の
と
し
た
。
」

最
高
裁
判
所
（
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
）

一
九
四
九
年
一

0
月
一
三
日
の
「
オ
ラ
ソ
ダ
機
械
事
件
」

(
D
u
t
c
h
M
a
c
h
i
n
e
s
 C
a
s
e
)
判
決
に
お
い
て
、

地
区
）
は
、

一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
の
「
総
加
入
条
項
」
に
関
す
る
次
の
記
述
を
含
ん
で
い
た
。

「
本
条
約
第
二
条
は
、
い
わ
ゆ
る
総
加
入
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
約
は
、
戦
争
に
参
加
し
て
い
る
す
べ
て
の
国
が
、
条
約
を

批
准
し
て
い
る
場
合
に
の
み
適
用
で
き
る
。
先
の
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
交
戦
国
が
批
准
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
他
方
、
ヘ
ー
グ

条
約
の
諸
条
項
が
、
と
に
か
く
一
般
に
国
際
法
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
再
現
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
新
し
い
国
際
法
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
。
現
行
の
国
際
法
を
法
典
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
ヘ
ー
グ
条
約
の
諸
条
項
は
、
総
加

(14) 

入
条
項
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
同
様
に
適
用
で
き
る
。
」

第
三
項

東
京
地
方
裁
判
所

一
九
五
五
年
（
ワ
）
第
二
九
一
四
号
及
び
一
九
五
七
年
（
ワ
）
第
四
一
七
七
号
事
件
（
「
下
田
事
件
」
）
に
関
す
る
一
九
六
三
年
―
二
月
七
日
の
東
京

日

本

第

二

項

ド

イ

毀
院
（
民
事
部
）
は
、

七

＠

破

毀

関
法

ツ

院
（
民
事
部
）

第
二
五
巻
第
三
号

(11) 

止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
」

（
五
一
四
）

（
第
二
条
）
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ド
イ
ッ
最
高
裁
判
所
（
イ
ギ
リ
ス
占
領

ニ
四
八

一
九
四



空
戦
に
関
す
る
規
則
案
（
空
戦
法
規
案
）
。

地
方
裁
判
所
の
判
決
は
、
原
子
爆
弾
に
よ
る
広
島
及
び
長
崎
の
爆
撃
の
「
国
際
法
的
側
面
」
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
議
論
を
含
ん
で
い
た
。

「
9
こ
の
よ
う
な
性
質
と
効
果
を
具
有
す
る
原
子
爆
弾
が
、
い
わ
ゆ
る
核
兵
器
と
し
て
、
国
際
法
上
許
さ
れ
る
兵
器
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
国
際

法
上
重
要
な
そ
し
て
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
米
国
が
広
島
市
及
び
長
崎
市
へ
原

子
爆
弾
を
投
下
し
た
行
為
が
、
当
時
の
実
定
国
際
法
に
よ
っ
て
違
法
と
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
争
点
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
限
局
し
て
考
察
す

れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。

⇔
ま
ず
、
前
記
原
子
爆
弾
投
下
行
為
が
実
定
国
際
法
上
い
か
な
る
評
価
を
う
け
る
か
を
判
断
す
る
前
提
と
し
て
、

家
間
に
お
い
て
、
戦
争
、
と
り
わ
け
、
戦
闘
行
為
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
国
際
法
が
存
在
し
た
か
、
と
い
う
点
か
ら
考
察
を
始
め
る
。

本
件
に
関
係
の
あ
る
も
の
を
、
年
代
順
に
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
0
0グ
ラ
ム
以
下
の
炸
裂
弾
及
び
焼
夷
弾
の
禁
止
に
関
す
る
セ
ン
ト
・
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
宣
言
。

第
一
次
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
い
て
成
立
し
た
陸
戦
の
法
規
及
び
慣
例
に
関
す
る
条
約
、
な
ら
び
に
そ
の
付
属
書
で
あ
る
陸
戦
の
法

炸
裂
性
の
弾
丸
に
関
す
る
宣
言
（
い
わ
ゆ
る
ダ
ム
ダ
ム
弾
禁
止
宜
言
）
。

空
中
の
気
球
か
ら
投
下
さ
れ
る
投
射
物
に
関
す
る
宣
言
（
い
わ
ゆ
る
空
爆
禁
止
宜
言
）
。

窒
息
性
又
は
有
毒
性
の
ガ
ス
を
撤
布
す
る
投
射
物
に
関
す
る
宜
言
（
い
わ
ゆ
る
毒
ガ
ス
禁
止
宜
言
）
。

一
九

0
七
年

第
二
次
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
で
成
立
し
た
陸
戦
の
法
規
及
び
慣
例
に
関
す
る
条
約
（
第
一
回
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
の
同
名
の
条
約
を
補
修

し
た
も
の
）
。

空
爆
禁
止
宜
言
。

一
九
二
二
年

一
九
ニ
―
―
一
年

潜
水
艦
及
び
毒
ガ
ス
に
関
す
る
五
ヶ
国
条
約
。

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

規
慣
例
に
関
す
る
規
則
（
い
わ
ゆ
る
陸
戦
条
規
）
。

一
八
九
九
年

一
八
六
八
年

ニ
四
九

一
九
世
紀
後
半
よ
り
近
代
諸
国

（
五
一
五
）



に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
五
巻
第
三
号

一
九
二
五
年

窒
息
性
、
毒
性
又
は
そ
の
他
の
ガ
ス
及
び
細
菌
学
的
戦
争
方
法
を
戦
争
に
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
議
定
書
（
毒
ガ
ス
等
の
禁
止

に
関
す
る
議
定
書
）
。

国
以
上
に
掲
げ
た
諸
法
規
を
み
る
と
、
第
二
次
大
戦
中
に
出
現
し
た
新
兵
器
で
あ
る
原
子
爆
弾
の
投
下
に
つ
い
て
、
直
接
に
は
何
の
規
定
も
設
け

て
い
な
い
。

被
告
は
こ
の
点
を
と
ら
え
て
、
原
子
爆
弾
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
当
時
そ
れ
を
禁
止
す
る
慣
習
国
際
法
規
も
条
約
も
存
在
し
な
い
し
、
国
際
法
規

で
明
ら
か
に
禁
止
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
意
味
で
実
定
国
際
法
違
反
の
問
題
は
起
り
得
な
い
と
主
張
す
る
。

も
と
よ
り
、
国
際
法
が
禁
止
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
新
兵
器
の
使
用
が
合
法
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
い
う
禁
止

と
は
、
直
接
禁
止
す
る
旨
の
明
文
の
あ
る
場
合
だ
け
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
国
際
法
規
（
慣
習
国
際
法
と
条
約
）
の
解
釈
及
び
類
推
適
用

か
ら
し
て
、
当
然
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
実
定
国
際
法
規
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
国
際

法
の
諸
原
則
に
照
し
て
み
て
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
も
含
む
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
国
際
法
の
解
釈
も
、

国
内
法
に
お
け
る
と
同
様
に
、
単
に
文
理
解
釈
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

祠
ま
た
新
兵
器
は
常
に
国
際
法
の
規
律
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
前
同
様
十
分
な
根
拠
が
な
い
。
文
明

国
の
慣
例
に
反
し
、
国
際
法
の
諸
原
則
に
反
す
る
も
の
は
、
た
と
え
法
規
に
明
文
が
な
く
て
も
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
た
だ

成
文
法
規
に
何
ら
規
定
も
な
く
、
そ
し
て
国
際
法
の
原
則
に
も
違
反
し
な
い
場
合
に
、
新
兵
器
は
適
法
な
交
戦
手
段
と
し
て
、
こ
れ
を
利
用
し
う
る

こ
れ
に
対
し
て
、
新
兵
器
の
発
明
及
び
そ
の
使
用
に
つ
い
て
は
常
に
各
方
面
か
ら
多
く
の
反
対
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
間
も
な
く
、
進
歩
し

た
兵
器
の
一
っ
と
さ
れ
、
そ
の
使
用
を
禁
ず
る
こ
と
が
全
く
無
意
味
と
な
り
、
文
明
の
進
歩
と
と
も
に
む
し
ろ
有
効
な
害
敵
手
段
と
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
る
の
が
歴
史
上
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
原
子
爆
弾
も
ま
た
こ
の
例
に
も
れ
な
い
、
と
論
ず
る
者
が
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
新
兵
器
の
出
現

に
際
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
関
係
か
ら
反
対
が
唱
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
国
際
法
が
未
発
達
の
状
態
に
あ
っ
た
が
た
め
に
、
あ
る

関
法

二
五

0

（
五
一
六
）



い
は
敵
国
人
や
異
教
徒
に
対
し
て
敵
が
い
心
が
強
か
っ
た
た
め
に
、
あ
る
い
は
一
般
兵
器
の
進
歩
が
漸
進
的
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
後
文
明
の

進
歩
と
科
学
的
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
適
法
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
例
の
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
常
に
そ

う
で
あ
っ
た
と
い
え
な
い
こ
と
は
、
前
記
の
ダ
ム
ダ
ム
弾
、
毒
ガ
ス
の
使
用
を
禁
止
す
る
条
約
の
存
在
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、

単
に
新
兵
器
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
適
法
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
は
り
実
定
国
際
法
上
の
検
討
に
さ
ら
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。

国
そ
こ
で
次
に
、
原
子
爆
弾
の
投
下
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
関
連
す
る
当
時
の
実
定
国
際
法
規
を
検
討
し
て
み
る
。

ま
ず
、
原
子
爆
弾
の
投
下
行
為
は
、
軍
用
航
空
機
に
よ
る
戦
闘
行
為
と
し
て
の
爆
撃
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
従
来
認
め
ら
れ
て
い
る
空
襲
に
関
す

る
法
規
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

空
襲
に
関
し
て
一
般
的
な
条
約
は
成
立
し
て
い
な
い
が
、
国
際
法
上
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
慣
習
法
に
よ
れ
ば
、
陸
軍
に

よ
る
砲
撃
に
つ
い
て
は
．
防
守
都
市
と
無
防
守
都
市
と
を
区
別
し
、
ま
た
海
軍
に
よ
る
砲
撃
に
つ
い
て
は
、
防
守
地
域
と
無
防
守
地
域
と
を
区
別
し

て
い
る
。
そ
し
て
防
守
都
市
・
防
守
地
域
に
対
し
て
は
無
差
別
砲
撃
が
許
さ
れ
て
い
る
が
、
無
防
守
都
市
・
無
防
守
地
域
に
お
い
て
は
戦
闘
員
及
び

軍
事
施
設
（
軍
事
目
標
）
に
対
し
て
の
み
砲
撃
が
許
さ
れ
、
非
戦
闘
員
及
び
非
軍
事
施
設
（
非
軍
事
目
標
）
に
対
す
る
砲
撃
は
許
さ
れ
ず
、
こ
れ
に

反
す
れ
ば
当
然
違
法
な
戦
闘
行
為
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
ヘ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
二
五
条
で
、
「
防
守
サ
レ
サ
ル
都
市
、
村
落
、
住

宅
又
ハ
建
物
ハ
、
如
何
ナ
ル
手
段
二
依
ル
モ
、
之
ヲ
攻
撃
又
ハ
砲
撃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
」
と
規
定
し
、
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ

れ
た
「
戦
時
海
軍
力
を
も
っ
て
す
る
砲
撃
に
関
す
る
条
約
」
で
は
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、
「
防
守
七
ラ
レ
サ
ル
港
、
都
市
、
村
落
、
住
宅
又
ハ

（
以
下
略
）
」
と
規
定
し
、
第
二
条
に
お
い
て
「
右
禁
止
中
ニ
ハ
、
軍
事
上
ノ
工
作
物
、

海
陸
軍
建
設
物
．
兵
器
又
ハ
軍
用
材
料
ノ
貯
蔵
所
、
敵
ノ
艦
隊
又
ハ
軍
隊
ノ
用
二
供
セ
ラ
ル
ヘ
キ
工
場
及
設
備
並
港
内
二
在
ル
軍
艦
ヲ
包
含
七
サ
ル

モ
ノ
ト
ス
。

因
と
こ
ろ
で
空
戦
に
関
し
て
は
「
空
戦
に
関
す
る
規
則
案
」
が
あ
り
、
第
二
四
条
に
お
い
て
「
1
、
空
中
爆
撃
は
、
軍
事
的
目
標
、
す
な
わ
ち
、

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

建
物
ハ

（
以
下
略
）
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。

海
軍
カ
ヲ
以
テ
之
ヲ
砲
撃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。

二
五

（
五
一
七
）



適
用
さ
れ
る
と
い
う
議
論
も
、
十
分
に
成
立
し
得
る
と
考
え
る
。

第
二
五
巻
第
三
号

そ
の
破
壊
又
は
毀
損
が
明
ら
か
に
軍
事
的
利
益
を
交
戦
者
に
与
え
る
よ
う
な
目
標
に
対
し
て
行
わ
れ
た
か
ぎ
り
、
適
法
と
す
る
。

2
、
右
の
爆
撃
は

も
っ
ぱ
ら
次
の
目
標
、
す
な
わ
ち
軍
隊
、
軍
事
工
作
物
、
軍
事
建
設
物
又
は
軍
事
貯
蔵
所
、
兵
器
弾
薬
又
は
明
ら
か
に
軍
需
品
の
製
造
に
従
事
す
る

工
場
で
あ
っ
て
重
要
で
公
知
の
中
枢
を
構
成
す
る
も
の
、
軍
事
上
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
交
通
線
又
は
運
輸
線
に
対
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
か
ぎ
り

適
法
と
す
る
。
陸
上
軍
隊
の
作
戦
行
動
の
直
近
地
域
で
な
い
都
市
、
町
村
、
住
宅
又
は
建
物
の
爆
撃
は
禁
止
す
る
。

3
、
第
二
項
に
掲
げ
た
目
標
が

普
通
人
民
に
対
し
て
無
差
別
の
爆
撃
を
な
す
の
で
な
け
れ
ば
爆
撃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
位
置
に
あ
る
場
合
に
は
、
航
空
機
は
爆
撃
を
避
止
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

4
、
陸
上
軍
隊
の
作
戦
行
動
の
直
近
地
域
に
お
い
て
は
、
都
市
、
町
村
、
住
宅
又
は
建
物
の
爆
撃
に
よ
り
普
通
人
民
に
与
え
る

危
険
を
考
慮
し
て
も
な
お
爆
撃
を
正
当
と
す
る
の
に
充
分
で
あ
る
と
推
定
す
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
り
適
法
と
す
る
。
（
以
下
略
）
」
と
規
定
し
、

を
目
的
と
す
る
空
中
爆
撃
は
、
禁
止
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
空
戦
法
規
案
は
、

二
五
二

ま
た
第
二
二
条
で
は
「
普
通
人
民
を
威
嚇
し
、
軍
事
的
性
質
を
有
し
な
い
私
有
財
産
を
破
壊
し
若
く
は
毀
損
し
、
又
は
非
戦
闘
員
を
損
傷
す
る
こ
と

ま
ず
無
益
な
爆
撃
を
禁
止
し
、
軍
事
目
標

主
義
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
陸
上
軍
隊
の
作
戦
行
動
の
直
近
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
と
を
区
別
し
て
、
前
者
に
対
し
て
は
無
差
別
爆
撃
を
認
め

る
が
、
後
者
に
対
し
て
は
軍
事
目
標
の
爆
撃
の
み
を
許
す
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
陸
軍
及
び
海
軍
に
よ
る
砲
撃
の
場
合
と
比
較
し

て
、
厳
格
に
す
ぎ
る
よ
う
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
防
守
都
市
（
地
域
）
と
無
防
守
都
市
（
地
域
）
の
区
別
と
同

様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
空
戦
法
規
案
は
ま
だ
条
約
と
し
て
発
効
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
直
ち
に
実
定
法
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
は
い
え
、
国
際
法
学
者
の
問
で
は
空
戦
に
関
し
て
権
威
の
あ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
法
規
の
趣
旨
を
軍
隊
の
行
動
の
規
範

と
し
て
い
る
国
も
あ
り
、
基
本
的
な
規
定
は
す
ぺ
て
当
時
の
国
際
法
規
及
び
慣
例
に
一
貫
し
て
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る

無
防
守
都
市
に
対
す
る
無
差
別
爆
撃
の
禁
止
、
軍
事
目
標
の
原
則
は
、
そ
れ
が
陸
戦
及
び
海
戦
に
お
け
る
原
則
と
共
通
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、

こ
れ
を
慣
習
国
際
法
で
あ
る
と
い
っ
て
妨
げ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
陸
戦
、
海
戦
、
空
戦
の
区
別
は
、
戦
闘
の
行
わ
れ
る
場
所
と
そ
の
目
的
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
上
都
市
に
対
す
る
爆
撃
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
陸
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
陸
戦
に
関
す
る
法
規
が
類
推

関
法

（
五
一
八
）



一
般
に
、
防
守
都
市
と
は
地
上
兵
力
に
よ
る
占
領
の
企
図
に
対
し
抵
抗
し
つ
つ
あ

る
都
市
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
単
に
防
衛
施
設
や
軍
隊
が
存
在
し
て
も
、
戦
場
か
ら
遠
く
離
れ
、
敵
の
占
領
の
危
険
が
迫
っ
て
い
な
い
都
市
は
、
こ

れ
を
無
差
別
に
砲
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
軍
事
的
必
要
は
な
い
か
ら
、
防
守
都
市
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
場
合
は
軍
事
目
標
に
対
す
る
砲

爆
撃
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
敵
の
占
領
の
企
図
に
対
し
て
抵
抗
す
る
都
市
に
対
し
て
は
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
と
を
区

別
す
る
攻
撃
で
は
、
軍
事
上
の
効
果
が
少
く
、
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
軍
事
上
の
必
要
上
無
差
別
砲
撃
が
み
と
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
防
守
都
市
に
対
し
て
は
無
差
別
爆
撃
は
許
さ
れ
ず
、
た
だ
軍
事
目
標
の
爆
撃
し
か
許
さ
れ
な
い
の
が
従
来
一
般

に
認
め
ら
れ
た
空
襲
に
関
す
る
国
際
法
上
の
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
軍
事
目
標
を
爆
撃
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
に
伴
っ
て
非
軍
事
目
標
が
破
壊
さ
れ
た
り
、
非
戦
闘
員
が
殺
傷
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
予
想

さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
軍
事
目
標
に
対
す
る
爆
撃
に
伴
う
や
む
を
え
な
い
結
果
で
あ
る
場
合
は
、
違
法
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
無

防
守
都
市
に
お
い
て
非
軍
事
目
標
を
直
接
対
象
と
し
た
爆
撃
や
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
の
区
別
を
せ
ず
に
行
う
爆
撃
（
い
わ
ゆ
る
盲
目
爆
撃
）

は
、
前
記
の
原
則
に
照
し
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
原
子
爆
弾
の
加
害
力
と
破
壊
力
の
著
し
い
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
っ
て
、
広
島
長
崎
に
投
下
さ
れ
た
小
規
模
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、
従
来
の

T
N
T
爆
弾
二

0
、

0
0
0ト
ン
に
相
当
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る
。
こ
の
よ
う
な
破
壊
力
を
も
つ
原
子
爆
弾
が
一
度
爆

発
す
れ
ば
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
と
の
区
別
は
お
ろ
か
、
中
程
度
の
規
模
の
都
市
の
一
っ
が
全
滅
す
る
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
と
な
る
こ
と
明
ら

か
で
あ
る
。
従
っ
て
防
守
都
市
に
対
し
て
は
と
も
か
く
、
無
防
守
都
市
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
行
為
は
、
盲
目
爆
撃
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
当
時
の
国
際
法
に
違
反
す
る
戦
闘
行
為
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
広
島
市
及
び
長
崎
市
が
当
時
地
上
兵
力
に
よ
る
占
領
の
企
図
に
対
し
て
抵
抗
し
て
い
た
都
市
で
な
い
こ
と
は
、
公
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
両

市
と
も
空
襲
に
対
し
て
高
射
砲
な
ど
で
防
衛
さ
れ
、
軍
事
施
設
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
敵
の
占
領
の
危
険
が
迫
っ
て
い
な
い
都
市
で
あ
る
以
上
、

防
守
都
市
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
、
既
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
市
に
軍
隊
、
軍
事
目
標
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
広
島
市
に

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

⑭
そ
れ
で
は
、
防
守
都
市
と
無
防
守
都
市
と
の
区
別
は
何
か
。

二
五
三

（
五
一
九
）



第
二
五
巻
第
三
号

（
五
二

0
)

は
約
＝
―
-
―
-
万
人
の
一
般
市
民
が
、
長
崎
市
に
は
約
二
七
万
人
の
一
般
市
民
が
そ
の
住
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
子
爆

弾
に
よ
る
爆
撃
が
仮
に
軍
事
目
標
の
み
を
そ
の
攻
撃
の
目
的
と
し
た
と
し
て
も
、
原
子
爆
弾
の
巨
大
な
破
壊
力
か
ら
盲
目
爆
撃
と
同
様
な
結
果
を
生

ず
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
広
島
、
長
崎
両
市
に
対
す
る
原
子
爆
弾
に
よ
る
爆
撃
は
、
無
防
守
都
市
に
対
す
る
無
差
別
爆
撃
と
し
て
、
当
時
の
国
際
法

か
ら
み
て
、
違
法
な
戦
闘
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
が
相
当
で
あ
る
。

因
以
上
の
結
論
に
対
し
て
は
、
当
時
の
戦
争
は
い
わ
ゆ
る
総
力
戦
で
あ
っ
て
、
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
と
の
区
別
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
と
の

区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
必
ず
し
も
軍
事
目
標
主
義
が
そ
の
ま
ま
貫
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
反
対
論
が
あ
る
。

軍
事
目
標
の
概
念
は
、
前
記
諸
条
約
に
よ
り
、
種
々
の
表
現
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、

時
代
の
変
化
に
伴
っ
て
変
遷
し
、
総
力
戦
の
形
態
の
も
と
で
は
そ
の
範
囲
が
次
第
に
広
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
と
の
区
別
が
全
く
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
学
校
、
教
会
、
寺
院
、
神
社
、
病
院
、

民
家
は
、
い
か
に
総
力
戦
の
下
で
も
、
軍
事
目
標
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
総
力
戦
と
い
う
概
念
を
、
交
戦
国
に
属
す
る
す
べ
て
の
人
民
は

戦
闘
員
に
等
し
く
、
ま
た
す
べ
て
の
生
産
手
段
は
害
敵
手
段
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
相
手
国
の
す
べ
て
の
人
民
と
物
件
を
破
壊

す
る
必
要
が
生
じ
、
従
っ
て
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
の
区
別
な
ど
は
無
意
味
と
な
る
。
し
か
し
、
近
時
に
至
っ
て
、
総
力
戦
と
い
う
こ
と
が
唱

え
ら
れ
た
の
は
、
戦
争
の
勝
敗
が
単
に
軍
隊
や
兵
器
だ
け
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
交
戦
国
に
お
け
る
そ
の
他
の
要
因
、
す
な
わ
ち
ニ
ネ

ル
ギ
ー
源
、
原
料
、
工
業
生
産
力
、
食
糧
、
貿
易
等
の
主
と
し
て
経
済
的
な
要
因
や
、
人
口
、
労
働
力
等
の
人
的
要
因
が
戦
争
方
法
と
戦
力
を
大
き

く
規
制
す
る
事
実
を
指
摘
す
る
趣
旨
で
あ
っ
て
、
前
記
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
意
味
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
実
際
に
そ
の
よ

う
な
事
態
が
生
じ
た
例
も
な
い
。
従
っ
て
総
力
戦
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
軍
事
目
標
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。

固
第
二
次
大
戦
中
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
軍
需
工
場
や
軍
事
施
設
が
集
中
し
て
い
て
、
空
襲
に
対
す
る
防
禦
設
備
も
極
め
て
強
固
で
あ
っ
た
地
域

に
対
し
て
は
、
個
々
の
軍
事
目
標
を
確
認
し
て
攻
撃
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
事
目
標
の
集
中
し
て
い
る
地
域
全
体
に
対
し
て
爆
撃

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
適
法
な
も
の
と
す
る
説
も
あ
る
。

関
法

二
五
四



ノ
使
用
ハ
各
自
二
禁
止
ス
ル
宜
言
」
、

こ
の
よ
う
な
爆
撃
は
目
標
区
域
爆
撃
と
呼
ば
れ
、
軍
事
的
利
益
又
は
そ
の
必
要
が
大
き
い
の
に
比
べ
て
、
非
軍
事
目
標
の
破
壊
の
割
合
が
小
さ
い

の
で
、
た
と
え
軍
事
目
標
主
義
の
枠
か
ら
は
み
出
て
い
て
も
、
こ
れ
を
合
法
視
す
る
余
地
が
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
広

島
、
長
崎
市
が
こ
の
よ
う
な
軍
事
目
標
の
集
中
し
て
い
る
地
域
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
目
標
区
域
爆
撃
の
法
理

⇔
の
み
な
ら
ず
、
広
島
、
長
崎
両
市
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
は
、
戦
争
に
際
し
て
不
要
な
苦
痛
を
与
え
る
も
の
非
人
道
的
な
も
の
は
、
害
敵

の
手
段
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
、
と
い
う
国
際
法
上
の
原
則
に
も
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
五
五

こ
の
点
を
論
ず
る
場
合
、
原
子
爆
弾
が
そ
の
性
能
の
非
人
道
性
に
お
い
て
従
来
の
兵
器
と
異
る
特
質
を
有
す
る
か
ら
当
然
に
許
さ
れ
な
い
、
と
い

う
よ
う
な
安
易
な
類
推
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
戦
争
に
関
す
る
国
際
法
は
、
人
道
的
感
情
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
軍
事
的
必
要
性
有
効
性
と
人
道
的
感
情
と
の
双
方
を
基
礎
と
し
、
そ
の
二
つ
の
要
素
の
調
和
の
上
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
学
説
は
、
そ
の
典
型
と
し
て
一
八
六
八
年
の
セ
ン
ト
・
ペ
テ
ル
ス
プ
ル
グ
宜
言
に
お
い
て
爆
発
性
の
投
射
物
、
燃
焼
物
又

は
発
火
性
の
物
質
を
充
填
し
た
投
射
物
で
、
重
量
四

0
0グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
規
定
を
挙
げ
、
そ
の
理
由
と
し
て
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
ち
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
投
射
物
は
小
さ
い
た
め
、
将
兵
一
人
の
殺
傷
程
度
の
力
し
か
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
普
通
の
銃
弾

で
こ
と
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
何
の
利
益
も
な
い
の
に
非
人
道
的
な
物
を
敢
て
使
用
す
る
必
要
が
な
く
、
そ
の
反
面
、
非
人
道
的
な
結

果
が
大
き
く
と
も
、
軍
事
的
効
果
が
著
し
け
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
問
題
に
な
る
の
は
、
原
子
爆
弾
の
投
下
が
ヘ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
二
三
条

a
で
禁
止
し
て
い
る
「
毒
又
ハ
毒
ヲ
施
シ
ク
ル
兵
器
ヲ
使
用

ス
ル
コ
ト
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、

一
八
九
九
年
の
「
窒
息
セ
シ
ム
ヘ
キ
瓦
斯
又
ハ
有
毒
質
ノ
瓦
斯
ヲ
撒
布
ス
ル
ヲ
唯
一
ノ
目
的
ト
ス
ル
投
射
物

一
九
二
五
年
の
「
窒
息
性
、
有
毒
又
は
そ
の
他
の
ガ
ス
、
細
菌
学
的
戦
争
方
法
を
戦
争
に
使
用
す
る
こ
と
を

禁
止
す
る
議
定
書
」
の
各
禁
止
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
毒
．
毒
ガ
ス
、
細
菌
等
と
原
子
爆
弾
と
の
差
異
を
め
ぐ

っ
て
、
国
際
法
学
者
の
間
に
も
ま
だ
定
説
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
セ
ン
ト
・
ペ
テ
ル
ス
プ
ル
グ
宜
言
は
「
（
前
略
）
既
二
戦
闘
外
二
置
カ
レ
ク
ル

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
五
ニ
―
)



(10) 

上
の
第
一
章
を
見
よ
。

第
二
五
巻
第
三
号

（
五
二
二
）

人
ノ
苦
痛
ヲ
無
益
二
増
大
シ
又
ハ
ソ
ノ
落
命
ヲ
必
然
的
ニ
ス
ル
兵
器
ノ
使
用
ハ
コ
ノ
目
的
ノ
範
囲
ヲ
超
ュ
ル
コ
ト
ヲ
惟
ヒ
、
此
ノ
如
キ
兵
器
ノ
使
用

ハ
此
ノ
如
ク
シ
テ
人
道
二
反
ス
ル
コ
ト
ヲ
惟
ヒ
（
後
略
）
」
と
宣
べ
、
ヘ
ー
グ
陸
戦
規
則
第
二
三
条

e
で
は
、
「
不
必
要
ノ
苦
痛
ヲ
与
フ
ヘ
キ
兵
器
、

投
射
物
又
ハ
其
ノ
他
ノ
物
質
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
」
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
毒
、
毒
ガ
ス
、
細
菌
以
外
に
も
、
少
く
と
も
そ
れ
と
同
等
或

は
そ
れ
以
上
の
苦
痛
を
与
え
る
害
敵
手
段
は
、
国
際
法
上
そ
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
み
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
原
子
爆
弾
の
破
壊
力
は
巨
大

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
当
時
に
お
い
て
果
し
て
軍
事
上
適
切
な
効
果
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
し
、

広
島
、
長
崎
両
市
に
対
す
る
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
り
、
多
数
の
市
民
の
生
命
が
失
わ
れ
、
生
き
残
っ
た
者
で
も
、
放
射
線
の
影
響
に
よ
り
一
八
年

後
の
現
在
に
お
い
て
す
ら
、
生
命
を
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
者
の
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
悲
し
む
べ
き
現
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
原

子
爆
弾
の
も
た
ら
す
苦
痛
は
、
毒
、
毒
ガ
ス
以
上
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
残
虚
な
爆
弾
を
投
下
し
た
行
為
は
、
不
必
要

(15) 

な
苦
痛
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戦
争
法
の
基
本
原
則
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」

特
別
刑
事
裁
判
所
ヘ
ー
グ
（
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
分
室
）

フ
ィ
チ
ッ
ヒ
事
件

(In
re 
F
i
c
h
i
g
)

に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
特
別
刑
事
裁
判
所
は
、

(16) 

ヘ
ー
グ
第
四
条
約
付
属
規
則
の
第
二
款
（
戦
闘
）
に
関
し
て
左
記
の
事
を
含
ん
で
い
た
。

一
九

0
七
年

「
…
•
•
第
二
三
条
①
は
、
ヘ
ー
グ
規
則
の
第
三
款
で
は
な
く
、
第
二
款
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
規
則
の
基
礎
に
あ
る
概
念
の
順
序
か
ら
み

て
、
第
二
款
の
諸
条
項
が
侵
入
軍
と
侵
入
さ
れ
た
国
の
軍
隊
と
の
間
に
い
ま
だ
実
際
の
戦
争
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
施
行
せ
ら
れ
、
そ
の
適
用
期
間

が
降
伏
や
休
戦
（
第
二
款
の
第
四
章
及
び
第
五
章
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
終
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
降
伏
や

休
戦
の
後
に
は
、
戦
争
が
他
の
場
所
で
継
続
し
て
い
て
も
、
占
領
者
と
し
て
の
侵
入
軍
の
権
利
及
び
義
務
を
規
律
す
る
の
は
．
も
は
や
第
二
款
で
は

(17) 

な
く
、
第
三
款
で
あ
る
。
」

1
0
 第

四

項

オ

ラ

ン

ダ

関
法

一
九
四
九
年
六
月
二
八
日
の
判
決
の
中
で

二
五
六



(
1
1
)
A
且
u
a
l
Digest a
n
d
 R
e唸
rts
o
f
 Public 
Inten§tio
因
l
L
a
8
G
g
e
s
,
1
9
4
8
,
 
(H. Lauterpacht, 
ed.), 
p. 
6
8
8
.
 

(
1
2
)
上
の
第
一
章
第
一
節
の
付
録
を
見
よ
。
〔
但
し
、
省
略
〕

(
1
3
)
I謎
er
祠
怠
ミ
z
i
L
e
R
e唸
rts,
1
9
5
1
"
（

H. Lauterpacht, 
ed.), 
p. 
6
7
8
.
 

(
1
4
)
A
n
n
u
a
l
 D
i唸
st
a
n
d
 R
念
orts
o
f
 Public International L
a
g
G
g
e
"
は
9
た
9

こ（
H.
Lauterpacht, 
ed.), 
p
p
.
 

3
9
0ー

3
9
1
.

(
1
5
)
J
a
p
a
n
e
s
e
 A
n
m
`
a
i
o
f
I這
ernatio
ミ
l
L
a
g
"
N
o
.
8
 
(
1
9
6
4
)
,
 
p
p
.
 2
3
4ー

2
4
2
.

(16)

上
の
第
一
章
第
一
節
の
付
録
を
見
よ
。
〔
但
し
、
省
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判
所
の
こ
の
判
決
は
、
オ
ラ
ン
ダ
特
別
破
毀
院
に
よ
っ
て
、
別
の
理
由
で
、
破
棄
さ
れ
差
戻
さ
れ
た
。
I
b
i
d
.＂
p.
4
9
0
.
 

第
三
款

ニ
ュ
ー
ル
ン
ペ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
所

一
九
四
五
年
八
月
八
日
の
ロ
ン
ド
ン
協
定
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
ソ
連
、
英
国
及
び
合
衆
国
の
諸
政
府
は
、

(18) 

際
軍
事
裁
判
所
」
の
設
立
に
合
意
し
た
。
裁
判
所
条
例
は
、
そ
の
協
定
に
付
属
し
、
と
く
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
左
記
に
掲
ぐ
る
一
又
は
数
個
の
行
為
は
、
個
人
責
任
あ
る
も
の
と
し
、
本
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
犯
罪
と
す
る
。

り
平
和
に
対
す
る
罪
、
す
な
わ
ち
、
侵
略
戦
争
ま
た
は
国
際
条
約
、
協
定
、
誓
約
に
違
反
す
る
戦
争
を
計
画
し
、
準
備
し
、
開
始
し
、
実
行
し
た

こ
と
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
行
為
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
た
め
の
共
同
の
計
画
や
謀
議
に
参
加
し
た
こ
と
。

＠
戦
争
犯
罪
、
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
の
違
反
。
そ
の
よ
う
な
違
反
は
、
占
領
地
の
又
は
占
領
地
に
お
け
る
一
般
住
民
の
殺
害
、
虐

待
も
し
く
は
奴
隷
労
働
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
移
送
、
捕
虜
又
は
海
上
に
あ
る
者
の
殺
害
又
は
虐
待
、
人
質
の
殺
害
、
公
有
又
は
私
有
の
財
産
の

略
奪
、
都
市
、
町
又
は
村
落
の
恣
意
的
な
破
壊
、
又
は
軍
事
的
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
荒
廃
を
含
む
。
但
し
、
そ
れ
ら
に
限
ら
れ
な
い
。

0
人
道
に
対
す
る
罪
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
行
な
わ
れ
た
国
の
国
内
法
に
違
反
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
い
ず

れ
か
の
犯
罪
の
遂
行
と
し
て
、
ま
た
は
こ
れ
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
戦
前
又
は
戦
争
中
に
一
般
人
民
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
人
、
せ

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

第
一
項

軍
事
裁
判
所
の
判
決

二
五
七

「
戦
争
犯
罪
人
審
理
の
た
め
の
国

（
五
二
三
）

特
別
刑
事
裁



る。

し
か
し

第
二
五
巻
い
第
三
号

（
五
二
四
）

ん
減
、
奴
隷
化
、
強
制
的
移
送
そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
、
も
し
く
は
政
治
的
、
人
種
的
又
は
宗
教
的
理
由
に
も
と
づ
く
迫
害
。

上
記
の
犯
罪
の
い
ず
れ
か
を
犯
そ
う
と
す
る
共
通
の
計
画
又
は
共
同
謀
議
の
立
案
又
は
実
行
に
参
加
し
た
指
導
者
、
組
織
者
、
教
唆
者
及
び
共
犯

(19) 

者
は
、
こ
の
よ
う
な
計
画
の
遂
行
と
し
て
い
ず
れ
か
の
者
が
行
な
っ
た
一
切
の
行
為
に
付
き
、
責
任
を
有
す
る
。
」

(20) 

裁
判
所
の
一
九
四
六
年
一

0
月
一
日
の
判
決
は
、
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
一
九

0
七
年
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
に
関
す
る
次
の
意
見
を
含
ん
で
い

「
し
か
し
、
不
戦
条
約
は
か
か
る
戦
争
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
か
か
る
戦
争
を
行
な
っ
た
人
物
を
裁
く
裁
判
所
を
設
け
る

こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
範
囲
で
は
、
ヘ
ー
グ
条
約
に
含
ま
れ
る
戦
争
法
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
あ
て
は

ま
る
。
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
条
約
は
、
一
定
の
戦
争
遂
行
方
法
に
訴
え
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
、
捕
虜
の
非
人
道
的
待
遇
．
毒
を

施
し
た
兵
器
の
使
用
、
休
戦
旗
の
不
正
な
使
用
等
が
含
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
禁
止
の
多
く
は
、
ヘ
ー
グ
条
約
以
前
に
す
で
に
長
く
実
施
さ
れ
て
い
た
。

一
九

0
七
年
以
後
そ
れ
ら
は
明
ら
か
に
戦
争
法
に
対
す
る
違
反
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
の
で
き
る
犯
罪
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ヘ
ー
グ
条
約
は
ど
こ
に
も
そ
れ
ら
が
犯
罪
で
あ
る
と
は
明
示
し
て
い
な
い
し
、
判
決
も
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
違
反
者
を
裁
判
に
か
け
処
罰
す
る
裁

判
所
に
つ
い
て
も
何
ら
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
去
何
年
に
も
わ
た
っ
て
、
軍
事
裁
判
所
は
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
陸
戦

の
規
則
の
違
反
に
有
責
の
個
人
を
裁
判
し
処
罰
し
て
き
た
。
本
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
侵
略
戦
争
を
行
う
人
々
は
、
同
様
に
違
法
な
こ
と
、
ヘ
ー
グ

条
約
の
諸
規
則
の
違
反
よ
り
も
っ
と
重
大
な
こ
と
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
件
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
証
拠
は
、
そ
の
量
及
び
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
多
い
。
本
判
決
が
十
分
に
そ
れ
を
再
調
査
し
、
又
は
提
出
さ

れ
た
文
書
及
び
口
頭
に
よ
る
大
量
の
証
拠
を
記
録
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
本
件
戦
争
犯
罪
が
、
戦
争
の
歴
史
に
お
い
て
か
つ
て
み
ら
れ
な

い
程
、
大
き
な
規
模
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
、
ま
た
公
海
に
お
い

て
行
な
わ
れ
、
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
残
虐
と
恐
怖
の
状
況
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
大
多
数
が
、
ナ
チ
の
「
総
力
戦
」
の
考
え
か
ら
生
じ
、
そ

関
法

二
五
八



二
五
九

の
考
え
に
も
と
づ
い
て
侵
略
戦
争
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
総
力
戦
」
の
考
え
に
お
い
て
は
、
戦
争
を
よ

り
人
道
に
か
な
っ
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
諸
条
約
の
基
礎
に
あ
る
道
徳
観
念
は
、
効
力
又
は
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
は
も
は
や
み
な
さ
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
、
戦
争
の
圧
倒
的
命
令
に
服
従
せ
し
め
ら
れ
た
。
規
則
、
規
定
、
誓
約
及
び
条
約
な
ど
は
、
全
く
重
要
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
国
際
法
の
拘
束
力
か
ら
免
が
れ
て
、
侵
略
戦
争
が
最
も
野
蛮
な
方
法
で
、
ナ
チ
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
従
っ
て
、
本
件

戦
争
犯
罪
は
、
総
統
と
そ
の
側
近
達
が
都
合
が
よ
い
と
考
え
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
大
部
分
は
、
冷
酷
且
つ
犯
罪
的
な

計
算
の
結
果
で
あ
っ
た
。

一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
条
約
は
、
そ
の
第
二
条
の
「
総
加
入
条
項
」
の
た
め
に
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

『
第
一
条
二
掲
ヶ
ク
ル
規
則
及
本
条
約
ノ
規
定
ハ
、
交
戦
国
ヵ
悉
ク
本
条
約
ノ
当
事
国
ナ
ル
ト
キ
ニ
限
、
締
約
国
間
―
ー
ノ
ミ
之
ヲ
．
適
用
ス
。
』

今
次
大
戦
中
交
戦
国
の
う
ち
数
力
国
は
、
こ
の
条
約
の
当
事
国
で
は
な
か
っ
た
。

本
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
こ
の
問
題
を
決
定
す
る
必
要
は
な
い
。
条
約
に
表
明
さ
れ
た
陸
戦
の
規
則
は
、
疑
い
も
な
く
、
採
択
当
時
の
既
存
の
国

際
法
に
対
す
る
前
進
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
条
約
は
、
当
時
存
在
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
「
一
般
的
な
戦
争
の
法
規
慣
例
を
修
正
す
る
」

試
み
で
あ
る
と
、
は
っ
き
り
述
べ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
九
年
ま
で
に
、
条
約
に
定
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
規
則
は
、
す
べ
て
の
文
明
諸
国
に
よ
っ

(21) 

て
承
認
さ
れ
、
国
国
際
軍
事
裁
判
所
の
〕
条
例
第
六
条
b
に
言
及
さ
れ
て
い
る
戦
争
の
法
規
慣
例
を
宜
言
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
」

(22) 

＿
三
裁
判
所
の
判
決
は
、
ま
た
ド
イ
ッ
海
軍
の
カ
ー
ル
・
デ
ー
ニ
ッ
ツ
が
と
く
に
一
九
三

0
年
の
ロ
ソ
ド
ン
海
軍
協
定
に
含
ま
れ
て
い
る
潜
水
艦
戦
に

関
す
る
規
則
を
再
確
認
し
た
一
九
三
六
年
海
軍
議
定
書
に
反
す
る
無
制
限
の
潜
水
艦
戦
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
を
犯
し
た
と
い
う
主
張
に

関
し
、
次
の
記
述
を
含
ん
で
い
る
。

「
デ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、

一
九
三

0
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
協
定
に
定
め
ら
れ
た
潜
水
艦
戦
の
規
則
を
再
確
認
し
た
一
九
三
六
年
の
海
軍
議
定
書
（
こ
れ

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

し
か
し
、

条
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

（
五
二
五
）



九
三
九
年
九
月
ニ
―
日
す
で
に
出
さ
れ
て
い
た
。

第
二
五
巻
第
三
号

に
は
、
ド
イ
ツ
も
加
入
し
た
）
に
反
す
る
無
制
限
潜
水
艦
戦
を
行
な
っ
た
こ
と
の
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
。

検
察
当
局
は
、
一
九
三
九
年
九
月
三
日
ド
イ
ツ
の

U
ボ
ー
ト
が
議
定
書
を
全
く
無
視
し
て
、
敵
船
で
あ
る
と
中
立
船
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ

て
の
商
船
に
対
し
て
無
制
限
潜
水
艦
戦
を
行
い
始
め
た
こ
と
、
ま
た
、
戦
争
中
国
際
法
に
偽
善
的
に
論
及
し
、
連
合
軍
に
よ
る
違
反
に
し
た
て
て
、

こ
の
実
行
を
偽
装
す
る
た
め
の
計
画
的
努
力
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
主
張
し
た
。

デ
ー
ニ
ッ
ツ
は
、
ド
イ
ッ
海
軍
は
常
に
国
際
法
と
議
定
書
の
範
囲
内
に
止
ま
っ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
彼
は
、
戦
争
が
始
ま
っ
た
時
潜
水
艦
戦
便

覧
は
議
定
書
を
ほ
ぼ
逐
語
的
に
採
用
し
た
ド
イ
ッ
捕
獲
法
で
あ
っ
た
、
ド
イ
ツ
の
見
解
に
従
っ
て
、
自
分
は
す
べ
て
の
護
衛
船
団
及
び
停
船
を
拒
否

し
た
り
又
は
潜
水
艦
を
発
見
す
る
た
め
に
無
線
電
信
を
使
用
し
た
す
べ
て
の
商
船
を
攻
撃
す
る
よ
う
潜
水
艦
に
命
じ
た
、
と
証
言
し
た
。
英
国
船
が

無
線
に
よ
っ
て
情
報
を
与
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
武
装
さ
れ
て
お
り
、
潜
水
艦
を
見
つ
け
て
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
書
に
よ
っ
て
知

っ
た
時
、
彼
は
、
一
九
三
九
年
一

0
月
一
七
日
、
磨
下
の
潜
水
艦
に
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
す
べ
て
の
敵
商
船
を
無
警
告
で
攻
撃
す

る
こ
と
を
命
じ
た
。
イ
ギ
リ
ス
海
峡
を
夜
間
無
灯
火
で
航
行
し
て
い
る
す
べ
て
の
船
舶
（
中
立
船
舶
を
も
含
め
て
）
を
攻
撃
せ
よ
と
の
命
令
が
、

一
九
三
九
年
―
一
月
二
四
日
、
ド
イ
ッ
政
府
は
、
中
立
国
船
舶
に
次
の
よ
う
な
警
告
を
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、
英
領
海
峡
諸
島
と
フ
ラ
ン
ス
海
岸

付
近
の
水
域
で
、

U
ボ
ー
ト
と
、

U
ボ
ー
ト
ヘ
の
激
突
並
び
に
武
器
使
用
の
訓
令
を
う
け
た
連
合
国
の
武
装
商
船
と
の
間
で
頻
繁
に
交
戦
が
行
な
わ

れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
水
域
に
あ
る
中
立
船
舶
の
安
全
は
も
は
や
保
証
で
き
な
い
、
と
。
一
九
四

0
年
一
月
一
日
、
ド
イ
ッ

U
ボ
ー
ト
司
令
官

は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
基
づ
い
て
、

U
ボ
ー
ト
に
英
領
海
峡
諸
島
周
辺
区
域
（
合
衆
国
は
自
国
船
舶
に
禁
止
し
て
い
た
）
に
あ
る
す
べ
て
の
ギ

リ
シ
ア
商
船
及
び
プ
リ
ス
ト
ル
海
峡
の
限
定
さ
れ
た
区
域
に
あ
る
す
べ
て
の
国
の
商
船
を
攻
撃
す
る
よ
う
U
ボ
ー
ト
に
命
じ
た
。
五
日
後
、
北
海
区

域
（
そ
の
限
界
は
明
示
さ
れ
て
い
た
）
に
あ
る
「
す
べ
て
の
船
舶
に
対
し
て
兵
器
の
無
制
限
使
用
を
直
ち
に
行
な
え
」
と
い
う
も
―
つ
の
命
令
が
U

ボ
ー
ト
に
与
え
ら
れ
た
。
つ
い
に
一
九
四

0
年
一
月
一
八
日
、

U
ボ
ー
ト
は
、
機
雷
が
使
用
さ
れ
た
と
主
張
で
き
る
敵
海
岸
近
く
の
水
域
に
あ
る
す

べ
て
の
船
舶
を
警
告
な
し
に
撃
沈
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
。
合
衆
国
、
イ
ク
リ
ア
、
日
本
、
ソ
ビ
＝
卜
の
船
舶
の
湯
合
に
は
、
例
外
と
さ
れ
た
。

関
法

二
六

0

（
五
二
六
）



二
六

戦
争
勃
発
直
後
、
英
国
海
軍
省
は
、
商
船
隊
に
関
す
る
一
九
三
八
年
の
「
訓
令
集
」
に
従
っ
て
、
自
国
商
船
を
武
装
し
、
多
く
の
場
合
そ
れ
を
設
衛

艦
で
護
送
し
、
潜
水
艦
を
発
見
し
た
と
き
位
置
報
告
を
送
る
よ
う
命
令
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
商
船
を
海
軍
情
報
の
警
戒
網
の
中
に
編
入
し
た
。

三
九
年
一

0
月
一
日
、
英
国
海
軍
省
は
、
英
国
商
船
が
可
能
な
ら
ば
U
ボ
ー
ト
に
激
突
す
る
よ
う
命
令
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
件
の
現
実
の
状
況
に
も
と
づ
き
、
本
裁
判
所
は
、
英
国
武
装
商
船
に
対
し
て
デ
ー
ニ
ッ
ツ
が
と
っ
た
潜
水
艦
戦
行
為
に
つ
き
、
彼
を
有
罪
と
判

し
か
し
な
が
ら
、
作
戦
区
域
の
布
告
と
そ
の
区
域
に
入
っ
た
中
立
商
船
の
撃
沈
は
、
別
の
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
の
実
行
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て

一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一
八
年
の
戦
争
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
英
国
に
よ
っ
て
報
復
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。

一
九
二
二
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
、

九
三

0
年
の
ロ
ン
ド
ン
海
軍
協
定
及
び
一
九
三
六
年
の
謡
定
書
は
、
こ
の
よ
う
な
区
域
が
第
一
次
大
戦
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
十
分
に
知
り

な
が
ら
締
結
さ
れ
た
。
し
か
し
、
議
定
書
は
、
作
戦
区
域
に
つ
い
て
全
く
例
外
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
本
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
中
立
国
船

舶
を
こ
れ
ら
作
戦
区
域
内
で
発
見
し
た
時
、
警
告
な
し
に
撃
沈
せ
よ
と
の
デ
ー
ニ
ッ
ツ
の
命
令
は
、
議
定
書
進
反
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
の

U
ボ
ー
ト
は
議
定
書
の
警
告
と
救
助
の
規
定
を
実
行
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
デ
ー
ニ
ッ
ツ
は
敵
国
民
で
あ
る
と
中
立
国

民
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
難
破
船
の
生
存
者
を
殺
害
す
る
こ
と
を
故
意
に
命
じ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
検
察
当
局
は
、
デ
ー
ニ
ッ
ツ
の
二
つ
の
命

令
ー
一
九
三
九
年
に
出
さ
れ
た
戦
争
命
令
第
一
五
四
号
と
一
九
四
二
年
の
い
わ
ゆ
る
「
ラ
コ
ニ
ア
」
命
令
ー
に
関
す
る
多
く
の
証
拠
を
提
出
し

て
い
る
。
弁
設
側
は
、
こ
れ
ら
の
命
令
と
そ
れ
を
裏
甚
き
す
る
証
拠
は
そ
の
よ
う
な
政
策
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
多
く
の
反
証
を
提
出

し
た
。
本
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
証
拠
は
デ
ー
ニ
ッ
ツ
が
難
破
し
た
生
存
者
の
殺
害
を
故
意
に
命
じ
た
こ
と
を
、
充
分
明
確
に
立
証
し
て
い
な
い
、

と
い
う
意
見
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
命
令
は
、
疑
い
も
な
く
曖
昧
で
あ
り
、
最
大
の
非
難
に
値
す
る
。

証
拠
は
さ
ら
に
、
救
助
規
定
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
被
告
が
救
助
規
定
を
実
行
し
て
は
な
ら
ぬ
と
命
じ
た
こ
と
、
を
示
し
て
い
る
。
弁
護

側
の
主
張
は
、
海
上
の
第
一
原
則
と
し
て
、
潜
水
艦
の
安
全
が
救
助
に
優
先
す
る
、
航
空
機
の
発
達
が
救
助
を
不
可
能
に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
し
か
し
議
定
書
は
明
確
で
あ
る
。
も
し
も
艦
長
が
救
助
で
き
な
い
な
ら
ば
、
議
定
書
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
商
船
を
撃
沈
す

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

決
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

（
五
二
七
）

一
九



る
こ
と
が
で
き
ず
、
商
船
が
潜
望
鏡
の
前
を
無
傷
で
通
航
す
る
こ
と
を
許
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
命
令
は
、
デ
ー
ニ
ッ
ツ
が
議
定
｀

書
違
反
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

証
明
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
実
及
び
と
く
に
一
九
四

0
年
五
月
八
日
英
国
海
軍
省
が
発
表
し
た
命
令
（
そ
れ
に
よ
る
と
、
ス
カ
ゲ
ラ
ッ
ク
海
峡
で
は
、

す
べ
て
の
船
舶
が
夜
間
攻
撃
さ
れ
る
）
並
び
に
米
国
が
参
戦
の
最
初
の
日
か
ら
太
乎
洋
で
無
制
限
潜
水
艦
戦
を
実
施
し
た
と
述
べ
た
質
問
書
に
対
す

(23) 

る
ニ
ミ
ッ
ッ
提
督
の
解
答
を
考
え
る
と
、
潜
水
艦
戦
の
国
際
法
に
違
反
し
た
と
い
う
理
由
で
は
、
デ
ー
ニ
ッ
ツ
の
判
決
を
決
定
で
き
な
い
。
」

一四

第
二
項

極
東
国
際
軍
事
裁
判
所

(24) 

ソ
連
、
英
国
及
び
合
衆
国
の
諸
政
府
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
、
連
合
国
最
高
司
令
官
は
、

一
九
四
六
年
一
月
一
九
日
、
「
平
和

(25) 

に
対
す
る
罪
を
含
む
犯
罪
に
つ
い
て
、
個
人
と
し
て
、
団
体
の
構
成
員
と
し
て
若
し
く
は
そ
の
両
方
の
資
格
に
お
い
て
訴
追
せ
ら
れ
た
人
々
を
裁
判
」
す

る
た
め
の
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
を
設
立
し
た
。
同
日
、
最
高
司
令
官
は
、
第
五
条
に
次
の
こ
と
を
述
べ
た
裁
判
所
条
例
を
承
認
し
た
。

「
本
裁
判
所
は
、
平
和
に
対
す
る
罪
を
含
む
犯
罪
に
つ
き
、
個
人
と
し
て
又
は
団
体
構
成
員
と
し
て
訴
追
せ
ら
れ
た
極
東
戦
争
犯
罪
人
を
審
理
し
、

処
罰
す
る
権
限
を
有
す
る
。
左
に
掲
げ
る
一
又
は
数
個
の
行
為
は
、
個
人
責
任
あ
る
も
の
と
し
、
本
裁
判
所
に
属
す
る
犯
罪
で
あ
る
。

り
平
和
に
対
す
る
罪
、
す
な
わ
ち
、
宜
戦
を
布
告
し
た
又
は
布
告
し
な
い
侵
略
戦
争
、
も
し
く
は
国
際
法
、
条
約
、
協
定
又
は
誓
約
に
違
反
す
る

戦
争
の
計
画
、
準
備
、
開
始
、
又
は
実
行
も
し
く
は
右
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
た
め
の
共
通
の
計
画
又
は
共
同
謀
議
へ
の
参
加
。

⑭
通
常
の
戦
争
犯
罪
、
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
の
違
反
。

0
人
道
に
対
す
る
罪
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
行
な
わ
れ
た
国
の
国
内
法
に
違
反
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
本
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
犯
罪
の

実
行
の
た
め
に
行
な
わ
れ
、
ま
た
は
こ
れ
に
関
連
し
て
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
戦
前
又
は
戦
時
中
行
な
わ
れ
た
殺
害
、
せ
ん
減
、
奴
隷
化
、
強
制
的

移
送
そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
、
も
し
く
は
政
治
的
又
は
人
種
的
理
由
に
も
と
づ
く
迫
害
。

上
記
の
犯
罪
の
い
ず
れ
か
を
犯
そ
う
と
す
る
共
通
の
計
画
又
は
共
同
謀
議
の
立
案
又
は
実
行
に
参
加
し
た
指
導
者
、
組
織
者
、
教
唆
者
及
び
共
犯

(26) 

者
は
、
こ
の
よ
う
な
計
画
の
遂
行
と
し
て
い
ず
れ
か
の
者
が
行
な
っ
た
一
切
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
有
す
る
。
」

関
法
第
二
五
巻
第
三
号

二
六

（
五
二
八
）



一
七

一
六

て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
な
っ
た
。

一
五

二
六

（勾）

一
九
四
八
年
―
一
月
の
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
諸
条
約
中
の
い
く
つ
か
に
含
ま
れ
て
い
る
「
総
加
入
条
項
」
に
関
し

「
一
九

0
七
年
一

0
月
一
八
日
に
ヘ
ー
グ
で
署
名
さ
れ
た
諸
条
約
中
の
い
く
ら
か
の
条
約
が
有
す
る
寵
接
的
条
約
義
務
と
し
て
の
有
効
性
は
、
す

べ
て
の
交
戦
者
が
条
約
の
当
事
国
で
あ
る
時
に
の
み
条
約
が
拘
束
力
を
有
す
る
と
規
定
し
た
、
い
わ
ゆ
る
『
総
加
入
条
項
』
を
そ
の
中
に
挿
入
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
そ
こ
な
わ
れ
た
。
法
的
に
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
条
項
の
効
果
は
戦
争
の
ま
さ
に
最
初
か
ら
、
若
し
く
は
戦
争
中
に
、

そ
れ
が
い
か
に
重
要
で
な
い
国
で
あ
れ
、
非
締
約
国
が
交
戦
国
の
列
に
加
わ
る
や
否
や
、
直
接
的
条
約
義
務
と
し
て
の
拘
束
力
を
そ
れ
ら
の
条
約
か

ら
奪
う
こ
と
に
あ
る
。
拘
束
力
あ
る
条
約
と
し
て
ヘ
ー
グ
条
約
の
諸
条
項
を
遵
守
す
べ
き
義
務
は
、

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヘ
ー
グ
条
約
は
、
い
ず
れ
か
の
事
態
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
慣
習
法
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
裁
判
所
が
他
の
す
べ
て
の
利
用
で

(28) 

き
る
証
拠
と
共
に
考
慮
す
べ
き
、
慣
習
国
際
法
の
充
分
な
証
拠
で
あ
る
。
」

(29) 

と
く
に
一
九

0
七
年
の
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
に
関
し
て
、
判
決
は
、
次
の
記
述
を
含
ん
で
い
る
。

「
こ
の
条
約
は
、
ヘ
ー
グ
諸
条
約
の
中
で
『
総
加
入
条
項
』
を
含
ん
で
い
る
も
―
つ
の
条
約
で
あ
る
。
我
々
が
こ
の
条
項
に
関
し
て
述
べ
て
き
た

(30) 

こ
と
が
ら
は
、
こ
の
場
合
に
も
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。
」

第
三
項
戦
争
犯
罪
人
審
理
の
た
め
の
ハ
ン
プ
ル
グ
英
国
軍
事
裁
判
所

(31) 

軍
事
的
必
要
と
一
九

0
七
年
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
付
属
規
則
の
適
用
の
問
題
が
、
＾
＾

In
r
e
g
n
L
eさ
苓
忌
勺
（
さ
on
Manstein)
と
呼
ば
れ
る
事

件
に
お
け
る
一
九
四
九
年
―
二
月
九
日
の
判
決
の
中
で
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
英
国
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
た
。

「
こ
の
段
階
で
私
が
言
及
し
よ
う
と
思
う
第
二
の
一
般
的
適
用
問
題
は
、
軍
事
的
必
要
の
問
題
で
あ
る
。
被
告
弁
護
人
に
よ
っ
て
、
ヘ
ー
グ
諸
条

約
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
た
。
第
一
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
は
ヘ
ー
グ
条
約
の
当
事
国
で
は
な
い
、
総
加
入
条
項
と
い
わ
れ

る
第
二
条
に
よ
っ
て
、
交
戦
国
す
べ
て
が
当
事
国
で
あ
る
場
合
に
の
み
条
約
は
適
用
で
き
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
別
と
し
て
、

条
約
の
基
礎
に
あ
る
諸
原
則
は
、
戦
争
の
必
要
に
適
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
す

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

『
総
加
入
条
項
』
の
作
用
に
よ
っ
て
一
掃
さ
れ

（
五
二
九
）



第
四
項

一
ュ
ー
ル
ン
ペ
ル
グ
合
衆
国
軍
事
裁
判
所

。
4
ノ

第
二
五
巻
第
三
号

な
わ
ち
、
戦
争
の
目
的
は
敵
を
打
ち
負
か
す
こ
と
で
あ
る
、
こ
の
目
的
の
達
成
は
、
必
要
な
場
合
に
は
戦
争
法
の
違
反
ー
も
し
も
そ
の
よ
う
な
違
反

が
差
し
迫
っ
た
危
険
か
ら
逃
れ
る
手
段
か
敵
を
打
ち
負
か
す
手
段
を
与
え
る
な
ら
ば
ー
を
含
め
て
、
い
か
な
る
手
段
を
も
正
当
化
す
る
、
と
。
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
教
授
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
理
論
は
、
戦
争
史
上
、
戦
争
が
ま
っ
た
＜
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
慣
行
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

て
い
た
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
ド
イ
ツ
の
古
い
原
則
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
戦
争
の
必
要
性
が
戦
闘
方
法
に
優
先
す
る
と
い
う
原
則
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
戦
争
法
に
は
適
用
で
き
な
い
。
も
し
適
用
で
き
る
な
ら
ば
、
戦
争
法
は
、
事
実
上
当
然
に
法
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ひ

と
度
戦
争
の
慣
行
が
法
の
地
位
を
得
る
や
否
や
、
法
そ
の
も
の
が
例
外
の
場
合
を
規
定
し
て
い
る
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
、
必
要
が
法
に
優
先
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
の
前
文
を
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
充
分
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
締
約
国
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
軍
事
的
必
要
が
許
す
限
り
、
戦
争
の
災
害
を
軽
減
し
た
い
と
い
う
希
望
に
妓
舞
さ
れ
て
起

草
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
交
戦
国
相
互
の
関
係
及
び
交
戦
国
と
一
般
住
民
と
の
関
係
に
お
い
て
、
交
戦
国
の
行
動
の
一
般
的
規
準
と
な
る
よ
う
意

図
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
則
そ
れ
自
体
が
す
で
に
、
軍
事
的
必
要
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
軍
事
的
必
要
は
、
す

で
に
、
こ
れ
ら
の
法
の
作
成
に
際
し
て
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
五
三

0
)

こ
の
主
張
に
も
っ
と
証
拠
が
要
求
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
グ
規
則
第
二
三
条
①
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
三
条
は
、

テ
定
メ
タ
ル
禁
止
ノ
外
、
特
二
禁
止
ス
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ
」
と
述
べ
、
次
に
い
く
ら
か
の
項
目
が
続
い
て
お
り
、
①
項
は
、
「
戦
争
ノ
必
要
上
万
己

ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
敵
ノ
財
産
ヲ
破
壊
ツ
又
ハ
押
収
ス
ル
コ
ト
」
と
規
定
し
て
い
る
。
も
し
も
戦
争
の
必
要
が
条
約
の
す
べ
て
の
条
項
に

つ
い
て
考
慮
さ
れ
る
ぺ
き
優
先
的
要
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
第
二
三
条
①
で
そ
の
旨
特
別
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
不
必
要
で
あ
ろ

前
文
と
第
二
＿
二
条
①
の
特
別
例
外
と
を
結
び
つ
け
れ
ば
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
事
的
必
要
は
こ
れ
ら
の
諸
規
則
の
起
草

(32) 

過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
考
慮
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
効
果
を
も
つ
。
…
…
」

関
法

二
六
四

「
特
別
ノ
条
約
ヲ
以



一
九
四
五
年
―
二
月
二

0
日
の
ド
イ
ッ
管
理
理
事
会
命
令
第
一

0
号
は
、
そ
の
前
文
で
、

四
五
年
八
月
八
日
の
ロ
ン
ド
ソ
協
定
並
び
に
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
だ
さ
れ
た
裁
判
所
条
例
の
文
言
に
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
、
ま
た
国
際
軍
事
裁
判
所
に

よ
っ
て
取
扱
わ
れ
た
も
の
以
外
の
戦
争
犯
罪
人
及
び
他
の
同
様
の
犯
罪
の
訴
追
の
た
め
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
統
一
的
基
礎
を
確
立
す
る
こ
と
が
そ
の
目
的

で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
管
理
理
事
会
命
令
第
一

0
号
は
さ
ら
に
、

を
逮
捕
し
裁
判
す
る
権
利
を
有
し
、

二
六
五

「
各
占
領
当
局
は
、
そ
の
占
領
地
区
内
に
お
い
て
」
犯
罪
を
犯
し
た
疑
い
の
あ
る
人
々

「
下
記
の
犯
罪
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
た
人
々
が
、
裁
判
を
う
け
る
裁
判
所
及
び
そ
の
訴
訟
手
続
規
則
は
、
各
占
領
地

(33) 

区
に
つ
き
各
占
領
軍
司
令
官
に
よ
っ
て
、
決
定
又
は
指
定
さ
れ
る
」
と
、
規
定
し
た
。
合
衆
国
占
領
地
区
に
お
い
て
は
、
軍
政
官
が
、
合
衆
国
占
領
地
区

(34) 

ド
イ
ツ
軍
政
府
命
令
に
よ
っ
て
、
戦
争
犯
罪
人
裁
判
の
た
め
に
規
定
を
も
う
け
た
。

管
理
理
事
会
命
令
第
一
、

0
号
の
第
二
条
は
、
と
く
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

国
際
法
と
条
約
に
違
反
し
て
他
国
へ
の
侵
入
及
び
侵
略
戦
争
を
開
始
す
る
こ
と
。
侵
略
戦
争
又
は
国
際
条
約
、
協
定
若
し

く
は
誓
約
に
違
反
す
る
戦
争
を
計
画
し
、
準
備
し
、
開
始
し
、
実
行
す
る
こ
と
、
及
び
こ
れ
ら
の
行
為
の
い
ず
れ
か
を
達
成
す
る
こ
と
を
含
む
が
そ

戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
の
違
反
を
構
成
す
る
、
人
又
は
物
に
対
す
る
残
虐
行
為
又
は
犯
罪
。
一
般
住
民
の
殺
害
、
虐
待
も
し
く
は

奴
隷
労
働
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
占
領
地
か
ら
の
移
送
、
捕
虜
又
は
海
上
に
あ
る
者
の
殺
害
又
は
虐
待
、
人
質
の
殺
害
、
公
有
又
は
私
有
の
財
産

の
略
奪
、
都
市
村
落
の
恣
意
的
破
壊
、
又
は
軍
事
的
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
荒
廃
、
を
含
む
が
そ
れ
に
限
ら
れ
な
い
。

0
人
道
に
対
す
る
罪
残
虐
行
為
と
犯
罪
。
一
般
住
民
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
殺
害
、
せ
ん
減
、
奴
隷
化
、
強
制
的
移
送
、
投
獄
、
拷
問
、
強
姦
、

そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
、
犯
罪
の
行
な
わ
れ
た
国
の
国
内
法
に
違
反
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
、
人
種
的
又
は
宗
教
的
理
由
に
も
と

づ
く
迫
害
、
を
含
む
が
そ
れ
に
限
ら
れ
な
い
。

(35) 

⇔
国
際
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
有
罪
と
宜
告
さ
れ
た
犯
罪
集
団
又
は
組
織
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
。
」

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

＠
戦
争
犯
罪

れ
ら
に
限
ら
れ
な
い
。

い
平
和
に
対
す
る
罪

「
次
の
行
為
は
い
ず
れ
も
、
犯
罪
と
認
め
ら
れ
る
。

一
九 一

八

（
五
三
一
）

一
九
四
三
年
一

0
月一―

-0日
の
モ
ス
ク
ワ
宜
言
ど
一
九



List a
n
d
 others)

の
判
決
中
に
は
、
次
の
事
が
含
ま
れ
て
い
た
。

第
二
五
巻
第
三
号

二
0

一
九
四
六
年
―
二
月
九
日
か
ら
一
九
四
七
年
八
月
一

1
0日
ま
で
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
合
衆
国
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
裁
判
さ
れ
た
「
医
療
事
件
」

(Trial of K
a
r
l
 B
r
a
n
d
t
 a
n
d
 others)

は
、
当
時
ド
イ
ツ
と
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
諸
国
の
市
民
及
び
軍
隊
構
成
員
に
対
し
て
本
人
の
同
意
な
し
に
行

(36) 

な
わ
れ
た
医
療
実
験
中
に
起
っ
た
「
殺
人
、
野
蛮
行
為
、
虐
待
、
拷
問
．
残
虐
行
為
そ
の
他
の
非
人
道
的
行
為
」
を
含
む
戦
争
犯
罪
及
び
人
道
に
対
す
る

罪
を
犯
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
個
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

に
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
に
お
け
る
人
体
実
験
は
、

す
べ
て
の
文
明
国
の
刑
法
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
刑
法
の
一
般
原
則
、
及
び
管
理
理
事
会
命
令
第
一

0
号
を
完
全
に
無
視
し
て
行
な
わ
れ
た
。
明
ら
か

『
文
明
国
民
の
間
に
確
立
さ
れ
た
慣
行
、
人
道
の
法
、
及
び
公
共
の
良
心
の
命
令
か
ら
生
ず

る
国
際
法
の
諸
原
則
』
に
反
す
る
。

••••••.•••••••••••.•••••.••••• さ
ら
に
、
彼
女
ら
（
ス
ル
フ
ァ
ニ
ル
ア
ミ
ド
実
験
に
使
わ
れ
た
ボ
ー
ラ
ン
ド
女
性
）
が
ボ
ー
ラ
ン
ド
占
領
地
区
に
お
い
て
ド
イ
ツ
軍
に
対
す
る
敵

対
的
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
な
っ
た
た
め
に
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
な
お
、
文
明
諸
国
の
法
の
保
護
を
う
け

る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
特
定
の
状
態
の
下
で
、
陸
戦
規
則
は
、
ス
。
＾
イ
、
戦
争
反
逆
者
又
は
他
の
抵
抗
運
動
者
の
処
刑
の
妥
当
性
を
認

（包

め
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
手
足
な
ど
の
切
断
や
拷
問
に
よ
っ
て
死
刑
又
は
他
の
処
罰
を
課
す
こ
と
を
許
し
て
い
な
い
。
」

一
九
四
七
年
七
月
八
日
か
ら
一
九
四
八
年
一
月
一
九
日
に
わ
た
っ
て
一
一
ュ
ー
ル
ン
ペ
ル
グ
で
開
か
れ
た
「
人
質
裁
判
」

(Trial
of 
W
i
l
h
e
l
m
 

「
我
々
が
こ
こ
で
引
用
し
た
管
理
理
事
会
命
令
第
一

0
号
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
は
、
既
存
の
国
際
法
規
則
（
あ
る
も
の
は
条
約
法
に
よ
っ

て
、
ま
た
あ
る
も
の
は
慣
習
法
に
よ
っ
て
）
に
も
と
づ
く
犯
罪
で
あ
っ
た
。
一
九

0
七
年
の
へ
．
ー
グ
規
則
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
る
よ
う
な
条
約
法
が
、

こ
こ
に
引
用
さ
れ
る
戦
争
犯
罪
を
、
ヘ
ー
グ
条
約
の
手
続
の
下
に
お
け
る
罪
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
我
々
に
は
思
わ
れ
る
。
い
か
な
る

湯
合
に
お
い
て
も
~
交
戦
国
が
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
承
認
さ
れ
た
慣
習
へ
と
徐
々
に
成
熟
し
て
い
っ
た
戦
争
の
実
行
と
慣
行
は
、
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た

「
明
ら
か
に
、
野
蛮
行
為
、
拷
問
、

関
法

（
人
を
）
不
具
に
す
る
傷
害
、
及
び
死
を
含
む
こ
れ
ら
の
実
験
は
す
べ
て
、
国
際
条
約
、
戦
争
の
法
規
慣
例
、

二
六
六

（
五
三
二
）



二
六
七

犯
罪
を
処
罰
に
服
す
る
罪
と
認
め
た
。
も
し
、
そ
れ
が
国
際
条
約
、
承
認
さ
れ
た
戦
争
の
慣
習
と
慣
行
又
は
一
般
に
文
明
諸
国
に
共
通
の
刑
事
裁
判

の
一
般
原
則
に
よ
っ
て
犯
罪
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
或
る
罪
が
特
別
の
命
令
、
法
律
又
は
条
約
に
従
っ
て
特
に
定
義
又
は
訴
追
さ
る
こ
と
は
不
可
欠
の

こ
と
で
は
な
い
。
も
し
訴
追
さ
れ
た
行
為
が
実
行
時
の
国
際
法
の
下
で
事
実
上
罪
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
ら
を
事
後
の
行
為
又
は
遡
及
判
決
と
言
う

ヘ
ー
グ
規
則
は
、
第
二
三
条
①
で
「
戦
争
ノ
必
要
上
万
已
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
敵
ノ
財
産
ヲ
破
壊
シ
又
＾
押
収
ス
ル
コ
ト
」
を
禁
止
し

た
。
ヘ
ー
グ
規
則
は
、
国
際
法
の
義
務
的
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
禁
止
は
、
規
則
自
身
が
と
く
に
反
対
の
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
場

(38) 

合
を
除
い
て
は
、
最
も
緊
急
な
軍
事
的
必
要
を
も
規
制
し
且
つ
そ
れ
に
優
先
す
る
。
…
…
」

一
九
四
七
年
―
一
月
一
七
日
か
ら
一
九
四
八
年
六
月
三

0
日
ま
で
の
間
、
ニ
ュ
ー
ル
ソ
ベ
ル
グ
で
開
か
れ
た
「
ク
ル
ッ
プ
裁
判
」

(
T
r
芭

of

Alfred Felix A
l
w
y
n
 K
r
u
p
p
 v
o
n
唇
hlen
and Halbach and eleven others)
に
お
い
て
、
合
衆
国
軍
事
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
の
中
で
、

「
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
及
び
そ
の
付
属
規
則
の
諸
規
定
は
、

こ
の
理
論
は
、
断
固
と
し
て
、
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
裁
判
所
は
、
ド
イ
ッ
も
当
事
国
で
あ
っ
た
一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
が
、

一
九
三
九
年
ま
で
に
慣
習
法
と
な
り
、
そ
れ
故
、
条
約
法
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
慣
習
法
と
し
て
ド
イ
ツ
を
拘
束
す
る
と
い
う
国
際
軍
事
裁
判
所
の

判
決
に
、
全
面
的
に
同
意
す
る
。

交
戦
者
が
戦
争
の
法
規
慣
例
を
無
視
す
る
こ
と
を
総
力
戦
が
許
す
と
い
う
主
張
に
更
に
言
及
し
て
、
国
際
軍
事
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ー
本
裁
判
所
も
全
く
こ
れ
と
同
意
見
で
あ
る
。

『
戦
争
犯
罪
の
大
部
分
が
ナ
チ
の
「
総
力
戦
」
の
概
念
（
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
侵
略
戦
争
が
行
な
わ
れ
た
）
か
ら
生
じ
た
こ
と
は
、
全
く
疑
い

の
余
地
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
総
力
戦
」
の
概
念
に
お
い
て
は
、
戦
争
を
よ
り
人
道
に
か
な
っ
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
条
約
の
基
礎
を

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

次
の
よ
う
に
述
ぺ
た
。

J

と
は
で
き
な
い
。

（
五
三
三
）

『
総
力
戦
』
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
弁
護
側
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。



は
、
明
瞭
か
つ
明
白
で
あ
る
。

ヘ
ー
グ
第
四
条
約
の
前
文
に
お
い
て
、
ヘ
ー
グ
規
則
に
含
ま
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
人
民
及
び
交
戦
者
が
、
文
明
国
民
の
間
に
確
立
さ
れ
た

慣
行
、
人
道
の
法
則
及
び
公
共
良
心
の
命
令
か
ら
生
ず
る
国
際
法
の
諸
原
則
の
保
護
と
規
則
の
下
に
あ
る
こ
と
を
、
充
分
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と

も
、
ま
た
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヘ
ー
グ
規
則
を
制
定
し
た
一
八
九
九
年
の
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
の
記
録
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
侵
入
さ
れ
た
領
域
の
保
護
が
参
加
者
達
に
よ
っ
て

大
い
に
強
調
さ
れ
、

て
保
障
さ
れ
る
保
護
に
不
満
足
で
あ
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
代
表
マ
ル
テ
ン
ス
の
要
請
で
、
挿
入
さ
れ
た
。
こ
の
ゆ
え
に
、
そ
の
文
言
（
交
戦
者
に
言
及
す

る
前
に
、
特
に
住
民
に
言
及
し
て
い
る
）
の
み
で
な
く
、
そ
の
時
行
な
わ
れ
た
論
議
も
、
軍
事
的
に
占
領
さ
れ
た
国
に
と
く
に
関
連
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
文
は
、
敬
虔
な
宣
言
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

付
属
規
則
の
特
定
の
条
項
が
、
戦
闘
中
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
生
ず
る
特
定
の
事
件
を
包
含
し
な
い
場
合
に
は
、
文
明
諸
国
間
に
確
立
さ
れ
た
慣
行
、

人
道
の
法
則
及
び
公
共
良
心
の
命
令
を
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
的
規
準
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
よ
り
一
般
的
な
諸
規
則
に
言
及
す
る
必
要
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
上
に
引
用
し
た
ヘ
ー
グ
規
則
の
諸
条
項

い
る
。
』

関
法

第
二
五
巻
第
三
号

な
す
道
徳
観
念
は
、
も
は
や
効
力
又
は
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
は
、
み
な
さ
れ
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
が
、
戦
争
の
圧
倒
的
命
令
に
服
せ
し
め

ら
れ
る
。
規
則
、
規
定
、
誓
約
、
条
約
な
ど
は
、
も
は
や
全
く
重
要
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
国
際
法
の
拘
束
力
か
ら
免
が
れ
て
、
侵
略
戦
争
が
最

も
野
蛮
な
方
法
で
、
ナ
チ
の
指
適
者
た
ち
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
』

と
く
に
ヘ
ー
グ
規
則
の
第
四
六
条
、
第
五

0
条
、
第
五
二
条
及
び
第
五
六
条
に
言
及
し
て
、
国
際
軍
事
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
こ
れ
ら
諸
規
定
の
違
反
が
、
有
責
の
個
人
が
罰
せ
ら
れ
る
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
議
論
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
充
分
に
確
立
し
て

先
ほ
ど
引
用
し
た
前
文
（
「
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
）
が
、

一
般
条
項
で
あ
っ
て
、
も
し
も
ヘ
ー
グ
条
約
及
び
そ
の

と
く
に
軍
事
的
に
占
領
さ
れ
た
地
域
に
対
し

二
六
八

（五＿―-四）



二
六
九

最
後
に
、
弁
護
側
は
、
訴
え
ら
れ
た
行
為
は
ド
イ
ツ
の
戦
争
経
済
が
当
面
し
た
特
別
の
緊
急
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の

主
張
に
関
連
し
て
、
も
ち
ろ
ん
被
告
が
矛
盾
す
る
弁
論
を
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
、
最
初
に
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
裁
判
所
は
、

す
べ
て
の
弁
論
を
注
意
深
く
審
理
す
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
弁
設
側
が
そ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
主
張
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
緊
急
性
の
主
張
」
は
、
被
告
達
に
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
略
奪
行
為
が
そ
れ
自
体
違
法
で
あ
り
、
「
緊
急
性
」
に
よ
っ
て
の
み
合
法
と
さ

れ
る
こ
と
の
承
認
を
明
ら
か
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
と
に
か
く
責
任
の
問
わ
れ
て
い
る
行
為
が
合
法
で
あ
っ
た
と
い
う
弁
護
側
の
他
．
の
主

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
は
別
に
し
て
も
、
も
し
ど
ち
ら
か
の
当
事
国
が
と
に
か
く
圧
倒
さ
れ
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
戦
争
の
法
規
慣
例
を
侵
犯

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
は
、
他
の
理
由
で
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
は
、
本
来
、
危
険
で
冒
険
的
な
も
く
ろ
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

一
旦
開
始
さ
れ
る
と
戦
争
の
結
果
が
予
測
で
き
ず
、
ま
た
そ
れ
故
に
戦
争
は
基
本
的
に
は
紛
争
『
解
決
』
の
根
本
的
に
非
理
性
的
な
手
段
で
あ
る
。

そ
れ
こ
れ
世
界
中
の
良
識
あ
る
人
々
が
侵
略
戦
争
を
拒
絶
し
、
ひ
ど
く
鎌
う
理
由
の
―
つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
一
方
が
敗
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
が

戦
争
の
本
質
で
あ
り
、
経
験
豊
か
な
軍
司
令
官
や
政
治
家
は
、
陸
戦
の
規
則
慣
例
を
起
草
し
た
時
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
こ
れ

ら
の
戦
闘
規
則
慣
例
は
、
と
く
に
戦
争
の
す
べ
て
の
局
面
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
緊
急
性
の
た
め
の
法
も
含
ん
で
い
る
。
自
己

の
形
勢
が
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
時
、
勝
手
に
（
し
か
も
一
交
戦
国
の
判
断
だ
け
で
）
法
規
慣
例
を
無
視
し
う
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
戦

(39) 

争
の
法
規
慣
例
を
全
く
廃
棄
す
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
」

一
九
四
七
年
一
月
一
七
日
か
ら
―
二
月
四
日
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
「
正
義
裁
判
」

(
T
r
i
a
l
o
f
 
J
o
s
e
p
h
 A
l
t
s
t
o
t
t
e
r
 
a
n
d
 o
t
h
e
r
s
)

に
お
い
て
、

ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
合
衆
国
軍
事
裁
判
所
の
判
決
は
、
次
の
事
を
含
ん
で
い
た
。

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
及
び
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
一
九
四
一
年
―
二
月
四
日
の
法
律
は
『
併
合
さ
れ
た
東
部
地
域
』
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ

る
、
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
犯
罪
的
な
侵
略
戦
争
の
過
程
に
お
い
て
奪
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
は
さ
て
お
き
、
我
々
が
上
に
述
べ

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

張
を
弱
め
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
主
張
全
体
を
弱
め
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

（
五
三
五
）



第
二
五
巻
第
三
号

た
よ
う
に
、
意
図
さ
れ
た
併
合
が
、
戦
争
の
法
規
慣
例
の
下
で
は
未
成
熟
且
つ
無
効
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
ボ
ー
ラ
ン
ド
の

い
わ
ゆ
る
併
合
地
域
は
、
実
際
に
は
、
ド
イ
ツ
軍
隊
の
軍
事
占
領
下
に
お
か
れ
た
地
域
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ー
ラ
ゾ
ド
人
及
び
ユ
ダ
ヤ
人
に
対

す
る
差
別
的
法
律
の
こ
れ
ら
の
地
域
へ
の
拡
大
と
そ
れ
ら
地
域
に
お
け
る
適
用
は
、
人
種
的
迫
害
と
せ
ん
減
と
い
う
公
然
た
る
目
的
の
推
進
で
あ
っ

た
。
我
々
の
意
見
で
は
、
そ
の
法
律
を
作
成
し
施
行
し
た
点
で
占
領
国
は
、
ヘ
ー
グ
条
約
の
諸
規
定
…
…
〔
第
二
三
条
紛
、
第
四
一
＿
一
条
及
び
第
四
六

『
一
層
完
備
シ
ク
ル
戦
争
法
規
二
関
ス
ル
法
典
ノ
制
定
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
迄
＾
、
締
約
国
ハ
、
其
ノ
採
用
シ
ク
ル
条
規
二
含
マ
レ
サ
ル
場
合
ニ

於
テ
モ
、
人
民
及
交
戦
国
ノ
間
二
存
立
ス
ル
慣
習
、
人
道
ノ
法
則
及
公
共
良
心
ノ
要
求
ョ
リ
生
ス
ル
国
際
法
ノ
原
則
ノ
保
護
及
支
配
ノ
下
二
立
ッ

(40) 

コ
ト
ヲ
確
認
ス
ル
ヲ
以
テ
適
当
卜
認
ム
。
』
」

一
九
四
七
年
四
月
二

0
日
か
ら
―
二
月
二
二
日
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
「
フ
リ
ッ
ク
裁
判
」

(
T
r
i
a
l
o
f
 
F
r
e
d
r
i
c
h
 
F
l
i
c
k
 
a
n
d
 five 
o
t
h
e
r
s
)
 

(41) 

一
九

0
七
年
ヘ
ー
グ
第
四
条
約
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
に
関
し
、
次
の
よ
う
に

「
ヘ
ー
グ
条
約
の
目
的
は
、
そ
の
前
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ヲ
目
的
ト
ッ
、
又
＾
成
ル
ヘ
ク
戦
争
ノ
惨
害
ヲ
減
殺
ス
ヘ
キ
制
限
ヲ
設
ク
ル
ヲ
目
的
ト
シ
テ
、
之
ヲ
修
正
ス
ル
』
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

項
ハ
、
軍
事
上
ノ
必
要
ノ
許
ス
限
、
努
メ
テ
戦
争
ノ
惨
害
ヲ
軽
減
ス
ル
ノ
希
望
ヲ
以
テ
定
メ
ラ
．
レ
ク
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
交
戦
者
相
互
間
ノ
関
係
及
人

民
ト
ノ
関
係
二
於
テ
、
交
戦
者
ノ
行
動
ノ
一
般
ノ
準
縄
ク
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
一
般
原
理
を
説

明
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
軍
隊
が
、
徒
歩
や
馬
車
や
列
車
で
移
動
し
て
い
た
時
代
、
自
動
車
が
フ
ォ
ー
ド
T
型
の
段
階
で
あ
っ
た
時
代
に
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
争
の
道
具
と
し
て
飛
行
機
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
夢
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
原
子
爆
弾
は
、
想
像
力
の
範
囲
を
越
え
て
い
た
。

国
家
の
境
界
を
越
え
る
巨
大
組
織
へ
の
産
業
の
集
中
は
、
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
封
鎖
が
『
経
済
戦
』
の
主
要
な
手
段
で
あ
っ
た
。

『
総
力
戦
』
は
、
最
近
の
戦
争
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
現
実
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
発
展
は
、
被
告
達
の
行
動
を
、
そ
の
周
囲
の
事
情
と
状
況
に
関

述
べ
た
。

の
判
決
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
合
衆
国
軍
事
裁
判
所
は

ニ
四

条
〕
並
び
に
次
の
前
文
：
．．．． 
に
違
反
し
た
。

関
法

『
戦
争
二
関
ス
ル
一
般
ノ
法
規
慣
例
ハ
一
層
之
ヲ
精
確
ナ
ラ
シ
ム
ル

二
七

0

（
五
三
六
）

『
右
条



二
五

「
第
一
条
二
掲
ケ
ク
ル
規
則
及
本
条
約
ノ
規
定
ハ
、
交
戦
国
力
悉
ク
本
条
約
ノ
当
事
国
ナ
ル
ト
キ
ニ
限
、
締
約
国
間
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
適
用
ス
」

さ
き
の
大
戦
に
お
い
て
、
幾
つ
か
の
交
戦
国
は
、
こ
の
条
約
の
当
事
国
で
は
な
か
っ
た
。

本
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
こ
の
問
題
を
決
定
す
る
必
要
は
な
い
。
条
約
に
表
明
さ
れ
た
陸
戦
の
規
則
は
疑
い
も
な
く
、
採
択
当
時
の
既
存
の
国

際
法
に
対
す
る
前
進
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
条
約
は
当
時
存
在
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
「
一
般
的
な
戦
争
の
法
規
慣
例
を
修
正
す
る
」

試
み
で
あ
る
と
、
は
っ
き
り
述
ぺ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
九
年
ま
で
に
、
条
約
に
定
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
規
則
は
、
す
べ
て
の
文
明
国
に
よ
っ

て
承
認
さ
れ
、
条
例
第
六
条
⑯
に
言
及
さ
れ
て
い
る
戦
争
の
法
規
慣
例
を
宣
言
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
』

ヘ
ー
グ
条
約
に
関
し
て
そ
の
事
件
で
国
際
軍
事
裁
判
所
が
採
用
し
た
見
解
が
、
ヘ
ー
グ
条
約
は
既
存
の
国
際
法
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

故
、
ド
イ
ツ
を
拘
束
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
記
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
事
件
に
お

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

る
。
そ
の
条
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

『
し
か
し

二
七

連
し
て
評
価
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
犯
罪
又
は
そ
の
範
囲
は
、
理
論
的
又
は
抽
象
的
に
は
決
定
で
き
な
い
。
合
理
的
か
つ
実

(42) 

用
的
な
規
準
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

一
九
四
七
年
―
二
月
三

0
日
か
ら
一
九
四
八
年
一

0
月
二
八
日
ま
で
の
間
、
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
で
行
な
わ
れ
た
「
ド
イ
ッ
最
高
司
令
部
裁
判
」

(Trial 
of 
W
i
l
h
e
l
m
 v
o
n
 L
e
e
b
 a
n
d
 thirteen 
others)

に
お
い
て
、
合
衆
国
軍
事
裁
判
所
は
、
と
く
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

（
一
九

0
七
年
の
）
ヘ
ー
グ
（
第
四
）
条
約
と
ジ
ュ
ネ
ー
プ
条
約
が
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア

ヘ
ー
グ
条
約
の
適
用
可
能
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
ロ
シ
ア
は
こ
の
条
約
を
批
准
し
た
が
、
プ
ル
ガ
リ
ア
と
イ
ク
リ
ア
は
批
准
し
な
か
っ
た
こ
と

を
、
ま
ず
第
一
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ヘ
ー
グ
条
約
の
拘
束
的
効
果
は
、
ゲ
ー
リ
ン
グ
そ
の
他
の
事
件
で
国
際
軍
事

裁
判
所
に
よ
っ
て
、
審
議
さ
れ
た
。
そ
の
判
決
の
二
五
三
頁
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

一
九

0
七
年
の
ヘ
ー
グ
条
約
は
、
そ
の
第
二
条
の
「
総
加
入
」
条
項
の
た
め
に
、
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い

の
間
で
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
こ
の
事
件
で
一
般
的
興
味
の
あ
る
も
―
つ
の
問
題
は
、

（
五
三
七
）



事
裁
判
所
の
判
決
に
は
、
次
の
文
章
が
含
ま
れ
て
い
る
。

二
六

第
二
五
巻
第
三
号

二
七
二

け
る
弁
論
が
、
と
く
に
。
ハ
ル
チ
ザ
ン
戦
闘
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
グ
条
約
の
下
で
は
パ
ル
チ
ザ
ン
は
合
法
的
な
交
戦
者
で
は
な
い
の
で
、
銃
殺
又
は
絞
首

刑
に
で
き
る
と
い
う
事
実
に
主
と
し
て
根
拠
を
お
い
た
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
は
自
己
の
目
的
に
適
合
す
る
条
約
規
定
の
み
を
自
国
を
拘

束
す
る
も
の
と
し
て
選
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
弁
護
側
が
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
際
軍
事
裁
判
所
と
同
様
に
、
我
々
は
、
本
件
に
お

い
て
、
ヘ
ー
グ
条
約
が
国
際
協
定
と
し
て
ド
イ
ツ
を
拘
束
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
我
々
は
、
実
質

(43) 

的
に
こ
れ
ら
の
諸
規
定
が
、
国
際
法
を
宣
言
し
た
も
の
と
し
て
拘
束
力
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
事
件
で
述
ぺ
ら
れ
た
原
則
を
採
用
す
る
。
」

「
I
.
G
・
フ
ァ
ル
ベ
ン
裁
判
」
(
T
r
i
a
l
of 
Carl K
r
a
u
c
h
 a
n
d
 t
w
e
n
t
y
,
t
w
o
 o
t
h
e
r
s
)
に
関
す
る
一
九
四
八
年
七
月
二
九
日
の
合
衆
国
軍

「
提
出
さ
れ
て
い
る
一
般
的
弁
論
の
―
つ
は
、
民
間
の
企
業
家
が
政
府
の
命
令
又
は
認
可
に
も
と
づ
い
て
占
領
地
域
で
行
な
っ
た
経
済
措
置
に
つ

い
て
、
そ
れ
ら
の
者
に
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
こ
こ
で
責
任
が

問
わ
れ
て
い
る
行
為
の
実
行
時
に
存
在
し
て
い
た
国
際
法
の
諸
原
則
は
、
許
さ
れ
る
行
為
の
限
界
を
明
確
に
定
め
て
い
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
。
更

に
、
ヘ
ー
グ
規
則
は
総
力
戦
の
概
念
に
よ
っ
て
時
代
遅
れ
と
な
っ
た
、
ヘ
ー
グ
規
則
に
成
文
化
さ
れ
た
戦
争
の
法
規
慣
例
の
文
字
ど
お
り
の
適
用
は

も
は
や
不
可
能
で
あ
る
、
経
済
戦
の
必
要
性
が
古
い
規
則
を
修
正
し
消
減
さ
せ
、
従
っ
て
新
し
い
総
力
戦
概
念
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら

の
行
為
を
正
当
化
す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
根
拠
が
な
い
。
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
主
張
を
認
め
る
こ
と

は
、
国
際
法
の
ど
の
よ
う
な
規
則
を
も
無
視
し
、
国
際
法
の
適
用
可
能
性
の
唯
一
の
判
断
権
を
各
国
家
の
権
限
内
に
お
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

国
際
刑
法
に
違
反
し
て
行
動
す
る
権
限
を
自
国
民
に
与
え
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
国
家
の
権
能
を
も
越
え
て
い
る
。
慣
習
は
国
際
法
の
―
つ
の
法
源

で
あ
る
の
で
、
慣
習
と
実
行
が
変
化
し
、
文
明
諸
国
の
国
際
社
会
で
、
若
干
の
原
則
の
実
質
的
内
容
を
変
更
す
る
も
の
と
し
て
一
般
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
第
二
次
大
戦
中
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
広
範
囲
に
わ
た
る
強
奪
や
略
奪
の
行
為
に
法
的
保

護
を
与
え
る
よ
う
な
変
化
が
、
軍
事
占
領
期
間
中
の
財
産
権
尊
重
と
い
う
基
本
的
な
概
念
に
生
じ
た
、
と
は
考
え
な
い
。
戦
争
の
法
規
慣
例
に
関
し

て
非
常
に
不
明
確
な
部
分
が
多
く
あ
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
不
明
確
さ
は
、
ヘ
ー
グ
規
則
に
定
め
ら
れ
た
軍
事
占
領
の
法
に

関
法
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五
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を
計
画
的
に
殺
害
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
類
似
性
は
存
在
し
な
い
。

関
す
る
基
本
原
則
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
戦
争
の
実
際
の
遂
行
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
兵
器
と
戦
術
の
技
術
的
進
歩
は
、
若
干
の
点
で
は
、
現
実

の
敵
対
行
為
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
規
則
の
若
干
の
規
定
と
正
当
な
戦
争
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
を
、
時
代
遅
れ
の
も
の
に
し
、
又
は
適
用
不

能
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
不
明
確
さ
は
、
主
と
し
て
陸
軍
及
び
海
軍
の
軍
事
作
戦
と
そ
れ
を
実
施
す
る
方
法
に
関
係
し
て
い

る
。
我
々
は
、
解
釈
と
具
体
的
事
実
へ
の
適
用
と
い
う
法
的
問
題
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
並
び
に
戦
時
に

占
領
地
住
民
に
対
し
て
占
領
軍
が
と
る
行
為
に
関
係
す
る
国
際
法
の
局
面
に
不
明
確
さ
が
あ
る
と
は
考
え
え
な
い
。
砲
爆
撃
や
復
仇
な
ど
の
問
題
を

取
り
扱
う
法
の
地
位
に
関
し
て
重
大
な
不
明
確
さ
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
有
及
び
私
有
の
財
産
に
関
す
る
権
利
を
保
護

(44) 

し
て
い
る
ヘ
ー
グ
規
則
の
諸
規
定
を
、
無
視
し
て
も
よ
い
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
。
」

二
七
一
九
四
八
年
四
月
一

0
日
の
「
T
h
e
E
i
n器
t
z
g
r
u
p
p
e
n
Trial
」
(Trial
of O
t
t
o
 O
h
l
e
n
d
o
r
f
 a
n
d
 others)
の
判
決
に
お
い
て
、
合
衆
国
軍

事
裁
判
所
は
、
（
通
常
兵
器
又
は
原
子
兵
器
に
よ
る
）
町
及
び
都
市
の
爆
撃
の
合
法
性
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
す
べ
て
の
連
合
国
が
爆
撃
の
手
段
に
よ
っ
て
非
戦
闘
員
の
死
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
達
も
一
般
住
民
を
殺
害
し
た
と
い
う
非
難

か
ら
解
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
た
。
理
由
も
な
く
他
の
人
を
な
ぐ
っ
た
人
は
、
た
と
え
他
の
人
が
そ
の
攻
撃
を
撃
退
す
る
際
に
最
初

の
敵
を
打
ち
負
か
す
た
め
に
十
分
な
力
を
用
い
た
と
し
て
も
、
後
で
不
平
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
国
家
間
に
お
い
て
も
同
様
に
基
本

的
な
法
で
あ
る
。

ナ
チ
の
支
配
者
の
下
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
が
侵
略
戦
争
を
開
始
し
た
こ
と
は
、
権
限
あ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
既
に
裁
定
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ル
リ
ン
、

ド
レ
ス
デ
ン
、
ハ
ン
プ
ル
グ
、
コ
ロ
ー
ヌ
そ
の
他
の
ド
イ
ッ
諸
都
市
の
爆
撃
は
、
ロ
ン
ド
ン
、

n
ベ
ン
ト
リ
ー
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
、
ワ
ル
ソ
ー
そ
の

他
の
連
合
国
の
諸
都
市
の
爆
撃
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ッ
諸
都
市
の
爆
撃
は
、
時
間
的
に
は
、
こ
こ
で
論
議
さ
れ
て
い
る
行
為
の
後
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
、
ド
イ
ツ
が
連
合
国
の
諸
都
市
を
爆
撃
し
な
か
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ッ
諸
都
市
が
爆
撃
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な

ぉ
、
文
民
の
生
命
の
付
随
的
な
損
失
を
伴
う
合
法
的
な
戦
闘
行
為
、
即
ち
都
市
の
爆
撃
と
、
占
領
地
域
に
お
け
る
特
定
の
範
囲
の
一
般
住
民
す
べ
て

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

二
七
三

（
五
三
九
）



一
九
四
九
年
―
二
月
に
、

判
を
う
け
た
。
彼
等
は
、

―
二
名
の
元
日
本
軍
人
が
ソ
連
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
に
お
い
て
、
プ
リ
モ
リ
ニ
軍
区
ソ
ビ
ニ
ト
軍
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
裁

一
九
四
三
年
四
月
一
九
日
の
ソ
ビ
エ
ト
最
高
会
議
常
任
幹
部
会
法
令
第
一
条
に
も
と
づ
い
て
処
罰
し
う
る
、
細
菌
兵
器
の
準
備

と
使
用
を
含
む
罪
を
犯
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
そ
の
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
と
く
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
平
和
愛
好
国
に
対
す
る
侵
略
戦
争
と
い
う
犯
罪
的
計
画
に
お
い
て
、
日
本
帝
国
主
義
者
達
は
、
ペ
ス
ト
、
コ
レ
ラ
、
牌
脱
疸
そ
の
他
の
重
病
の

致
命
的
伝
染
病
を
拡
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
隊
及
び
老
人
や
婦
女
子
を
含
む
一
般
人
民
の
大
量
殺
人
の
た
め
に
、
細
菌
兵
器
の
使
用
を
計
画
し
た
。

ニ
八

第
五
項

都
市
は
、
戦
術
的
な
目
的
の
た
め
に
爆
撃
さ
れ
る
。
ー
す
な
わ
ち
、
交
通
機
関
は
破
壊
さ
れ
、
鉄
道
は
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
壊
さ
れ
、
軍
需
工
場
は
粉

砕
さ
れ
、
工
場
は
打
ち
こ
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
軍
隊
を
妨
げ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
戦
に
お
い
て
、
非
戦
闘
員
が
殺

さ
れ
る
こ
と
が
不
可
避
的
に
生
ず
る
。
こ
れ
は
偶
発
事
件
で
あ
る
、
た
し
か
に
重
大
な
偶
発
事
件
で
は
あ
る
が
、
戦
闘
行
動
の
避
け
が
た
い
帰
結
で

あ
る
。
文
民
は
、
個
々
に
区
別
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
。
爆
弾
が
投
下
さ
れ
る
、
そ
れ
は
鉄
道
施
設
に
む
け
ら
れ
て
い
る
、
鉄
道
線
路
に
沿
っ
た
家

屋
に
命
中
す
る
、
そ
し
て
家
に
い
た
多
く
の
人
々
が
殺
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
軍
隊
が
こ
れ
ら
の
同
じ
鉄
道
線
路
に
進
軍
し
、
隣
接
す
る
家

屋
に
侵
入
し
、
男
や
女
や
子
供
達
を
引
き
だ
し
、
彼
等
を
射
殺
す
る
の
と
は
、
事
実
上
も
法
律
上
も
全
く
異
な
る
。

文
民
を
ラ
イ
フ
ル
銃
で
射
殺
す
る
こ
と
と
原
子
爆
弾
の
手
段
に
よ
っ
て
彼
ら
を
殺
害
す
る
こ
と
と
の
間
に
は
な
ん
ら
道
徳
的
区
別
は
存
在
し
な
い
、

と
被
告
達
の
た
め
に
主
張
さ
れ
た
。
原
子
爆
弾
の
発
明
が
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
た
時
、
非
戦
闘
員
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。

戦
争
中
に
使
用
さ
れ
た
他
の
投
下
爆
弾
と
同
様
に
、
原
子
爆
弾
は
、
軍
事
的
抵
抗
を
打
ち
破
る
た
め
に
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
常
爆
弾
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
原
子
爆
弾
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
爆
撃
は
重
大
な
軍
事
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
爆
撃
の
唯
一
の

目
的
は
、
爆
撃
さ
れ
た
国
家
の
降
伏
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
国
家
の
国
民
は
、
彼
等
の
代
表
者
を
通
じ
て
降
伏
す
る
こ
と
が
で
き
、
降
伏

に
よ
っ
て
爆
撃
は
中
止
さ
れ
、
殺
害
は
終
了
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
都
市
が
開
放
都
市
と
宜
言
さ
れ
る
な
ら
ば
、
法
を
遵
守
す
る
交
戦
者
に
よ
っ
て
、

(45) 

爆
撃
さ
れ
な
い
こ
と
を
保
証
さ
れ
る
。
」

関
法

第
二
五
巻
第
三
号

プ
リ
モ
リ
エ
軍
区
の
ソ
ビ
エ
ト
軍
事
裁
判
所
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こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
、
細
菌
兵
器
を
生
産
す
る
た
め
の
特
別
部
隊
が
日
本
陸
軍
の
中
に
創
設
さ
れ
、
特
別
部
隊
と
破
壊
部
隊
が
、
日
本
の
侵

略
を
受
け
た
国
々
の
領
域
で
、
病
原
菌
で
も
っ
て
、
都
市
と
村
落
、
貯
水
池
と
井
戸
、
家
畜
と
作
物
を
汚
染
さ
せ
る
た
め
に
訓
練
を
う
け
た
。

第
七
三
一
部
隊
と
第
一

0
0部
隊
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
細
菌
戦
遂
行
の
方
法
と
手
段
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
生
き
て
い
る
人
間
に
対
す
る
細
菌

兵
器
の
効
果
を
テ
ス
ト
す
る
と
い
う
犯
罪
的
、
非
人
道
的
実
験
を
伴
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
実
験
の
過
程
に
お
い
て
、
鬼
畜
の
よ
う
な
日
本
人
は
、

自
分
の
手
に
落
ち
た
何
千
人
も
の
犠
牲
者
を
残
酷
に
殺
害
し
た
。

細
菌
兵
器
の
実
験
は
、
第
七
三
一
部
隊
と
第
一

0
0部
隊
内
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
実
験
に
限
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
帝
国
主
義
者
達
は
、
細
菌

兵
器
を
中
国
に
対
す
る
戦
争
と
ソ
ビ
ニ
ト
に
対
す
る
破
壊
活
動
に
お
い
て
、
使
用
し
た
。

一
九
四

0
年
、
石
井
中
将
の
指
揮
す
る
第
七
三
一
部
隊
の
特
別
遠
征
隊
が
、
中
国
中
部
の
戦
場
に
派
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
、
特
別
な
装
置
を
つ
け
た

飛
行
機
か
ら
、
パ
ス
ト
に
感
染
し
た
蚤
を
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ン
ボ
地
域
に
ペ
ス
ト
の
伝
染
を
生
ぜ
し
め
た
。

そ
の
結
果
平
和
的
中
国
人
民
の
間
に
数
千
人
の
犠
牲
者
を
も
た
ら
し
た
こ
の
犯
罪
的
作
戦
行
動
は
、
撮
影
さ
れ
、
こ
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
後
に
、
山

田
被
告
を
含
む
日
本
陸
軍
司
令
部
の
代
表
者
達
に
第
七
三
一
部
隊
の
中
で
、
映
写
さ
れ
た
。

一
九
四
一
年
に
第
七
三
一
部
隊
は
、
チ
ャ
ン
テ
地
区
に
同
じ
よ
う
な
遠
征
部
隊
を
送
っ
た
。
そ
こ
も
、
ま
た
ペ
ス
ト
菌
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
。

一
九
四
二
年
に
中
国
領
土
に
お
い
て
細
菌
が
再
び
使
用
さ
れ
た
。
今
回
は
、
柄
沢
被
告
と
川
島
被
告
が
そ
の
準
備
に
参
加
し
た
。
第
七
一
―
―
一
部
隊

の
遠
征
隊
は
、

一
時
、
佐
藤
被
告
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
栄
部
隊
と
共
同
作
戦
を
と
っ
た
。
彼
等
は
、
日
本
軍
が
中
国
軍
の
圧
力
に
よ
っ
て
放
棄
す
る

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
域
に
、
重
い
伝
染
病
の
細
菌
を
ば
ら
ま
い
た
。

数
年
間
に
わ
た
っ
て
、
第
一

0
0部
隊
は
、
平
桜
被
告
と
三
友
被
告
が
そ
の
隊
員
で
あ
っ
た
細
菌
部
隊
を
ソ
連
国
境
へ
送
っ
た
。
こ
れ
ら
の
部
隊

は
、
国
境
、
と
く
に
ト
リ
オ
ク
レ
チ
ニ
地
区
で
水
源
池
を
汚
染
し
て
、
ソ
連
に
対
す
る
細
菌
破
壊
活
動
を
行
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
予
審
及
び
裁
判
所
の
調
査
は
、
日
本
帝
国
主
義
者
達
が
、
ソ
連
そ
の
他
の
諸
国
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
侵
略
戦
争
に
お
い
て
、
広

範
囲
に
細
菌
兵
器
を
使
用
す
る
準
備
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
を
新
た
な
惨
禍
の
深
淵
に
投
げ
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）

二
七
五

（
五
四
一
）



関
法

第
二
五
巻
第
三
号

細
菌
戦
の
準
備
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
彼
等
は
犯
罪
を
止
め
ず
、
犯
罪
的
実
験
の
過
程
で
細
菌
兵
器
を
使
用
し
て
、
何
千
人
も
の
中
国
人
と
ソ
連

(46) 

人
を
死
に
至
ら
し
め
、
中
国
の
一
般
住
民
の
間
に
重
い
伝
染
病
を
ま
き
ち
ら
し
た
。
」

(18)International Military Tribunal, 
Trial o
f
 the 
M
a
j
o
r
 
W
a
r
 Criminals before the 
L
這
e
r
n
a
t
i
o
n
l
A、Iiluta屯

Tribunal

(
N
u
r
e
m
b
e
r
g
,
 1
9
4
7
)
,
 ・p. 
8
.
 

(
1
9
)思
d
•
•
p
.
1
1
.
 

(20)

上
の
第
一
章
第
一
節
の
付
録
を
見
よ
。
〔
但
し
、
省
略
〕

(21)International 
Military 
Tribunal, op. 
cit., 
pp. 2
2
0
-
2
2
1
,
 
2
2
6
-
2
2
7
,
 
2
5
3ー

2
5
4
.

(22)

上
の
第
一
章
を
見
よ
。

（お）

International
Military 
Tribunal, ~p. 

cit••pp. 

3
1
1
1
3
1
3
.
 

(24)

一
九
四
六
年
―
二
月
の
モ
ス
ク
ワ
会
議
で
、
上
記
諸
政
府
の
外
相
は
、
と
く
に
「
最
高
司
令
官
は
、
降
伏
文
書
の
実
施
、
日
本
の
占
領
管
理
の

た
め
の
す
べ
て
の
命
令
及
び
そ
れ
を
補
足
す
る
指
令
を
発
す
る
」
こ
と
を
合
意
し
た
。

Jド
ぷ
m
e
n
t
o
f
t
h
e
I這
ernational
Military 
Tribunal 

f
o
r
t
h
e
F
a
r
炉
gt,
Annexes, p. 
1
5
.
 

(
2
5
)
I
客
d
•
•
p
.
1
7
.
 

(26)

思
d.,
pp. 2
1
1
2
2
.
 

（
切
）
上
の
第
一
章
を
見
よ
。

(
2
8
)
J
R
d
g
r
n
e
n
t
 o
f
 the Interm笠
ミ
良

M

忌
a
aご
I'ribunal
f
o
r
 the 
F
a
r
 E,
且
(
N
o
v
e
m
b
e
r
1
9
4
8
)
,
 
p. 
6
5
.
 

(29)

上
の
第
一
章
第
一
節
の
付
録
を
見
よ
。
〔
但
し
、
省
略
〕

(
3
0
)
J
R
d匂
n
e
n
t
o
f
t
h
e
I
n
t
e
m
s辻
0
ド
il
Military 
Tribunal f
o
r
 the 
F
a
r
 E,
且
(
N
o
v
e
mぽ
r
1
9
4
8
)
,
 
p. 
7
0
.
 

(31)

上
の
第
一
章
第
一
節
の
付
録
を
見
よ
。
〔
但
し
、
省
略
〕

(
3
2
)
A
且
ual
Digest a
n
d
 Reports o
f
 Public lnterno,tional 
Law Cases, 1
9
4
9
 (H. 
Laute
母
cht,
ed.), 
pp. 5
1
1ー

5
1
2
.

(
3
3
)
T
;
a
l
s
 o
f
 W
a
r
 C
r
i
m
苗
ほ
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the N
u
r
e
m
b
e
r
g
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u
因
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m
d
9
C
g
t
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o
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o
g
c
i
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L
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N
o
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1
0
,
 
vol. 
X
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G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 Printing Office), 
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3
1
2
8
.
 

二
七
六

（
五
四
二
）



（苫）
lbid.,

pp. 
28-36. 

（溌）
Ibid.,

p. 
24. 
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o
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r
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⑩
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vol. 
I, 

p. 
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Ibid., 

vol. 
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pp. 
183, 

224. 
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X
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d
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a
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,
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m
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五
日

一
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―
二
月
八
日

決
議
ニ
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六
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(
X
X
I
)

ー

一
九
六
六
年
―
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月
五
日

決
議
ニ
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(
X
X
I
)

一
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六
六
年
―
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月
五
日
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議
一
九
0
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(
X
V
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I
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ー

決
議
二

0
三
三

(
X
X
)

一
九
六
五
年
―
二
月
三
日

一
九
六
三
年
―
一
月
二
七
日

決
議
一
八

0

(
X
V
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I
)

ー

一
九
六
二
年
―
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一
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一
九
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二
年
―
一
月
二
九
日

一
九
七
二
年
―
一
月
二
九
日

一
九
七
二
年
―
一
月
二
九
日

二
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
、

一
九
七
二
年
―
二
月
一
八
日

一
九
四
九
年
八
月
―
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
追
加
議
定
書
案

〔
省
略
。
竹
本
正
幸
•
藤
田
久
一
訳
「
一
九
四
九
年
八
月
―
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
二
つ
の
追
加
議
定
書
案
」
国
際
法
外
交
雑
誌

特
定
兵
器
の
使
用
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
国
際
法
の
現
行
規
則
（
四
・
完
）
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